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【目的】
外来における問題の一つとして待ち時間があげられる。待
ち時間は外来に訪れた大半の患者が実際に体験していると
考えられ，どの医療機関においても避けては通れない課題
である。患者に看護を行うことが一つの対策になると，多
くの先行文献で明らかとなっている。よって，待ち時間に
関する研究を概観し，待ち時間に対する外来患者の思いと
看護の整理とこれらに関する課題を見出すことを本研究の
目的とする。
【研究方法】
「外来」「患者」「看護」「待ち時間」をキーワードとして医
学中央雑誌Webで原著論文の検索を行った。抽出された
94件を絞り込んだ結果，45件を対象文献とした。対象文献
を熟読し，結果と考察から待ち時間に対する患者の思いと
看護を表す最小単位の文節をコードとして抽出し，それら
をサブカテゴリー，カテゴリー化した。分析は複数の研究
者で行い，信頼性・妥当性の確保に努めた。
【結果】
待ち時間に対する患者の思いは〈待ち時間が長い〉〈待つ
のは仕方ないとあきらめている〉〈看護師からの声掛け
がなかった〉などの318コードが抽出され，46サブカテゴ
リー，10カテゴリーとなった（表１）。また，患者に対す
る看護は〈順番カードを導入〉〈接遇を意識した対応〉〈ア
メニティを整える〉などの168コードが抽出され，38サブ
カテゴリー，10カテゴリーとなった（表２）。
【考察】
待ち時間に対する患者の思いは大きく分けて満足感，不満，
看護師や病院に対する提案や希望の３つに分けられた。待
ち時間に関する看護には，待ち時間そのものの短縮，感覚
的時間の短縮，自分が大切に扱われているという実感を患
者が持つという３つの側面から考えることが必要である。
待ち時間に対する看護は先行研究でも示されているが，実
現には未だ障壁が存在しており，課題解決のためには看護
師の責務の自覚だけではなく，病院全体あるいは地域での
取り組みを検討する必要があることが示唆された。

【目的】
日中の病院外来で電話相談に対応する看護職の専門職的自
律性に焦点をあて，職務遂行における専門職的自律性の特
徴と，自律性に影響を及ぼす要因を明らかにする。
【方法】
2016年４月～７月，200床（一般床および療養病床）以上
を有し内科外来（予約診療含む）を標ぼう（精神科単科の
病院は含まない）している339医療機関を調査対象施設と
した。各医療機関の内科外来の看護管理者および看護師・
准看護師721名を対象に自記式質問紙調査を行った。質問
項目は，日中の電話相談対応の施設別状況と対象者の基
本属性および「看護師の自律性測定尺度」（菊池・原田，
1997）を用いた電話相談における専門職的自律性を問う項
目であった。統計解析ソフトSPSS19.0を使用し，グルー
プ間の平均値の差はMann-Whitney-UおよびKruskal-Wallis
の検定を用いて，統計学的有意水準は５％未満とした。倫
理的配慮として，本研究は浜松医科大学大学医の倫理審査
委員会（承認番号E15-303）の承認を得て実施した。研究
協力施設の看護部長に協力依頼書と研究の趣旨を文書にて
説明し，対象者にも説明文書を配布し質問紙の回収をもっ
て同意が得られたとした。
【結果】
研究協力可能である返答が得られたのは70施設であり，質
問紙の回収数は511（回収率70.8％）で，分析対象者は472

名（有効回答率92.3％）であった。専門職的自律性尺度の
各下位尺度の平均値は，認知的能力3.57± .50，実践的能
力3.43± .63，具体的判断能力3.51± .63，抽象的判断能力
3.17± .66，自立的能力3.70± .62であった。各下位尺度の
平均値をグループ間で比較した結果， ５つの下位尺度すべ
ての能力において，就業形態の「常勤看護師」と「非常勤
看護師」，職位の「あり」と「なし」，現任教育の参加の「あ
り」と「なし」との群間に有意差を示した。専門領域の継
続教育課程の「認定看護師教育機関」と回答した認定看護
師は，４つの下位尺度で特に有意に高かった。
【考察】
専門職的自律性尺度の各下位尺度平均はすべて3.0を上回
り，看護問題の把握とその解決を目的とした状況の正しい
理解が行われ，問題を発見して，適切な看護介入を導きだ
すという，この連続したプロセスが電話相談においても行
われていることが推測される。また自律性に正の影響を与
える要因として，「認定看護師教育機関」修了群は，実践，
指導，相談を業務の中で果たすことが求められており，そ
のことが自律性の促進につながっていると考える。「現任
教育の参加」は，専門職的自律性は卒後教育である現任教
育や高度な専門分野の教育といった継続教育システムとと
もに発展するのではないかと考えられた。本研究では，電
話相談に関する事例検討の実施など，学びの機会のサポー
ト体制を確保していく必要性への示唆が得られた。
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191）待ち時間に対する外来患者の思いと看護

○森　遥香１，中井裕子２

１福岡ゆたか中央病院，２福岡県立大学

190）日中の病院外来で電話相談に対応する看護職の専門
職的自律性に関する研究

○横井優子１，佐藤直美２

１安城更生病院，２浜松医科大学医学部看護学科

８月30日（水） 示説　４群　発表
第４群　外来看護　10：30 ～ 11：20

表１　待ち時間に対する患者の思い
カテゴリー サブカテゴリー

待ち時間

長い待ち時間
待ち時間提示の希望
予測できない待ち時間
待ち時間の容認

待っている理由が知りたい
短い待ち時間

待合室の環境 待合室への要望
待合室への不満

感情・心情

あきらめ
疲労感
イライラ
焦り
感謝
不安
我慢
心配
不快

思ったより早い終了
大変
わりきり

接遇

接遇への不満
看護師の良い評価
話を聞いてほしい
看護師がいると安心
職員への良い評価

看護師の対応によって変わる気持ち
看護師への声かけづらさ

要望・提案
看護師・スタッフに対する要望

診療体制に対する要望
待ち時間提示

予約システム 予約システムへの不満
予約システムへの要望

待ち時間による拘束

席を離れたい
早く帰りたい
ぐずる子ども
することがない
退屈する子ども

順番 忘れられているのではないか
順番への不満

身体に関すること
休みたい

心配しなくて良い
身体はつらくない

検査
検査への要望
長い検査

早く検査結果を聞きたい

表２　患者に対する看護
カテゴリー サブカテゴリー

待合室の環境整備 待合室の環境整備
静かな環境の提供

待ち時間

待ち時間の表示
待つ時間の説明

待ち時間に対する情報提供
待ち時間の確認
目標待ち時間の設定

待ち時間負担軽減策

患者への配慮
待ち時間の有効活用

予約・呼び出しシステムの購入
待ち時間の少ない診療介助

対応

体調が悪い患者への対応
患者に合わせた対応

職員の対応
接遇を意識した対応
統一した対応
予約患者への対応

患者への声かけ
看護師からの声かけ

待ち時間の状況に応じた声かけ
待ち時間を意識させない関わり

コミュニケーション

コミュニケーションスキルの向上
安心感を提供する関わり
声をかけやすい環境作り

信頼関係の構築
看護の振り返り

患者との関わりを強化
患者への積極的な働きかけ

システムの導入

ポケベルの導入
順番カードの導入

PHSの説明
トリアージ体制を導入

補助具の使用

他部門との連携 他部門との連携
調整役

家族への配慮 家族への配慮
家族との情報共有

患者の観察 患者の体調の確認
患者の観察



【目的】
不登校の子どもが再登校を決めるまでの，当事者の思いの
プロセスを明らかにする。
【方法】
研究参加者は，不登校の経験があり再登校できた当事者と
する。当事者へのアクセスは，不登校などが原因で学校か
ら離れてしまった子どもたちに積極的な援助を行っている
機関であるフリースクール等からの紹介である。本研究で
は，不登校の時期に当事者が受け止めた事実を思い出して
語ってもらう方法とした。分析方法はM-GTAを用いた。
なお，研究者の所属する大学の研究倫理審査会の承認を得
て実施した。
【結果】
研究参加者は，平均26.2歳（SD 6.62）であり，男性４名，
女性２名であった。以下，カテゴリーは《　》，概念は〈　〉
で表す。
不登校から社会に巣立つことを決めた当事者の思いのプロ
セスは，〈このままでいることの不安〉と〈将来への焦り〉
という《今のままではいけないという思い》から始まる。
当事者は，〈社会にでている未来の自分像〉を思い描き，
〈節目の時期に後押しされ〉，〈覚悟を決めて〉《一歩を踏み
出す》。〈必要とされている自分〉は，社会にでても〈うま
くできそうな予感〉がしたが，〈勇気を出して挑戦〉して
みると，学校は時として〈居心地が悪〉く，〈集団になじ
めない〉という思いを持つことがある。〈小さなステップ
を登〉りながら，〈自分を認めてくれる〉と，〈人とかかわ
ることに自信〉がもてるようになり《小さな成功体験》を
積み重ねていく。不登校は〈無駄な時間〉だと感じる反面，
自分には〈必要な時間〉であったと《自分を丸ごと肯定》
している。学校という社会に出る仲間を見送ることで〈社
会へ巣立つ自分〉も見えてくる。
【考察】
不登校の当事者は，不登校を続けながらもこのままではい
けないという漠然とした思いを持っており，社会に一歩を
踏み出すきっかけを探っていた。周囲の大人がきっかけを
うまく作ることが，一歩を踏み出す契機になることが示唆
された。一歩を踏み出した後は，様々な経験を通して少し
ずつ自信をつけていくが，うまくやれない思いとの間で揺
らぎ，不登校であった時期を〈無駄な時間〉だと感じなが
らも自分にとっては〈必要な時間〉であったと思い直し，
《自分を丸ごと肯定》していたことが特徴であった。不登
校であった時間を周囲の大人が〈必要な時間〉であったと
無条件に認めてやることによって，自己肯定感をもつこと
につながると考えられ，子ども自身が経験したことに自信
を持ち，社会に巣立つことを自己決定できるようサポート
することが周囲の大人には求められる。このような当事者
の思いを踏まえてかかわることは，当事者に共感的に接
し，当事者の立場に寄り添いながら社会へと導く支援に近
づくことが期待できる。

【目的】
本研究は，小児看護学実習前後の学生評価と有用感から小
児看護技術（検温）のOSCEの効果を明らかにすること
により，看護教育におけるOSCEの内容や評価基準を検
討するための一資料を得ることを目的とした。
【方法】
研究対象者：調査本学３年生で「小児看護学演習」を受講
した81名のうち研究の同意が得られた68名。実施期間：平
成28年４月～平成29年２月。調査方法：質問紙による自記
式調査。分析対象：小児看護学実習前後の学生評価と有用
感について評価５項目。調査内容：OSCEの評価基準：評
価項目１：全ての必要物品の準備をして開始できたか，評
価項目２：患児および保護者に対する説明と同意はできた
か，評価項目３：測定の順番は間違えないで測れたか，評
価項目４：確認項目はすべて聞くことができたか，評価
項目５：観察項目はすべて観察することができたか。分
析方法：小児看護学実習前後の検温実施の学生評価（「で
きた」：５～「ほとんどできなかった」：１）及び有用感の
評価（１．実習前のOSCEが，小児看護学実習に「非常
に役に立った」：５～「ほとんど役に立たなかった」：１）
について，調査内容に関して５段階で評価した。統計は
IBM SPSS Ver.23を用い，記述統計，比較をＴ検定，相関
係数の算出を行い，P＜0.05を有意とした。倫理的配慮：
本研究は，学生に研究の趣旨，プライバシ－の保護，成績
に関係しない等を説明し，協力が得られた学生のみを対
象とし，中部学院大学・短期大学部倫理審査（E16-0033）
の承諾を得て実施した。
【結果】
１）小児看護学実習前後の学生評価について：学生評価の
平均値（±SD）が最も高い項目は，評価項目１であり実
習前が4.4±0.8で，実習後が4.2±0.7であった。低い項目は
評価項目５で，実習前が3.4±0.8で，実習後が3.8±0.6で
あった。実習前後の比較については，評価項目５項目の平
均値は，実習後の方が上昇したが，評価項目４と５は有意
にであった。評価項目の５項目のCronbachのαは，実習
前が0.739であり，実習後が0.870であった。２）OSCE有
用性と学生評価について：実習後のOSCE有用性は，評
価項目１～３は約74～80％の学生が，評価項目４と５は
64～66％の学生が，非常に役に立った・役に立ったとし
ていた。OSCE有用性評価１と実習後評価３，OSCE有用
性評価３と実習後評価４以外は，すべての項目間に弱い
相関からやや相関があった。有用性評価項目の５項目の
Cronbachのαは，0.889であった。
【考察】
小児看護学実習前後の学生評価は，全ての評価項目が実習
後の方が上昇したことから，実習前のOSCE実施は，一
定の効果があることが示唆された。観察・確認の評価項目
については，他の項目よりも評価や有用感が低いことから
今後の改善が必要であることが明らかになった。
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192）不登校から社会に巣立つことを決めた当事者の思い
のプロセス

○宮良淳子１，柴　裕子１

１中京学院大学看護学部看護学科

　
第４群　小児看護　10：30 ～ 11：20

193）小児看護技術（検温）のOSCEの効果　－小児実習
前後の学生評価と有用感から－

○今井七重１，留田由美１，山田加奈子１

１中部学院大学看護リハビリテーション学部



【目的】
「小児看護学演習」における看護技術試験（検温）におい
てOSCEを実施した。本研究では，OSCE実施後の学生の
自己評価（以下，学生評価）と教員評価を分析し，今後の
OSCE評価を検討することを目的とした。
【方法】
研究対象者：調査看護大学３年生で「小児看護学演習」を
受講した81名のうち研究の同意が得られた70名。実施期
間：平成28年４月～９月。分析対象：平成28年４月に実
施した「小児看護学演習」での「OSCEの学生評価」及び
研究の同意が得られた学生の「小児看護学演習」におけ
る「OSCEの教員評価」。分析方法：学生評価及び教員評
価５項目（必要物品の準備（評価１），説明と同意（評価
２），測定の手順（評価３），確認（評価４），観察（評価
５））を「１：すべてできなかった」～「５：すべてでき
た」の５段階で評価した。統計は IBM SPSS Ver.23を用い，
学生評価及び教員評価の平均値±SD，その比較をＴ検定，
関連はPearsonの相関係数の算出を行い，P＜0.05を有意と
した。倫理的配慮：本研究は学生に研究の趣旨，プライバ
シーの保護，成績に関係しない等を説明し，協力が得られ
た学生のみを対象とし，中部学院大学・短期大学部倫理審
査（E16-0013）の承諾を得て実施した。
【結果】
１）学生評価と教員評価の比較について：評価１は，学生
評価が4.4±0.8で，教員評価が4.7±0.6であり，両者とも最
も高い項目であった。学生評価が最も低い項目は，評価５

で3.4±0.8であった。教員評価が最も低い項目は，評価３

で3.7±0.8であった。両者の比較については，評価１，評
価２，評価４，評価５の４項目は，学生評価より教員評価
が有意に高い値であった。評価項目の５項目のCronbach 
のαは，学生評価が0.739であり，教員評価が0.654であっ
た。２）学生評価と教員評価の項目の関連について：教
員評価１と学生評価１の相関係数はγ＝0.5であった。教
員評価２と学生評価２の相関係数はγ＝0.5であった。教
員評価３との相関係数は，学生評価１でγ＝0.3，学生評
価３でγ＝0.3，学生評価５でγ＝0.3であった。教員評価
４との相関係数は，学生評価２でγ＝0.3，学生評価３で
γ＝0.4，学生評価４でγ＝0.5，学生評価５でγ＝0.4であっ
た。教員評価５との相関係数は，学生評価２でγ＝0.3，学
生評価３でγ＝0.4，学生評価４でγ＝0.4，学生評価５で
γ＝0.4であった。評価項目の合計の相関係数は0.6であっ
た。 
【考察】
必要物品の準備や患児，家族への説明と同意，測定の順番
の間違え，観察項目の観察に関する評価項目は，学生評価
と教員評価とも基準が一致している傾向がみられた。今後
の課題として，教員評価５項目のCronbachのαがやや低
いため改善する必要性が示唆された。

【目的】
小学校に通う慢性疾患をもつ児童の学校生活における，保
護者および教師の不安や困難感について，近年の研究結果
を分析することで明らかにし，医療と教育の連携のもと保
護者や教師へのサポートを構築していくための基礎資料を
得ることを目的とした。
【方法】
対象とする研究は質的研究，横断研究，症例・事例研究，
コホート研究，介入研究，文献レビューとし，2007～16年
発表の日本語の原著論文とした。検索は，医学中央雑誌
Web Ver５と JDreamIIIを用い，「小学校就学児」「家族」「教
師」「入学」「学校生活」「不安」「困難」に関わる用語をキー
ワードとして検索を行った。抽出された1,802文献のうち，
タイトルと抄録から本研究の目的を含むと考えられる83文
献を選択した。次に，本研究の目的に合致し，研究目的や
対象者の選定基準の明確さ，研究方法や結果把握の信頼性
等を選定基準として文献を精読した結果28文献となった。
文献の選定は２名それぞれが選定後，協議の上決定した。
選定された文献中の質的な記述や質問紙調査の自由記述か
ら，保護者および教師の不安や困難感を表現している記述
を抽出，コード化し，意味内容の類似性に基づいてサブカ
テゴリー，カテゴリーを作成した。
【結果】
研究別にみると，質的研究は延べ16件，症例・事例研究３

件，質問紙調査12件であり，対象別では，保護者は延べ19

件，教師10件であった。保護者の不安や困難感は，167コー
ド，32サブカテゴリー，11カテゴリーが抽出された。抽出
されたカテゴリーの要素を見ると，勉強の遅れ，友達関係，
治療やセルフケアの継続困難，症状の出現や悪化，学校・
教師の疾患理解や受入れ，学校の設備の不備，病気や入院
の周知，心身の状況への対応，トータルサポートシステム
に関すること等が挙げられた。教師は，152コード，32サブ
カテゴリー，10カテゴリーが抽出され，カテゴリーの要素
は，クラスメートへの対応，疾病理解や子どもの状況の把
握，子どもへどこまでさせてよいのかという不安，学校の
設備不備や通常業務の多忙，医療行為の実施，状態の悪化
や症状出現，保護者や子どもからの情報提供や協力，病気
や入院の周知，専門家の協力に関すること等が挙げられ
た。
【考察】
両者の不安・困難を比較すると，友達関係，病気の周知の
問題，学校の設備の不備，疾患の理解や症状悪化，専門家
のサポートに関すること等が保護者と教師の共通する不安
や困難の要素として見出された。しかし，保護者は，勉強
の遅れや治療・セルフケアの継続等，子どもの学校生活を
より良く維持することに関する要素をあげていたが，教師
は，疾病や医療行為の知識・技術，子どもの状況把握や実
際の対応への困難や不安等，子どもへの対応に関する要素
を上げており，視点に違いがみられた。
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194）小 児 看 護 技 術（検 温 ） の 客 観 的 臨 床 能 力 試 験
（OSCE）における学生の自己評価と教員評価の比較

○山田加奈子１，今井七重１，留田由美１

１中部学院大学看護リハビリテーション学部

195）慢性疾患をもつ小学校就学児の学校生活における保
護者および教師の不安・困難感に関する文献検討

○川崎友絵１，萩本明子１

１同志社女子大学看護学部



【目的】
近年，小児看護領域ではプレパレーションへの取り組みが
行われているが，総合病院小児病棟では看護師の異動や学
習経験の差などから統一した支援が難しい現状がある。本
研究では，総合病院小児病棟のプレパレーションを促進す
るために看護師のプレパレーション学習経験による採血援
助内容の違いを明らかにする。
【研究方法】
総合病院４施設において小児病棟の看護師を対象に，小児
看護ケアモデル実践集（松森，2012）を参考に作成した自
記式質問紙調査を行った。質問項目は，属性，基礎教育お
よび卒後教育での学習経験の有無，採血の実施前（10項
目），実施中（８項目），実施後（６項目）の援助とし援
助項目は４件法で回答を求め，点数が高いほど援助が行わ
れているとした。各施設へ質問紙と研究の趣旨，倫理的配
慮を記載した文書の配布，回収を依頼し，質問紙の回答を
もって同意とした。分析は，SPSS Ver.20を使用し，単純
記述統計，及び学習経験別３群間の採血援助内容の点数比
較にはKruskal-Wallis検定を行った。有意確率は５％とし
た。本研究は所属大学の研究倫理委員会の承認を得て実施
した。
【結果】
回収は74名（回収率65.5％），有効回答数は73名（有効回
答率98.6％）であった。援助項目得点の傾向は実施前，実
施中の得点は低く，実施後は高かった。最も得点の高かっ
た項目は「子どもの頑張りを褒める」で，最も低い項目
は「泣いても押さえつけずにほかの方法で対処」であっ
た。基礎教育，卒後教育での学習経験別３群（両方有群：
ｎ＝20，どちらか有群：ｎ＝43，両方無群：ｎ＝10）間の
援助項目得点を比較した結果，実施前「担当者の自己紹介」
（P＜ .009），「いつ実施するか子どもに伝える」（P＜ .007），
「親へ説明内容の確認」（P＜ .020），「子どもが恐怖を感
じない工夫」（P＜ .035），実施中「子どもの気をそらす」
（P＜ .001），実施後「親に子どもががんばったことを褒め
るよう促す」（P＜ .006）などの12項目に有意差がみられ，
いずれも学習経験がある群の援助得点が高かった。
【考察】
学習経験がある看護師は，ほぼすべての項目において得点
が高く，これには2000年以降，子どもの権利を尊重した看
護が注目され基礎教育や看護師国家試験出題基準にプレパ
レーションの内容が含まれたことが影響していると考えら
れる。特に親と子への説明の内容や時期への配慮，恐怖を
感じさせない工夫，気を紛らわす支援は全体の平均得点は
低いが学習経験のある群の得点は高く，子どもの権利を意
識して実施していると考えられた。プレパレーションを促
進するためには，これらの点を踏まえた学習会をもつこと
が有効であると考える。

【目的】
子どもにとっての睡眠は，健康や成長に不可欠である。乱
れた睡眠習慣が固定すると改善は困難であるため，睡眠問
題を呈する前の予防的介入が重要となる。幼児期の子ども
の睡眠は，親の認識や行動によって影響を受けやすい。し
たがって本研究では，親の認識の程度から，子どもの健康
的な睡眠に向けた生活習慣について検討を行う。
【方法】
2015年12月～2016年２月に幼稚園・保育園を通して親に
無記名自記式質問紙調査を実施し，71名を有効回答とした
（有効回答率15.0％）。質問紙は，日本版幼児睡眠質問票
（清水他，2010）と，研究者が作成した生活習慣項目を６

件法で実施した。分析は，統計ソフトSPSS19.0を用いた。
「全体として子どもの睡眠を良いとするか」の回答を睡眠
良好群・問題群の２群に分け，睡眠評価総合得点（以下総
合得点）をMann-Whitney U検定にて分析した。総合得点
の高さは睡眠問題と関連するとされており，総合得点と生
活習慣項目でSpearmanの順位相関分析を行なった。本研
究は研究者の所属する機関の倫理審査委員会の承認を得て
実施した。
【結果】
睡眠良好群は61名，睡眠問題群は10名であった。２群間の
総合得点の平均は睡眠良好群が88.3（SD＝14.55），睡眠問
題群が77.1（SD＝18.78）であり，有意差はなかった。清
水他（2010）による総合得点90パーセンタイル値である
101点以上の回答者は６名だったが，そのうち５名は睡眠
良好群に分類されていた。５名の各項目平均点が４以上
の質問項目は，「口を開けて眠る」（M＝４），「休日は平
日より１時間以上長く眠る」（M＝4.2）であった。総合得
点と生活習慣項目の相関係数0.4以上を示した項目は，「朝
食は必ず食べる」（r s＝－.43，p＜ .001），「子どもをテレ
ビやスマートフォンを見ながら寝かしつける」（r s＝ .40，
p＜ .01）であった。
【考察】
総合得点が101点以上であっても子どもの睡眠問題を認識
していない親が６名中５名いたという結果から，子どもの
睡眠問題が見逃されやすい可能性が考えられる。睡眠中の
口呼吸や休日の睡眠時間延長は，親に睡眠問題と認識され
にくいと考えられ，今後の周知が必要である。さらに，規
則正しい朝食や就寝前のテレビ・スマートフォン使用の回
避が，子どもの健康的な睡眠に関連する習慣であると示唆
された。今後の課題は，親の認識と子どもの睡眠実態の差
のさらなる検証と，睡眠に問題を抱えた子どもと家族に対
する個別方略の探索である。本研究は平成26～28年度科学
研究費（基盤研究（C））の助成を受けて実施した。利益
相反は無い。
【文献】
清水佐知子・加藤久美・毛利育子・下野九理子・大野ゆう
子・谷池雅子（2010）．日本版幼児睡眠質問票の開発，小
児保健研究，69（6），803-813．
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196）総合病院小児病棟に勤務する看護師のプレパレー
ション学習経験による採血援助内容の差異

○平田美紀１，流郷千幸１，鈴木美佐１，古株ひろみ２，
　川端智子２，玉川あゆみ２，村井博子１

１聖泉大学看護学部，２滋賀県立大学人間看護学部

197）親の認識から検討する子どもの健康的な睡眠に向け
た生活習慣　－日本版幼児睡眠質問票を用いた調査
から－

○西田千夏１，下村明子２，張　暁春３，三宅靖子３

１宝塚大学，２愛知医科大学，３梅花女子大学



【目的】
急性疾患により，予測しない状況で入院する患児に付き添
う保護者が抱く負担の実態を把握し，負担を軽減するため
に看護師はどのような支援が可能なのか示唆を得る。
【方法】
Ａ病院小児科病棟に緊急入院した患児に付き添った保護者
に対し，自記式質問紙調査を実施した。調査票配布は退院
前日とし，対象者自身に病棟内に設置した回収箱への投
函を依頼した。調査期間は2016年５月～６月。調査内容
は，負担の評価として梅田（2011）が作成した『子どもの
入院に付き添う母親の負担の調査票』を手続きを経て使用
した。この調査票は，「精神面（７項目）」「身体面（４項
目）」「経済面（３項目）」「医療者の言動（８項目）」「環
境面（８項目）」「家族（５項目）」「行動制限（４項目）」
の７側面39項目で構成され，１～４点の４段階リッカート
尺度となっており合計点が高いほど負担が強いことを示し
ている。その他，対象属性（保護者の性別・体調，家族構
成），患児の年齢・入院期間，家族のサポート，入院病室
の状況，自由記載項目を設けた。倫理的配慮として，調査
は無記名とし，研究参加の自由と不参加の場合に不利益を
被らないこと，プライバシーの保護，結果の公表を口頭と
書面で説明し投函をもって同意とみなした。本研究は，所
属施設倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
調査票配布155枚，回収147枚（回収率94.8％），有効回答
129枚（有効回答率87.8％）。対象者は女性124名（96.1％），
入院日数平均は6.4±2.8日で，患児の年齢は１歳６ヶ月未
満群が最も多かった。付き添いを時々交代していた人が
85名（65.9％），何等かの手助けを受けていた人が大半を
占めていた。入院病室は大部屋が90％以上であった。負
担では，総得点平均72.8±15.1，１項目あたりでは，1.9で
あった。側面ごとの平均では，「身体面」2.3，「家族」2.2
と，この２側面が高い傾向にあった。属性による平均の比
較では，付き添い状況と総得点（p＜ .05）・「精神面」・「身
体面」（ともにp＜ .01）で，また対象者の体調と総得点
（p＜ .01）・「身体面」（p＜ .01）で有意差がみられた。自由
記載では，同室者の会話等音に関連した苦痛についての意
見が目立った。
【考察】
全体としての負担は高いとは言えないが，属性別に見た付
き添い状況では［24時間連続］で「身体面」「精神面」に
負担を多く感じおり，体調への影響も懸念された。付き添
い時間の短縮や一時帰宅への配慮，付き添い者用の休憩室
など環境の配慮は重要と考える。また，付き添い者が療養
環境の「音」に敏感になっていることから，特に大部屋で
は子どもが長時間ぐずった場合の配慮やゲーム・TVの音
量，病室での話し声等への適切な対応に留意しなければな
らない。
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198）小児科病棟での付き添い者が入院中に抱く負担の実態

○今川絵津子１，伊藤祐子１，浅岡裕子１

１社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院



【目的】
妊娠期に母体搬送入院となり早産した母親の育児期の思い
を明らかにする。
【方法】
１．対象：妊娠期に母体搬送入院の経験をもち，早産と
なった母親５名。２．大学の倫理審査委員会で承認後，調
査施設より書面にて同意を得て，対象者には目的，データ
収集及び個人情報の保護等を説明し書面にて同意を得た。
３．調査期間：平成27年４月～28年11月で，産後１か月，
４か月，８か月，12か月の４回行った。４．調査は産後１

か月では病院の個室，それ以後は対象者宅で行った。５．
調査内容は児への思い，育児で楽しいことや大変なこと，
親としての思い等であった。６．調査内容は内容分析を
行った。信頼性の確保は２名で別々に分析を行い，相違点
を話し合った。また，カテゴリ等が適切であるか繰り返し
検討し妥当性を確保した。
【結果】
１．対象者の背景：初産婦３名，１回経産婦２名，平均年
齢31.4歳。入院主訴は切迫早産や双胎で，妊娠期の平均入
院期間は47日であった。出生児の平均在胎週数は31.8週，
平均出生体重は1,987g，NICU平均入院日数は50.6日であっ
た。２．児への思いは，１か月『子供は小さいのに頑張っ
てくれている』『子供を見て抱っこすると安心する』，４か
月『働きかけに笑ったり話したりする』，８か月『顔を見
て笑ったり声を出して話したりするのがかわいい』，12か
月『子供の興味あるものがわかってきた』のカテゴリで
あった。すべての時期で『健康に育って欲しい』があった。
３．親としての思いは，１か月『子育ては生活の中心であ
り頑張る』，４か月『子育てと家事を頑張っている』，８か
月『子育ては楽しく大変』『栄養面を考え離乳食を手作り
している』，12か月『子育ては自分を見つめ成長するもの』
等であった。４．育児で楽しいことは，４か月『人に反
応し目で追ったり話したりする』，８か月『話を理解出来
るようになり感情が豊かになった』，12か月『反応を見な
がら一緒にいる時間』等であった。大変なことは，４か月
『子供がすぐ起きて寝不足で疲れがある』，８か月『小さく
産まれたためか離乳食が進まない』，12か月『離乳食が思
うように進まない』等であった。
【考察】
母体搬送入院の経験を持ち早産した母親は，NICU入院中
子供の頑張りや子育てを大変と思いながらも生活の中心と
考え頑張っていた。その後は子供の反応を見ながら育児を
楽しんでいた。その一方，子供の健康や成長発達を願い，
離乳食を手作りしていたが，早産で小さく産まれたため離
乳食が進まないと悩んでいた。これは食事摂取不足がある
と成長に直結するため不安が大きいと考える。これらか
ら，NICU面会時には児に触れ，母親に安心感を与える。
退院後は母親の思いや大変さ，不安を傾聴しながら，子供
の成長発達の状況を一緒に確認し，成長発達を促す関わり
方や離乳食を支援する。

【目的】
近年の日本国内における性教育に関する研究の動向から，
性教育はいつ，誰が，どのように実施しているのか，どの
ような課題があるのかを明らかにすることを目的に文献検
討を行った。
【方法】
日本国内における2000年～2017年２月までの文献を対象と
した。検索エンジン医学中央雑誌Webにて「性教育」「幼
児」「小学生」「中学生」「高校生」の検索語を組み合わせ
て文献検索を実施した。ヒットした文献のうち，入手可能
な原著論文を分析対象とした。重複論文を除外し対象文献
を精読した。その結果，性教育に関する実態，性教育方法
の評価に関する記載のある文献は35編であった。対象とし
た文献を「研究対象」「研究方法」「性教育実施者」「性教
育の方法」「性教育の内容」によって分類した。
【結果】
研究対象は子ども，保護者，保育士・小中高等学校の教諭
等に分類された。子どもを対象とした研究では，性に関す
る意識・知識の実態，過去に受けた性教育の内容，家庭で
の性に関する会話の有無等の調査が実施されていた。性教
育は幼児期から小・中・高校生いずれの年代でも実施され
ていた。行われている性教育の内容は，子どもが幼児期か
ら学童前期では主に【生命の大切さ】【男女の身体の違い】
【妊娠】が多く，学年が上がるにつれて【性感染症】【避妊】
等の内容になっていた。性教育を受ける対象の組み合わせ
は「幼児と保護者」「小学生と保護者」「中学生男女」「高
校生男女」であった。性教育実施者は担任，保健体育教諭
もあったが，助産師が最も多かった。多職種との連携につ
いての報告は見当たらなかった。保護者を対象とした研究
では，子どもは幼児，小・中学生の各時期であり，性に関
する意識・知識の実態，家庭での性教育の実態と課題につ
いて調査が実施されていた。保護者は子どもが幼児期の時
点から性教育の関心があり，どの世代の保護者も【子ども
に何をどこまで話したらいいのかわからない】と感じてい
た。また，子どもが小学生以降は【性教育は学校で担って
ほしい】と感じていた。保育士，小・中・高校教諭を対象
にした研究では【性教育の必要性を認識している】が，い
ずれも【性教育は難しい】と感じており，【性教育は専門
家が実施するのが良い】と考えていた。発達年齢ごとの性
教育の研究報告はあるが，発達段階を網羅した縦断的な性
教育の実施の報告はなかった。
【考察】
性教育に関する研究は縦断調査が少なく，家庭，学校それ
ぞれ性教育に対して必要とは考えているが，自分でやるに
は難しいと考え他の大人に委ねているという課題がみられ
た。性教育は，計画性をもって家庭，学校，専門家が連携
して実施することが必要であり，幼児期から年代に合わせ
た性教育の一貫性や継続性が重要であると考える。
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199）妊娠期に母体搬送入院となり早産した母親の育児期
の思い

○行田智子１，橋爪由紀子１，細谷京子２

１群馬県立県民健康科学大学，２足利工業大学

200）日本における性教育に関する研究の動向　－家庭，学
校，専門職者との連携はどのようにするべきか？－

○鈴木紀子１，西田みゆき１

１順天堂大学医療看護学部

　
第４群　母性看護　10：30 ～ 11：20



【研究目的】
子どもが誕生後１年間における父母のかかわりについて，
母親の観点から記述する。
【研究方法】
Ａ市産科クリニックで産後１年の母親22名を対象に，「夫
（父親）とのかかわりで印象に残ったこと」について半構
造化面接を行った。「子どもが誕生後１年間の夫婦関係の
変化」を分析テーマとし，M-GTAで分析した。倫理的配
慮では，研究の主旨と方法，参加の任意性，拒否や中断の
自由，不参加でも不利益を被らないこと，個人情報の守秘
とデータの厳重管理等，口頭及び文書で説明し同意を得
た。Ａ大学研究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
10概念と５カテゴリーが抽出された。産後１年間の母親が
とらえた夫婦の関係について，カテゴリーを【　】，概念
を〈　〉の記号を用いて示す。産後の母親は〈育児を優先〉
したことで〈生活役割の限界〉を感じるに至った。母親は，
子どもが誕生したことにより，これまでの夫婦２人だけの
生活，または上の子どもを含めた生活から，【子ども中心
の生活】に変化したのに対し，父親が【自分中心の生活】
を送っていると対照的に捉えていた。また，育児に対し
て〈受け身の父親〉であると捉え，〈子どもの接し方に憤
り〉も感じていた。そのため，母親にとっての【理想の父
親】に近づけるために，母親の役割を〈補完する父親〉だ
けでなく〈子どもに向き合う父親〉になるためのアプロー
チを行っていた。〈家事・育児への参入を促す〉働きかけ
や〈父親役割を促す〉働きかけの関係性は，父親を【母親
が先導する】関係であった。母親は，２つの先導方法をと
るなかで，〈夫婦関係の安定〉を意識し始め〈受け身の父
親〉から〈自分なりに頑張る父親〉と捉え方が変化してい
た。産後，先導型だった夫婦の関係は【共に生活する（父
親）】関係へと変化していった。
【考察】
子どもが誕生後１年間の母親から観た夫婦関係の特徴は，
母親視点で父親を観ていた時の母親先導型から父親視点を
取り入れた共生型へと変化することが明らかになった。母
親の捉え方が変化した局面において，視点の転換基盤に
は，夫婦関係安定志向が関与していた。今後は，母親から
だけではなく，父親の観点からの夫婦関係を検討する必要
がある。

【目的】
月経前症候群である勤労女性のセルフケアに関するｅラー
ニング教材への取り組み意欲と改善点を明らかにするこ
と。
【研究方法】
対象者は20～40歳の事務職に従事する女性とした。対象者
は，月経前症候群とコンテンツを説明する「イントロダク
ション」，月経前症候群の原因・症状・治療について学習
する「基礎編」，食事・睡眠・運動について学習する「生
活改善編」，ストレス対処法を学習する「ストレス対処編」
から構成されたeラーニング教材を視聴し，アンケートに
回答した。設問は月経前症候群の理解，各コンテンツに対
する意欲，プログラムの構成，コンテンツの所要時間，他
人への勧奨とし，「かなりそう思う」から「全くそう思わ
ない」の４件法に４～１点を付した。加えて，選択式によ
る実施したい改善方法・対処方法，自由記述による改善
点，知識テストによる内容の理解を調査した。研究者が所
属する機関の倫理審査委員会の承認後に実施し，対象者に
は研究の目的，方法および参加への自由意思，個人情報の
保護等について文書で説明し，同意を得た。データの分析
は JMPPro12を使用し，平均，割合を求めた。
【結果】
対象者は６人（50％），平均年齢は33.8歳であった。各設
問に対する平均点，実施したい改善方法・対処方法は表の
通りである。セルフケア／食事・睡眠・運動の改善／ス
トレス対処法に対する意欲は3.3～3.7点であった。改善点
は，「ストレス対処法の別冊子があると良い」「ストレス対
処編は各セクションのまとめがあると良い」「生活改善編
は時間が長く感じた」と記述された。知識テストの正答率
は食事が83％，睡眠が100％，ストレス対処方法が33％で
あった。
【考察】
ストレス対処法は別冊子の準備や実施後のまとめで理解を
深め，実践できる工夫をする。ほとんどのコンテンツが
３～５分であったのに対し，生活改善編は10分と長かった
ので短時間に編集する必要がある。
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201）産後１年間の母親が捉えた夫婦関係の変化のプロセス

○新田祥子１，藤野裕子２

１長崎県立大学看護栄養学部看護学科，
２沖縄県立看護大学看護学部看護学科

202）月経前症候群を対象としたセルフケアに関するe
ラーニング教材の評価

○駿河絵理子１

１聖徳大学看護学部

質問内容 平均点 実施してみようと思った対処方法
イントロダクションによる
セルフケアへの意欲 3.3

月経前症候群の原因・症状・
治療の理解 3.2 ・基礎体温と症状を記録する（２人）

食事の改善に対する意欲 3.7

・ビタミンB6をとる（６人）
・バランスよく食事をとる（４人）
・塩分を控える（４人）
・カルシウムをとる（３人）
・血糖値を一定に保つ食品をとる（１人）
・サプリメントを利用する（１人）

睡眠の改善に対する意欲 3.3 ・就寝前の明かりに注意する（６人）
・ぬるめの入浴をする（２人）

運動の改善に対する意欲 3.3
・ストレッチ（４人）
・ヨガ（２人）
・ウォーキング（１人）

ストレス対処法に対する意欲 3.5
・アロマセラピー（５人）
・呼吸法（３人）
・認知行動療法（２人）
・筋弛緩法（１人）

プログラムの構成の適切さ 3.0
コンテンツの所要時間 3.2
他人への勧奨 3.5



【目的】
日本では出生数は減少しているが，全出生数に対する低出
生体重児の出生数割合は増加している。平成26年の全国平
均9.5％に比べ，Ａ県は10.8％と都道府県順位第３位（人口
動態統計　厚生労働省）と高率である。 低出生体重児は，
全身の機能低下，呼吸障害から胎外生活に適応していくこ
とが困難な場合も多い。また，母子分離となり母子関係の
形成が立ち遅れる可能性もある。さらに，低出生体重児は
将来的に生活習慣病を発症する頻度が高いことが指摘され
ており，妊娠期に適切な保健指導を行うことにより，低出
生体重児の出生の頻度を減少させ，将来の生活習慣病を予
防することが大切である。そこで本研究では，低出生体重
児の出生に影響を及ぼす要因を検討し，今後の本県におけ
る要因調査や支援方策を考える基礎資料とすることを目的
とする。
【方法】
医学中央雑誌Web版Ver.５を用い，2007年から2016年に発
表された国内の原著論文を検索の対象とした。キーワード
は「低出生体重児」と「要因」に「看護」「栄養」をそれ
ぞれ掛け合わせて検索した。倫理的配慮としては，論文内
容を尊重し，要約の過程において筆者の真意から逸脱しな
いように最大限配慮した。
【結果】
「低出生体重児」と「要因」による抽出文献数は98件であっ
た。本研究では低出生体重児の出生率を減少させるための
看護介入につながる要因を抽出することとし，精読の結果
11件を分析対象とした。低出生体重児出生との関連が指摘
されている要因として，「母体の非妊時BMI」５件，「母
体の歯周病の有無」４件，「妊娠中の体重増加」４件，「社
会経済的状況」２件について報告されている。これに加え
て新たに感染症，環境汚染，心理社会的ストレスなども指
摘されている。正期産での単胎の場合，低出生体重児出生
に影響を及ぼしている母体背景要因は「母体の身長」「妊
娠前の体重」「妊娠期間中の体重増加量」「過去の正期産低
出生体重児の出産既往」「妊娠期間および妊婦健康診査回
数」であった（木戸ら，2007）。笹田ら（2010）も，胎児
の体重増加量は母親の非妊時体重およびBMIと正相関し，
妊娠前からの十分な栄養や体重管理が，胎児発育に必要で
あると述べている。
【考察】
文献検討より，低出生体重児の出生に影響を与える要因に
ついては，妊娠前の体重，妊娠中の体重増加量，過去の低
出生体重児既往，社会経済的状況，歯周病の有無などが報
告されていた。近年，若年女性は痩身願望が強い傾向にあ
り，妊娠初期すなわち胎生初期に低栄養の環境にある場合
が考えられる。胎生初期の低栄養と低出生体重児や将来の
成人病の発症と関係していることを踏まえ，より具体的な
支援を明らかにするため，今後本県における低出生体重児
出生に影響を与える要因を明らかにしていく必要がある。

【目的】
沖縄県が全国に比べて多子傾向にある背景には，沖縄の文
化と性選好の関連があると考えられる。トートーメー承継
とは先祖（位牌）を受け継ぐことであり，沖縄では1600年
末期からトートーメー承継が習慣になっている。同じ性別
を持つ多子の育児期にある母親の体験を聞くことによって
沖縄での出生数と性選好の関連を明らかにしたい。
【方法】
対象：男子３人以上を出産している母親２名，女子３人以
上を出産している母親２名。調査期間：H27年６－９月。
方法：半構成的面接調査。現象学的分析方法を基に分析。
倫理的配慮：Ａ大学の倫理審査委員会において承認を得
た。対象者へは人権の擁護と目的や方法，本研究への参加
は自由意志である等を口頭と文書で説明し，同意書への署
名を持って同意を得た。
【結果】
母親の思いは４つのテーマクラスターと９つのテーマに集
約できた。医療者は産褥期にある母親の背景を踏まえた声
掛け，援助が必要であること。その家族とも協力して母親
の不安やストレスを増強させないような関わり方が大切で
あると示唆された。トートーメー承継では母親の思いを表
出できること。その思いを受け止めることができるような
環境が求められている。
【考察】
母親は子どもを妊娠・出産し「授かり出産することの嬉し
さ」を感じる。流産等の体験をした時は「つらい体験から
生命の不確かさと向き合う」。その経験で〈生の不確かさ
と子どもを授かることに感謝をする〉と考えられた。妊娠
や出産後，心身共に不安定な時期に子どもの性別が続くこ
とで「家族や医療者から受ける言葉から影響を受けてい
る」。また，次の出産の際に子どもの性別を気にしている
夫に対し特に重圧は感じていないことから「夫の期待を受
け入れている」が〈周りから受ける言葉に感情が揺れる〉
と考えられた。男子を継続的に出産した母親はトートー
メーという沖縄の男子選好の重圧からは解放されるが，老
後の生活を考えた時に「男子を続けて出産し安堵する気持
ちと女子も欲しい思い」を抱いている。逆に女子を継続的
に出産した母親はトートーメー承継で「女子を続けて出産
し不安が募る」思いから男子を一人は産まなければいけな
いという思いを抱いている。そのため，沖縄の母親は〈根
強く続くトートーメー承継に縛られている〉と考えられ
た。心の中では子どもの性別を選択し，ほしいと思い「救
いを求め諦めきれない」思いがあるが，経済的，または体
力的な問題から「諦めて現実を受け入れている」。今後は
「子どもに健康でいてほしいと願う」ことで気持ちを切り
替えている。〈現実を受け入れ，今後は子どもの成長を見
守っていきたい〉という思いが汲み取れた。
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203）低出生体重児の出生に影響を及ぼす要因に関する文
献検討

○中谷陽子１，長島玲子１

１島根県立大学看護学部

204）同じ性別を持つ多子の育児期にある母親の体験プロ
セス　－沖縄県のトートーメー承継をめぐって－

○我如古愛花１，下地清香２，小八重佑果３，山城　歩４，
　島田友子５

１琉球大学附属病院，２浦添総合病院，３九州医療セン
ター，４三菱京都病院，５名桜大学



【目的】
本研究は地域子育て支援拠点事業を利用している母親（利
用者）と利用していない母親（非利用者）を対象に，主観
的幸福感を比較検討し，乳幼児をもつ母親に必要な支援に
ついて示唆を得ることを目的とする。
【方法】
１．研究対象：Ａ市地域子育て支援拠点事業の利用者と非
利用者。２．調査期間：平成27年７月～９月。３．研究
（データ収集）方法：質問紙調査。伊藤らによる主観的幸
福感尺度（SWB尺度）を使用，統計分析にはSPSSver19を
使用し，有意水準は５％とした。４．倫理的配慮：Ａ大学
人間健康学部看護学科の研究倫理審査による承認を得た。
研究への参加は自由意志であること等を口頭と文書で説明
し，同意書への署名を持って同意を得た。
【結果】
回収数161名（64.1％）。有効回答は利用者98名（75.3％），
非利用者59名（48.7％）。利用者群が地域子育て支援拠点
事業の存在を知ったのは，公的な場所（市役所，市立図書
館など）48人（49％）が最も多く，次いで人から聞いた
38人（38.8％）が多かった。非利用者群のうち，地域子育
て支援拠点事業を聞いたことがある人は55人（93.2％）で
あった。利用者が地域子育て支援拠点事業を利用する目的
は，気分転換71人（72.4％）が最も多く，次いで親同士の
交流65人（66.3％）が多かった。主観的幸福感尺度（総得
点：48点）について，12項目全体の総合得点の平均点37.03
点，利用群の総合得点の平均値37.47点，非利用群の総合
得点の平均値36.29点であった。Mann-Whitney U検定によ
る比較では，４領域のうち《達成感》（P＝0.014）に有意
差がみられた。
【考察】
利用者群は，各自治体の他に身近な人との関わりの中で情
報を得ており，子育て支援の情報源として地域における対
人関係ネットワークが重要になってくることが考えられ
る。主観的幸福感尺度の12項目中，３項目と《達成感》領
域の得点が利用者群の方が有意に高かったことは，地域子
育て支援拠点事業の利用によって適度な気分転換や親同
士の交流を行うことで心のゆとりが生まれ，幸福感が高
まったのではないかと推察する。清水らは子育て中の母親
は「様々な人々と話したり，聞いたりというコミュニケー
ションの中で多くのことを学んだり，気づいたり，確かめ
たりすることで，自分の気持ちの持ち方を調整」している
ことを明らかにしている。利用者群は親同士の交流の中
で，日頃の不安やストレスを軽減しているのではないかと
考える。また，総得点の平均値，４つの項目と【自信】と
【人生に対する失望感のなさ】の領域の得点では30歳以上
の群の平均点が有意に高かった。利用者群のうち，30代が
全体の７割を占めることから同年代の母親が集まりやす
く，人間関係も築きやすいことが推察された。

【目的】
産後に活用されている育児日記から初産婦の不安の要因と
その対処方法を読み取り，初産婦が必要としている支援を
明らかにして支援のあり方について検討する。
【方法】
１．研究対象：産後１ヶ月間をＡ県で過ごし，研究同意の
得られた施設において１ヶ月健診を受ける初産婦６名。２．
調査期間：平成27年７月～９月。３．データ収集方法：
１ヶ月健診時に育児日記を写させていただいた。４．研究
方法：１ヶ月健診でよく聞かれる心配事を参考に，育児日
記の記載内容から育児不安の内容と対処方法を抽出し，内
容分析を行った。５．倫理的配慮：対象者に研究の趣旨を
口頭と書面にて説明し，同意書にサインをもらい同意を得
た。育児日記は毎日書く必要はなく，研究への参加は自由
意志であり，拒否しても不利益を受けないことを説明した。
なお，Ｂ大学看護学科倫理審査委員会にて承認を得た。
【結果】
研究参加者の年齢は22～38歳（平均30.7歳）であった。産
褥１ヶ月時点の育児日記を書いた感想では，「書くことで，
状況が分かりやすかった」などポジティブな意見が得られ
た。育児日記の平均記入日数は19.3日であり，母親の育児
不安や困ったことに関する記述が127件抽出され，１日平
均4.1件の不安を抱えていた。また，対処行動に関する記
述は86件抽出され，１日平均2.8件であった。不安の内容
を９項目に分類して不安の経過を見ると，一番多い分類項
目は「生活」で39件（30.7％），ついで「哺乳」20件（15.7％）
という結果であった。抽出した不安の表現数を割合の高
い「哺乳」「睡眠」「排泄」の３項目に着目し，産褥日数別
でみると，哺乳は１ヶ月を通して不安に思っているのに対
し，排泄，睡眠に関しては，２週目以降から継続して不安
の表出がされていると認められた。母親が抱く育児不安に
関する記述から127記録単位，94コード，28サブカテゴリー
が得られ，［睡眠・ぐずり・泣きについての困惑］などの
10カテゴリーが抽出された。母親が育児不安時に行った対
処方法は，記述から86記録単位，53コード，26サブカテゴ
リーが得られ［ソーシャルサポートを活用する］などの８

カテゴリーが抽出された。
【考察】
１．育児日記を書くことで児の生活リズムが把握できるな
どのメリットを見出すことができ，育児日記を書くことの
有効性が示唆された。２．産褥日数別に見た不安の経過
（３項目）の結果から，不安要因によって表出する不安の
時期が異なることが示唆され，この時期の医療者からの支
援方法の検討が望まれる。３．対処行動に関する記述では
［ソーシャルサポートを活用する］ことが多く，「検査日の
外来で助産師に相談しよう」など助産師からの助言を期待
していたことが認められた。
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205）乳幼児をもつ母親の主観的幸福感についての研究　
－地域子育て支援拠点事業の利用・非利用者の比較
検討－

○下地清香１，我如古愛花２，小八重佑果３，山城　歩４，
　島田友子５

１浦添総合病院，２琉球大学附属病院，３九州医療セン
ター，４三菱京都病院，５名桜大学

206）産後１ヶ月の初産婦の育児不安への対処方法と産後
支援のあり方について　－育児日記による内容分析
から－

○山城　歩１，小八重佑果２，下地清香３，我如古愛花４，
　島田友子５

１三菱京都病院，２九州医療センター，３浦添総合病院，
４琉球大学附属病院，５名桜大学



【目的】
スマートフォンアプリを用いたセルフモニタリングが，月
経周辺期症状に対するセルフケアの１つとして有効である
のかを明らかにする。
【方法】
１．研究対象：同意が得られたＡ大学看護学科１年女子学
生。２．調査期間：平成27年６月～７月。３．研究方法：
自記式質問紙調査法と月経に伴う心身面の愁訴を測定する
MDQ尺度の35項目を使用。また，スマートフォンアプリ
を使用したセルフモニタリング。同意を得て，無料月経予
測アプリである「ラルーン」を取得してもらい，約１ヶ月
毎日アプリを利用してもらった。４．分析方法：分析は統
計ソフトSPSS（Version19）を用い，検定は両側検定で有
意水準は５％。５．倫理的配慮：Ａ大学の看護学科１年生
女子学生に，文章と口頭で研究の説明を行い同意書への署
名を持って同意を得た。Ａ大学看護学科研究倫理審査委員
会の審査を受け，承認を得て実施。
【結果】
対象者は46名，有効回答率79.3％。平均年齢18.7±1.36歳。
セルフモニタリング開始前の，MDQ得点の平均値を求め
（平均値66.7），平均よりも高得点の者を「あり群」，低得
点の者を「なし群」として対象者の分類を行った。その結
果，あり群におけるセルフモニタリング前後のMDQ総得
点は，平均値90.2から87.3と減少した。痛み，行動変化，
自律神経反応，負の感情の４つの領域では得点の減少，集
中力領域では得点の上昇，水分貯留領域では変化がみられ
なかった。「体のあちこちが痛い」の項目では，有意な減
少が認められた。なし群における，セルフモニタリング前
後のMDQ総得点は，平均値51.2から52.9と増加していた。
疼痛領域では得点の減少，それ以外の領域では得点の増加
がみられたが，有意差は見られなかった。「下腹部が痛い」
という項目では減少がみられ，有意な差が認められた。「判
断力が鈍る」，「肌が荒れて吹き出物が出たりする」，「乳房
が痛い」，「気分が変わりやすい」の４つの項目では増加が
みられ，有意な差が認められた。
【考察】
１．大学生の多くがスマートフォンアプリを使用している
現状にあり，若者にとってスマートフォンのアプリは身近
で利用しやすい道具となっている。２．スマートフォンア
プリを用いたセルフモニタリング後，全体におけるMDQ
総得点は減少しており，症状の軽減傾向にあった。３．ス
マートフォンアプリを用いたセルフモニタリングを約１ヶ
月行った対象者に感想を聞いたところ，「自分の体調や月
経の予測ができて楽しかった」と回答した者が一番多かっ
た。アプリは，本研究対象者のような，18歳前後の若者に
とって，楽しみながらセルフケアを行っていく道具になり
得ることが示唆された。
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207）月経周辺期症状に対するスマートフォンアプリを用
いたセルフモニタリングの効果

○小八重佑果１，山城　歩２，我如古愛花３，下地清香４，
　島田友子５

１九州医療センター，２三菱京都病院，３琉球大学附属病
院，４浦添総合病院，５名桜大学



【目的】
度重なる在宅静脈栄養（以下，HPN）トラブルから今後
のカテーテル挿入が困難な事例（以下，Ａくん）の家族と
ともに生活全体を見直し，そのHPNトラブル予防のため
に実施した具体的な介入過程の効果について，明らかにす
る。
【方法】
１事例の看護過程の分析・評価。手順：過去７年間の入
院・外来記録，訪問看護師からの家族の生活状況について
の情報収集，をもとに，アセスメント・援助方針の決定を
行い，家族とともに計画を作成した。その実施に関して，
自宅でも実践可能かのフィードバックを繰り返し，訪問看
護師からの情報も得て，その都度，計画を評価・修正し，
記録した。
【倫理的配慮】
Ｂ病院の倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
１．事例：Ａくん（学童・先天性の消化器疾患）と両親，
きょうだいの６人家族。Ａくん以外のきょうだい２人も日
常的に医療的ケアを要する。育児や家事は，母親がほぼ全
面的に行っている。２．アセスメントと援助方針の決定： 
Ａくんは日常生活のほとんどを家族に依存しているが，再
度，家族アセスメントを行ったところ，家族状況が予想以
上に厳しく，それらをやりくりしている母親への多大な負
担から，在宅での医療的ケアの安全な実施が確立できてい
ないことが明らかになった。介入の方向性として，家族が
生活の場や一日の流れの中で今後も継続して実践していけ
る具体的で家族の納得のいくHPNトラブル予防方法を一
緒に考えていくことが重要と考えられた。また，家族の力
を信じ高め，今までの経過と今後の頑張りについては十分
に評価する姿勢で介入することを取り決めた。３．輸液中
断トラブル予防に関する看護計画と介入・評価今回行った
輸液中断トラブル予防では，HPN管理上の問題の分析か
ら，輸液パックとポンプをリュックに入れていることによ
るルート屈曲が判明した。しかし，リュックによる管理は
ＡくんのADL拡大のためには必要であり，屈曲しやすい
箇所を板へ固定するなどの対策を考え，家族の観察のもと
での使用を継続することとした。また，家族の目が離れる
夜間について家族と検討し，母親の主体的な取り組みを支
援した結果，夜はリュックから出して管理するなどの方法
を見出すことができた。その後，輸液中断トラブルは発生
していないため，家族とともに考える具体策はより有効で
あったと考える。
【考察】
家族アセスメントを基盤とした介入をしたことで，信頼関
係の構築につながり，家族の頑張りを認めることが家族の
強みを強化し，行動の変化にもつながったと考えられた。
また，訪問看護師との連携も有効であった。上記以外のト
ラブルに対する介入を，今後も継続していく予定である。

【目的】
終末期の子どもをもつ家族の意思決定に関する研究の動向
を明らかにし，意思決定支援の特徴と看護師の役割を検討
すること。
【方法】
医学中央雑誌Web版とPubMedを用いて，2007年から2017

年に発表された文献を検索した。キーワードは「小児／
pediatric」「終 末 期 ／ end-of-life」「意 思 決 定 ／ decision-
making」「家族／ family」「看護／ nursing」とし，絞り込み条
件を「原著論文」とした。検索された文献は，32件（国内14

件，国外18件）で，本研究の目的に合致していないもの，文
献レビューを除外した11件（国内５件，国外６件）を検討し
た。11件について「対象者」「意思決定支援の内容」「看護
実践の時期」「意思決定のための人的環境」の視点から分析
を行った。
【結果】
国内文献について，５文献における調査の対象は「家族
（２件）」「看護師（３件）」で，内容は「意思決定支援の
実際」「看護師の体験」「家族の体験とケアニーズ」であっ
た。意思決定支援内容をカテゴリー化すると「医療者間の
情報共有」「情報提供」「家族の認識の把握」等に分けられ
た。意思決定支援の時期が確認されたのは２文献で，「意
思決定の準備期」「決定をくだす時期」「意思決定から看取
りまでの時期」に分類された。意思決定のための人的環
境は，患児の「両親」「きょうだい」「祖父母」「Child Life 
Specialist」であった。看護師の体験として，意思決定を支
えきれない葛藤と無力感が報告されていた。国外文献につ
いて，６文献における調査の対象は「両親（２件）」「ナー
スプラクティショナーと研究者（１件）」「臨床看護師，
管理者，教育者，研究者（１件）」「看護師と医師（１件）」
「診療記録（１件）」であった。研究内容は「両親の経験」
「患者と家族への介入の評価」「実践家の教育的ニーズ」「今
後の研究課題」であった。意思決定支援の実際について明
らかにしたもの，および人的環境の視点から検討した文献
はなかった。
【考察】
研究の動向について，国内外の文献の共通していたのは意
思決定における家族の経験であった。相違点について，国
内文献では意思決定支援の実際に関する報告が中心であ
り，国外文献では介入の評価や研究の方向性に焦点が当て
られたものが多かった。また，国内の調査では，家族と看
護師を対象と調査のみであったことから，多職者を含めた
チームとしての関わりや，評価に関する調査の必要性が示
唆された。意思決定支援の特徴について，支援の内容と介
入の時期について明らかになったが，支援時期における具
体的な看護実践の内容については見出せなかった。今後は
「意思決定の準備期」「看取りまでの時期」に焦点を当て，
介入の評価までを含めた調査を行っていく必要があると考
えられた。
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209）HPNトラブルを繰り返す事例に対する援助　－家族
とともに行うケアと生活行動の見直し－

○桑山祐樹１，山口桂子２

１愛知県心身障害者コロニー中央病院，
２日本福祉大学看護学部

　
第４群　家族看護　10：30 ～ 11：20

208）終末期の子どもをもつ家族への意思決定支援に関す
る研究の動向

○吉森夏子１，松村知子２，小森あき奈３，牧　香里４

１九州大学病院，２福岡大学病院，３聖マリア学院大学，
４福岡大学



【目的】
近年，Duchenne型筋ジストロフィー（以下，DMD）患者
の平均寿命は呼吸管理や心不全治療の進歩により，30歳を
超えるようになってきた。DMD患者の生存期間延長に伴
い，今後ますます患者を支え介護する高齢両親が増える
と予測される。本研究では，現在，在宅生活をしている
DMD患者の高齢の母親の生活体験から，原動力となって
いるものを明らかにするとともに，高齢の母親のQOLを
支える看護援助の在り方について検討したい。
【方法】
Ｃ病院を利用しているDMD患者の65歳以上の母親２名を
研究対象者として，半構成面接法による質的記述的研究を
行った。主な内容は，子どものDMD発症から現在までの
母親の生活体験の他，子どもや家族への思いなどである。
分析は面接内容を逐語録におこし，研究テーマとの関連に
着目し，意味内容ごとにコード化した。コードの類似性と
相違性に注目して内容を分類し，サブカテゴリー化した
後，さらに抽象度を高めてカテゴリー化した。本研究はＣ
病院倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】
母親の生活体験は，それぞれの患者の疾患の進行に沿って
語られ，対象Ａからは15のカテゴリー，対象Ｂからは13の
カテゴリーが抽出された。以下，カテゴリーは【　】，サ
ブカテゴリーは『　』，語りを“　”で示す。共通したカ
テゴリーは，【子への愛情】【不安】【体力的不安・健康不
安】【支えてくれる存在】などの７つであった。全体を通
し，多くの【苦労】を体験しながらも“わが子だから頑張
れる”という【子への愛情】が診断から現在までの根底に
一貫してあり，その他のカテゴリーでは，時間経過ととも
に内容の変化があった。【不安】では，診断当初の『病気
に対する見通しのつかない不安』から，在宅ケアやレスパ
イト入院に対する不安を経て，現在の“自分たちが看れな
くなったら”という『将来に関する漠然とした不安』に
至っていた。また，当初は【体力的自信】もあり“夢中で
やってきた”が，現在は，特に対象Ｂは，自身や夫の健康
問題が顕在化し，【体力的不安・健康不安】に直面してい
た。しかし同時に，負担をかけたくないという『きょうだ
いへの思い』も語られていた。一方，違いのあったものは，
対象Ａは近年，家族や看護者など【支えてくれる存在】と
の関わりから，【後悔】【混乱】を【あきらめ・受容】へと
変化させ，自らの【楽しみ】に目を向けていたが，対象Ｂ
は【体力的不安・健康不安】の中で【在宅生活での負担】
を強く感じ，Ａのような振り返りや変化はなかった。
【考察】
今回の対象者の原動力は【子への愛情】であった。また，
家族発達を意識した看護援助として，患者が安定している
時期にこそ機会を設け，個別性を重視し，予想される問題
に対し援助していくことが重要である。

【目的】
手術は，精神的に大きなストレスを伴う医療行為である。
小児患者の手術は患者本人だけでなく，患者の家族も様々
な不安を伴う経験である。そのため，手術室看護師は両者
の不安を軽減するために，さまざまな看護支援を実践して
いる。近年，プレパレーションの重要性が示され，主に患
者に対しての支援が多く行われているが，家族への支援は
限られる傾向にある。本報では，手術室看護師が手術を受
ける患者の家族に対してどのような援助を提供しているか
の実態を探る第一段階として，過去の文献について検討を
行った。
【方法】
医中誌，CiNiiを用いて，キーワードを「手術室」「小児」
「家族」「看護」として，収載発行年数を指定せず，文献検
索を行った。文献の採択基準は，原著論文（抄録あり）で，
手術室看護師が関わった看護の実践報告や検討した内容が
記述された文献とした。
【結果】
本研究では，キーワード検索で抽出された1997年から2016

年までの66件の文献から，研究目的に適合した55件を対象
とした。これらの文献は，術前や待機中の「家族の思い」
のみに焦点があてられたものが10件，何らかの「看護介入」
を伴う研究が44件，術中訪問についての「現状調査」が１

件であった。何らかの看護介入を伴う研究のうち，「オリ
エンテーション」や「プレパレーション」など，主に患者
を対象としていたものが21件あったが，患者や家族を対象
としたものとして，手術室に家族が子どもと一緒に入室し，
麻酔の導入まで付き添う「同伴入室」に関するものが20件
と最も多かった。「同伴入室」に関しては，STAIなどの不
安尺度を用いるなどの統計処理を行ったものや，看護師の
観察による患者や家族の反応による評価，面接や質問紙調
査による評価などの研究が行われており，多くの文献でそ
の効果があったとされていた。しかし，同伴入室に関する
家族の思いが詳細に記載された研究では，同伴入室をし
て，子どもの様子や手術室の環境を見て「安心」や親役割
を果たすことで「受容」するなどのプラスの気持ちが確認
されている一方で，実際の環境に圧倒されたり，子どもの
手術場面を想像するなどから「不安」や「悲嘆」などのマ
イナスの気持ちが出現する結果も示され，マイナス因子に
対する対策の必要性が述べられていた。また，同伴入室へ
の準備（不安の軽減）をする親のコーピングも認められた。
術中訪問については，介入効果をみたものはなかった。
【考察】
手術室看護師による，手術を受ける患者の家族を対象とし
た研究は多くはなく，偏りも見られたことから，文献上か
らは家族への支援が限られていることが確認された。しか
し，より詳細な実態を探るためには，会議録まで拡大した
文献検討や，独自の実態調査を行うなどの試みが必要と考
える。
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210）在宅Duchenne型筋ジストロフィー患者を支える高
齢の母親の生活体験

○安江昌子１，山口桂子２

１愛知県心身障害者コロニー中央病院，
２日本福祉大学看護学部

211）手術室看護師による家族に対する看護研究の文献検討

○河村昌子１，山口桂子２

１岐阜大学医学部附属病院，２日本福祉大学



【目的】
クリティカルケア領域において重症患者家族のもつニーズ
とそれに対するケアの実践状況を看護師がどのように認識
しているか明らかにする。
【方法】
愛知・岐阜・三重・静岡のER，ICU・CCUに勤務する看
護師を対象とし，質問紙調査を実施した。クリティカルケ
ア家族ニード質問紙日本語版（以下，CCFNI-J）の36項目
のニードについて，その重要度とケア実践状況（充足度）
を問い，項目ごとに集計，比較を行った。調査に当たって
は愛知医科大学看護学部の倫理審査にて承認を受け，施設
の看護管理者の同意の下に無記名の質問紙を配布し，返送
をもって研究参加への同意とした。
【結果】
27施設に642部の質問紙を配布し，有効回答数214（有効回
答率74.3％）であった。
CCFNI-Jの36の各項目について全対象看護師の重要度認
識は，各項目について「重要である」あるいは「大変重要
である」と回答した割合が80％以上のものが21項目と半数
以上であった。また，90％以上が重要であると認識してい
た項目は，「わかりやすい説明をしてもらえること」，次い
で「最善のケアが患者になされていることを確信するこ
と」，「患者がどのように医学的に治療を受けているのか
を知ること」，「患者になされていることを正確に知るこ
と」，「起こっていることについて家族の感情を表出するこ
と」，「病院のスタッフが患者のことを気遣ってくれている
と感じられること」，「患者になされたことの理由を知るこ
と」，「病院のスタッフに受け入れられていると感じられる
こと」，「患者の経過に関する具体的事実を知ること」，「質
問に正直に答えてもらえること」の10項目であった。
CCFNI-Jの36の各項目について全対象看護師の充足度認
識は，各項目について「満たすことができている」あるい
は「十分満たすことができている」と回答した割合が60％
以上のものが「患者がどのように医学的に治療を受けてい
るのかを知ること」，「質問に正直に答えてもらうこと」，
「患者になされたことの理由を知ること」，「わかりやすい
説明をしてもらえること」，「場合によっては面会時間を変
えてもらえること」の５項目，70％を超える項目はなかっ
た。
【考察】
クリティカルケア領域の看護師は，重症患者の家族に情緒
的・身体的・社会的な問題を抱えていると認識し，重症患
者家族のニーズを重要と捉える一方で，十分にそのニーズ
を充足できていないと認識していることが示された。

【目的】
高齢男性にとって妻との死別は大きな出来事であり，これ
までの役割や生活様式の変更を余儀なくされる。本研究
は，妻と死別し，遺族セルフヘルプ・グループ（以下，遺
族SHG）に参加経験のある独居高齢男性Ａ氏の体験から，
高齢独居男性の遺族セルフヘルプ・グループ参加への課題
を明らかにすることを目的とした。
【研究方法】
協力者は機縁法にて，遺族SHGに参加経験がある70歳代
男性Ａ氏に依頼し，インタビューを行った。内容は，「遺
族SHGに参加しての思い」，「遺族SHGに行かなくなった
経緯・思い」などであった。データ収集期間は，2014年７

月から12月，方法は半構造化面接であった。分析は，逐語
録から『独居高齢男性の遺族セルフヘルプ・グループ参加
への課題』に関連する，思いや行動を抽出しコードとした。
次にコードの類似性および差異性を検討し，サブカテゴ
リ，カテゴリとした。協力者に対し，初回面接時，サブカ
テゴリの段階，２回の面接を行いデータの内容を確認して
もらい修正を行い，データの信憑性の確保に努めた。倫理
的配慮として，協力者に文章と口頭で研究依頼を行い，調
査への協力の自由，参加の中断・撤回の自由，匿名性の厳
守，研究内容は施錠できる書庫で５年間保管し責任をもっ
て破棄することを文章および口頭で説明し，同意書にて同
意の有無を確認した。
【結果】
インタビュー時期は，死別１年２カ月後であった。Ａ氏の
遺族SHG参加は，妻を看取ったＢ病院の遺族SHGに，３

カ月と９カ月後の２回であった。インタビュー時間は計
128分であった。分析の結果，98のコードと，９のサブカ
テゴリ，３つのカテゴリが抽出された。３カテゴリは，【男
性の特性を踏まえた内容の不足】【自らの進歩がないこと
へのやり場のない思い】【対象者にとって適当でない開催
日時】，であり，具体的には，「女性は，話をしてストレス
発散するが男は，どこで総菜を買うといった具体的な情報
がほしい」「毎回同じようなことを話して自分の中に進歩
がないような気がした」などであった。
【考察】
黒川（2010）は，子供を亡くした母親の遺族SHGの課題
について，同じことを繰り返し語れる場所としてのSHG
の存在と，参加しても繰り返しと感じる，というように
SHG参加に対し，両面の気持ちがあり双方をどのように
支えるかが課題だと述べている。本研究においても，【自
らの進歩がないことへのやり場のない思い】という同様の
課題が抽出された。また，【男性の特性を踏まえた内容の
不足】といったように，SHGの本質は「分かち合い」で
あるが，高齢男性は，妻の死による役割の変化や日々の生
活で感じる困難が直面する課題であり，参加目的の違い
も，独居高齢男性の遺族セルフヘルプ・グループ参加への
課題であることが示唆された。
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212）クリティカルケア領域看護師の重症患者家族のニー
ズに対するケア実践に関する認識

○山浦幸枝１，大石ふみ子２

１愛知医科大学大学院看護学研究科，
２聖隷クリストファー大学看護学部

213）妻と死別した独居高齢男性の遺族セルフヘルプ・グ
ループ参加への課題　－参加をやめたＡ氏の語りよ
り－

○吉田恵理子１，永峯卓哉１

１長崎県立大学看護栄養学部看護学科



【目的】
本研究の目的は，一人暮らし高齢者の認知症状に気づく訪
問介護員の観察眼をインタビューによって明らかにするこ
とである。なお「観察眼」とは物事を観察する能力のこと
をいう。また今回，訪問介護要員に着目するのは認知症状
が発現し始めるであろう要支援１・２や要介護１の場合，
医療ニーズは少ないと判断され現状では訪問看護よりむし
ろ訪問介護サービスの利用率が高いと考えたからである。 
【方法】
対象は10名の訪問介護員（訪問介護員経験年数：８～18

年，平均13.7年）で，インタビューでは一人暮らし高齢者
への訪問で，認知症状の出現に気づいた具体的な出来事
と，そうした気づきを見逃さないようにする自身の取り組
みについて聞いた。インタビューは逐語録に起こし，分析
ではどのような事柄を，どのように観察して認知症状に気
づくのか？そのような観察眼はどのようにして養われるの
か？着目した。 
【倫理的配慮】
調査の際には趣旨と目的，方法とともに，対象となる訪問
介護員とインタビュー中で語られる登場人物の匿名性，さ
らにインタビュー協力の自由，不利益の排除について事業
所所長および対象者にそれぞれ説明し文書で同意を得た。
またＡ大学倫理委員会の承認を得た。
【結果】
訪問介護員が一人暮らし高齢者の認知症状に気づくには
「だんだん，だんだんと……」や「本当にじわりじわりと
出てくるような感じ」で【徐々に現れる微細な変化を感知】
できる能力が重要な鍵となっていた。訪問介護員が語る
“微細な変化”とは多くの場合，金銭管理や洗濯，掃除な
どの［IADL能力の低下］を指すが，その他［記憶力の低
下］や［性格の変化］またこれまで一人暮らし高齢者との
間で幾度となく交わされてきた［昔話に齟齬が出現］する
などさまざまあった。また訪問介護員は，訪問毎に高齢者
の生活像を描き重ね，認知症状なのか否かその都度【判断
の再構成を図る】能力が大切だと考えていた。さらに，こ
のような観察眼を研鑚するには研修参加だけでなく，認知
症に関する本をプライベートでも積極的に読んだり映画を
見たりして〈知識を深める〉ことや，また「スーパーや電
車の中でも，高齢者を見かけると気に留めたり」して，訪
問対象者だけでなく〈高齢者全般に関心〉を持つ取り組み
が大切だと考えていた。
【考察】
訪問看護サービスが導入されていない軽度要介護・要支援
の一人暮らし高齢者の場合，訪問介護員の観察眼によって
得られる【徐々に現れる微細な変化】や，認知症状なのか
否かに関する【判断の再構成】は，適切な医療介入に向け
た重要な契機となる。そのため，訪問看護師は訪問介護員
の観察眼を大切に考え，ケアマネジャーとともにそれらを
丁寧に聞き取り，その上で医療および看護の観点からそれ
らをアセスメントしニーズを判断することが重要な役割で
あると考える。

【目的】
在宅で介護している家族介護者の性別による特徴とその支
援方法を検討するための研究を継続的に実施している。そ
の中で，本研究においては在宅で介護している女性家族介
護者の特徴を明らかにする。
【方法】
質的記述的研究で訪問看護ステーション，家族の会等に調
査を依頼し紹介された女性家族介護者を対象とした。所属
大学の倫理審査会の承認を得た後に，研究者が対象者に調
査内容を説明し承諾後に書面による同意を得た。インタ
ビューガイドを用いた半構成的面接（介護を始めたきっか
け，どのように介護しているか，日々の介護について感じ
ていること，他の介護者との交流，終末期について）を実
施し，許可を得て録音し，逐語録を作成した。逐語録を熟
読し，データの相違性を考慮し内容を抽出しコード「　」
とした。そのコードからサブカテゴリー〈　〉，カテゴリー
〔　〕とその抽象度を高めた。
【結果】
研究に同意が得られた女性家族介護者は29人（妻10人，娘
12人，嫁４人，その他３人）であった。分析の結果，明ら
かになった女性家族介護者の特徴は，２つのカテゴリー
〔女性の柔軟性〕〔女性の不利益性〕で構成された。〔女性
の柔軟性〕は，２つのサブカテゴリー〈生きる過程で身に
つけた対処行動をとる〉〈介護者が優位な関係に変化する〉
と６つのコードで構成されていた。介護は「生活の中の一
環である」ととらえ，「今を乗り切る」ことを考え「こだ
わらずに助けを求める」なかで，「介護に意味をみいだす」
に至っていた。また，家庭の中で介護は「自分のペースで
行える」ことであり，介護を行うことで「生活の主導権を
握れる」ように変化していた。〔女性の不利益性〕は３つ
のサブカテゴリー〈女性が介護をするという社会規範が存
在する〉〈身体的疲労が精神的負担を増大させる〉〈経済的
不安がある〉と８つのコードから構成されていた。女性は
「介護を自然に受け入れる」し「女性から女性に介護が引
き継がれる」が「介護を押し付けられた」とも感じている。
「四六時中手がかかるため心が休まらない」し「生活行動
の全てに手がかかりストレスになる」し「終わりの見えな
いつらさがある」。また，現状として「公的制度をするの
に必要な経済的負担がある」ことや「自分の将来における
経済的不安がある」ことが明らかになった。
【考察】
今回の結果からは，女性は日常生活の中に介護を柔軟に取
り入れて対処するものの，体力的，経済的には不利な面も
あることが特徴として浮き彫りになった。介護は女性がす
るのが当たり前で男性よりも向いていると考え，介護を受
け入れている状況があり，女性は家庭を守るという伝統的
な考えが背景にあることが示唆された。既に分析した男性
家族介護者の特徴との比較，および支援方法について今後
は検討したいと考える。
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214）一人暮らし高齢者の認知症状に気づく訪問介護員の
観察眼

○松下由美子１

１大阪府立大学地域保健学域

　
第４群　在宅看護　10：30 ～ 11：20

215）在宅で介護している女性家族介護者の特徴

○植村小夜子１，關戸啓子２

１佛教大学保健医療技術学部，２京都府立医科大学医学部



【目的】
人類未踏の超高齢社会を迎え，さらなる高齢化の進展が推
測されるわが国の現状を踏まえ，積極的に社会活動に参加
している高齢者のSuccessful Agingに関する意味を探求し，
理解を深めることで，今後の高齢者ケアに活かせる基礎的
資料の一助にする。
【方法】
Successful Agingの概念は加齢変化にうまく適応しながら肯
定的に老年期を生きることとする。社会奉仕活動に参加し
ている高齢者を対象に，生活習慣や心身の健康および生き
がい等についての質問紙調査を実施し，Successful Agingに
関連する内容については自由記述式を採用した。記述内容
については質的帰納的に分析した。得られたデータは，質
問項目ごとに２つ以上の意味を含まないようにデータを区
切りコード化し，共通する意味や表現，内容を類型化した。
さらに，相違点，共通点について比較分類し抽象化するこ
とによりカテゴリーを生成した。倫理的配慮として，社会
奉仕活動を行っている団体の代表者に研究の趣旨について
口頭と文書で説明し，文書で同意を得た。アンケート用紙
に研究協力依頼書（個人情報の遵守，研究協力は自由意思
でありいつでも撤回できること等を記載）を添付し同意を
得られた対象者にアンケートを実施してもらった。なお，
本研究は鈴鹿医療科学大学倫理審査委員会の承認を得た上
で実施した。
【結果】
Ａ県５箇所の社会奉仕活動を行っている団体に参加する65

歳から86歳の男女63名の協力が得られた。『毎日は楽しい
ですか』の問いに対して，「大変楽しい」「まあ楽しい」「あ
まり楽しくない」「楽しくない」の４項目から選択を行っ
た。「大変楽しい」が27％（17名），「まあ楽しい」は71％（45

名），「あまり楽しくない」２％（１名），「楽しくない」は
該当者なしであった。『歳をとってよかったと思うことは
ありますか』の問いに対して，「ある」は59％（37名），「な
い」は33％（21名），無回答は６％（４名）であった。80

歳代男性１名は「歳をとったと思っていない」と回答した。
また，自由記述からSuccessful Agingに関連する内容につ
いて，［自由時間を謳歌］［重厚な人間関係構築］［人とし
ての成熟］［年を重ねたことによる心豊かな生活］［年長者
としての存在意義］［新たな分野への挑戦］［健康の維持増
進］［役割の遂行］の８カテゴリーが抽出された。
【考察】
結果から，歳をとることに必ずしも肯定的ではないが，現
状を受け入れ生活を楽しむ高齢者の姿が明らかになった。
本研究では，積極的に社会活動に参加している方を対象と
しているためポジティブ思考の偏りは否めない。しかし，
自由な時間を活かし，年長者としての存在意義や役割遂行
についての支援が，人生の完成期である老年期を肯定的に
とらえることにつながると考える。

【目的】
座学の履修が終了し，これから在宅看護学実習に行く看護
学生に小児療養者へのイメージを聴き，どのようなもので
あるか調査する。
【研究方法】
研究対象者：看護系Ａ大学３年生，これから在宅看護学実
習に臨む予定の学生９名　研究期間：2016年８～９月　調
査方法：半構成的インタビュー　倫理的配慮：所属機関の
承認後，本研究の目的と方法について文書と口頭で説明を
行った。　分析方法：看護学生が在宅において小児療養者
と関わることをどのようにイメージしているのか，考えら
れるようにインタビューフォームを活用し，録音したもの
を分析した。
【結果】
その結果，看護学生が持つイメージとしては，小児療養者
には必ず母親が付き添っている状況があり，母親は，障害
を持つ子どもの世話で負担が大きい。また，普通の子ども
以上に大事にしているので，対応には真摯な姿勢が大切で
あると考えていた。コミュニケーションにおいては，声掛
けと共に子どもだから楽しい雰囲気をつくり，好きなキャ
ラクター，おもちゃを通して，理解を深めたいと考えてい
ることが分かった。あらかじめ知っておきたい情報とし
て，疾患名，状態はもちろん，子ども，母親がどのような
人なのか分かるとイメージしやすいと話していた。
【考察】
今回の研究を通して，座学が終わりこれから在宅看護学実
習に臨む看護学生は，小児療養者にどのように対応したら
よいかつかみにくく，漠然としたイメージであることが分
かった。在宅看護学実習において小児療養者には，母親が
付き添っていること，コミュニケーションが取りにくいこ
と等から困難感があると考えられる。授業では，在宅や小
児に関する内容にと止まらず，「保健医療福祉行政論」を
必修科目として修得してきていることより，地域や医療・
福祉の現場で看護職が活躍する役割について理解している
部分が反映されていることが分かった。例えば，障害を持
つ子ども，家族についてのイメージで全員の学生が「暗い
イメージはない」とはっきり言っていた。また，訪問前に
教えてほしいことについて，疾患についての学習内容と照
らし合わせて「療養者，母親がどのような人なのか」，「機
嫌が悪いとき，啼泣時の対応方法」などが挙げられた。在
宅の小児療養者については，実際に訪問してきた経験から
母親とのやり取り，小児療養者対応時のエピソードなどを
織り交ぜ説明することでイメージを付けることができ，学
生の不安も軽減し，小児療養者へのよりよい在宅看護学実
習につながるのではないのかと考えられた。
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216）社会活動に参加する高齢者のSuccessful Agingの
意味

○中村智子１，藤原和美１

１鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科

217）在宅看護学において看護学生の小児療養者へのイ
メージ

○塩田みどり１

１了德寺大学健康科学部看護学科



【目的】
要介護高齢者は皮膚の乾燥症状を呈する割合が高いため，
皮膚の健康を維持する入浴ケアが望まれる。訪問入浴サー
ビスでみうけられる身体を浴槽内で洗体する方法（以下，
温湯内洗浄）による皮膚への影響を性別で比較検討した。
【方法】
被験者は65歳以上の健康で皮膚に異常を認めない高齢者
とした。被験者の両下肢を足浴し，皮膚洗浄の際に容器
から下肢を出さずに，温湯内洗浄を実施した。皮膚の状態
は，皮膚角層水分量と皮膚pHを用いて，膝蓋骨内側顆10

㎝下と膝蓋骨骨尖15㎝下を，洗浄前と洗浄10分後，20分後
に測定した（Cornemometer・Skin-pH-Meter / Courage & 
Khazaka社）。また，洗浄度の指標としてATPふき取り検
査（Kikkoman社）を行った。データは平均値±標準偏差
を用いた。データの性質に応じてｔ検定，分散分析を行
い，有意水準は５％以下とした。本研究は昭和大学保健医
療学部倫理員会の承認を得た［承認番号359］。被験者には
口頭と資料表示して研究説明を行い著名による同意を得
た。
【結果】
被験者は21名（男性11・女性10，平均年齢71.2±5.8歳）。
性別および測定部位による角層水分量と皮膚pHの経時的
変化を表１に示す。角層水分量は各部位において男性より
も女性が多い傾向であった。洗浄前の角層水分量は，内
側顆部（t＝2.28，df＝19，p＜ .05）と骨尖部（t＝3.45，
df＝19，p＜ .01）において性別による差が認められた。
洗浄後の角層水分量は，内側顆部において，10分後（t＝
2.93，df＝19，p＜ .01），20分後（t＝2.63，df＝19，p＜ .05）
に性別による差が認められた。経時的変化は，男性は骨
尖部において有意な差が認められた（F（2，20）＝37.0，
p＜ .01）。
【考察】
高齢者は下腿伸側に皮膚乾燥が起こりやすく，皮膚乾燥症
状は女性よりも男性に多いといわれる。角層水分量は洗浄
前に比べ洗浄後一時的に男女とも増加するが，皮膚の保水
や保湿状態は部位や性別により異なることが示唆された。
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218）温湯内洗浄による皮膚への影響【第２報】皮膚角層
水分量・皮膚pHの性別による比較

○林みつる１，金子直美２

１昭和大学，２神奈川工科大学

表１　 性別および測定部位による角層水分量と皮膚pHの経時的
変化

部位 洗浄前 10分後 20分後

男性

角層 内側顆 18.3±4.8 21.3±3.0 19.6±2.5

水分量 骨尖 21.9±6.1 31.6±6.6 30.9±7.4

皮膚 内側顆   5.1±0.7   5.2±0.9   5.4±0.9

pH 骨尖   4.9±0.8   5.8±1.1   5.8±0.7

女性

角層 内側顆 24.7±7.9 27.5±6.2 25.0±6.2

水分量 骨尖 32.7±8.2 36.2±8.8 35.7±4.7

皮膚 内側顆   5.3±0.9   5.0±1.1   5.2±0.9

pH 骨尖   4.9±0.9   5.7±1.9   5.2±1.0



【目的】
生命の危機に陥っている患者への看護実践における臨床知
の構造を明らかにすること。
【研究方法】
救命救急センターに勤務する救急看護実践経験５年以上で
調査協力が得られた７名の看護師を対象に，半構成的面接
と菊池らが開発した「看護職の自律性測定尺度」による自
律性の測定を実施した。調査により得られたデータからは
カテゴリとサブカテゴリを抽出し，サブカテゴリを救急
看護実践の要素とした。救急看護実践の要素はTitchenの
「Relation between epistemological concept used in the health 
care literature」の哲学的視点で分類し，さらに看護実践と
関連のあるBennerが示した「実践的知識」と菊池らが示
した「看護職の自律性」について検討した。本研究は福岡
大学病院倫理審査委員会に規定された所定の手続きをとり
承認を得た。
【結果】
面接で明らかになった救急看護実践は，「アセスメント」
「救急対応」「移行」「チームワーク」「デリゲーション」「セ
パレーション」「ケアリング」「家族援助」「倫理」の領域
で構成され，21のカテゴリと，44のサブカテゴリである救
急看護実践の要素が抽出された。さらに救急看護実践の要
素は，認識と存在の２つに分類され，そのうち認識は「理
性」と「体系化された批評」に，存在は「実存」と「社会
化」の形態に分類された。救急看護師が救急対応に用いる
Bennerの実践的知識は，「質的差異の識別」「予期予測と構
え」「範例と個人知」「格率」「共通認識」「予期予測」であっ
た。また救急看護師の自律性を測定し，先行研究の他の所
属領域の看護師と比較すると，「認知能力」「実践能力」「具
体的判断能力」が特に高かった。
【考察】
面接データから得られた救急看護実践の要素をTitchenの
哲学的視点で分析すると，同一の実践領域に属する援助で
も状況により認識と存在の形態は異なっており，変動の激
しい救急看護実践の中で，認識と存在の転換が行われてい
ることが明らかになった。また救急看護実践の要素の基盤
となる実践的知識は，変化の著しい患者の観察には「質的
差異の識別」を，緊急事態への対応には「予期予測と構え」
を，危機的状況にある患者と家族へのケアリングには「範
例と個人的知識」を，チームでの協働には「格率」と「共
通認識」が用いられていた。さらに救急看護実践の要素と
自律性の関連をみると，患者の状況把握には「認知能力」
が，患者の生命維持への援助には「実践能力」と「具体的
判断能力」が最も多く用いられるなど，尺度の測定結果と
同様の傾向がみられた。これより，救急看護実践は，危機
的状態にある患者の発生を予測した実践的知識と自律性を
基盤とし，緊急事態においては状況に応じて認識と存在の
形態を転換させることによって適切な対応を可能としてい
ることが示唆された。

【研究目的】
Ａ病院 ICUにおける１．離床フローチャート（以後チャー
ト）の活用で術後患者の早期離床が安全に行われる。２．
チャートの使用で ICU看護師の離床開始・中止基準を統
一する。
【研究方法】
１．研究期間：平成28年４月～平成28年10月。２．研究対
象：術後 ICUに入室し，チャートを使用した開腹・腹腔
鏡補助下手術後患者41名。術後患者のデータ内容は消化外
科術後患者の割合，年齢，術式内容，ICU在室日数，離床
開始日数，初回離床内容，既往歴を収集。３．研究方法・
データ分析：平成28年４月～９月の６ヶ月間の術後離床
データと平成26年４月～12月の８ヶ月間の術後離床データ
のｔ検定。チャート導入後に ICU看護師へのアンケート
を実施。
【倫理的配慮】
研究のため得られた情報はコード化し個人が特定できない
ようにした。看護師に対するアンケートは無記名で封筒に
投入とし，投入したことで研究同意を得られたこととする
と調査紙上に文章化した。
【結果】
手術内容は開腹術後23件，腹腔鏡補助下術後18件，その内
緊急手術７件。在室日数平均3.3日。在室日数は平成26年
度と比較（ｔ検定）してp値0.023（p＜ .05）と有意差があっ
た。離床開始平均日数は1.1日でp値0.073（p＞ .05）で有
意差はなかった。初回離床内容は歩行26件，端座位７件，
立位４件，車椅子３件，ベッド上１件。術後初回離床で術
前ADLまで離床できた割合は70.7％であった。看護師アン
ケートは回収率60％であった。自由記述で「観察項目が設
定・基準化されていると患者管理や看護に差が出にくく，
異常の早期発見に繋がる」「変動があったとき迷うが基準
があると判断しやすくて良い」等の肯定的な意見があった。
【考察】
患者の在室期間に有意差が見られたが，平成26年度は緊急
手術が多く手術件数の割合の相違もあり一概に有意差だけ
で効果があったとは言えない。離床開始平均日数での有意
差は無かったが，0.7日は離床開始平均日数が短縮しICU在
室中の術後縫合不全やイレウスの発症はなかった。チャート
を使用することで患者の状態に大きな変化を与えることなく
離床を早期に促すことができた。高橋らは受動的体位変換
では端座位から立位への体位変換において，循環動態と自
律神経活動に大きな変化を及ぼし，生体への負担が大きい
と述べている。チャートを活用することで離床開始及び中止
基準が統一され，体位変換による患者の状態変化を把握し
やすく，離床の継続や中止の判断が行いやすくなった。
【課題と展望】
ICUにおけるゴールを設定するため術前のADLについて
入室時に確認。チャートを病棟でも活用しやすいように修
正。人工呼吸器装着患者の離床フローチャート作成。
【引用文献】
高橋努，山本眞千子，高橋方子（2008）：受動的体位変換
および能動的体位変換における循環動態・自律神経活動の
比較　宮城大学看護学部紀要，11（1），p7-12
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219）救急看護における臨床知の構造化(第１報)

○紙谷恵子１，宮林郁子２，浦　綾子２，岩永和代２

１福岡看護大学，２福岡大学医学部看護学科

220）ICUにおける消化器外科患者に対する離床フロー
チャートの活用

○石川　優１

１公益社団法人北部地区医師会病院

示説　５群　発表
第５群　急性期看護　12：45 ～ 13：35



【目的】
医療現場では，医療事故を防止するために危険予知トレー
ニング（以下KYT）を導入し，事故を未然に防ぐ取り組
みがなされている。看護基礎教育では臨地実習において看
護学生の１割程度がインシデント・アクシデントを経験
し，その中でも成人看護学の急性期実習の発生件数が高
かったという報告がある。KYTは，イラストや写真を見せ，
その状況にある潜在的危険を指摘させ，改善点を考えるト
レーニングであるが，学生はイラストや写真では，患者の
状況をイメージするのが難しい。そこで本研究では，急性
期実習の事前演習において，学生がお互いに患者役と看護
師役となって行うロールプレイを用いたKYTの教育効果
について検討を行った。
【研究方法】
2015年８月，Ａ大学看護学科３年次生120名をグループ
（５～６人）に分け，患者役と看護師役で，胃切除術後の
初回歩行をロールプレイで実施した。その後，KYT基礎
４ラウンド法により，現状把握から目標設定までを体験し
た後，無記名自記式質問紙調査を行った。倫理的配慮：紙
面と口頭で目的と方法，研究協力は任意で評価に関係しな
いこと，本人が特定されないよう取り扱うことなどを説明
の上，署名にて同意を得た。また所属機関の研究倫理委員
会の承認を得て行った。
【結果】
回収数113名（回収率94.2％）。初回歩行時に血栓が流れて
肺塞栓になるリスクについて「自分自身で考えることが
できた」66.4％，「話し合うことで考えることができた」
80.4％，立ち上がり時にふらついて転倒するリスクについ
て「自分自身で考えることができた」95.4％，「話し合う
ことで考えることができた」97.3％，歩行時ドレーン類が
足にひっかかり，引っ張られてドレーン類が抜けるリスク
について「自分自身で考えることができた」90.9％，「話
し合うことで考えることができた」95.5％，術後，歩行に
より身体に負担がかかり，状態が悪くなるリスクについて
「自分自身で考えることができた」56.4％，「話し合うこと
で考えることができた」76.8％であった。
【考察】
転倒のリスクやドレーン類抜去のリスクについては，９割
以上の学生が自分自身で考えることができていた。点滴ラ
インやドレーン類を装着して行ったロールプレイにおい
て，患者役と看護師役による歩行援助場面を体験したこと
により，急性期実習前の学生でも，術後の患者の状況やそ
こで起こる可能性のあるリスクについてイメージしやす
かったと考えられる。血栓が流れて肺塞栓になるリスクや
状態が悪くなるリスクのような体内で起こる危険について
は気づきにくいが，話し合うことで考えることができた学
生の割合が増えており，ロールプレイを用いたKYTは実
習前の学生に効果があったことが示唆された。

【目的】
術後の痛みに対応するために，さまざまな鎮痛剤や鎮痛法
が開発されているにも関わらず，術後の患者は中程度から
重度の痛みを体験していることが報告されている。術後痛
管理において，術後痛の状態を判断し実践を決定する臨床
判断は，術後痛緩和ケアの効果や質に影響を与える。本研
究は，臨床判断の根拠や，臨床判断に影響を及ぼす要因を
含めた視点から，これまで詳細が明らかとなっていない，
術後の痛みを体験する患者に対する看護師の臨床判断の要
素と，各要素の関連を明らかにすることで，看護師の臨床
判断の全体像を記述することを目的とした。
【方法】
急性期病院に勤務し，外科系病棟で２年以上の勤務経験が
あり，調査時に外科系病棟に所属している看護師に，イン
タビューガイドに基づいた半構造的面接を行い，修正版グ
ラウンテッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用い
分析を行った。倫理的配慮として，対象者には本研究の主
旨や方法などを文書及び口頭で説明し，同意書への署名を
得た。本研究は研究者所属の大学の倫理委員会の審査を受
け承認を得て実施した。
【結果】
研究参加の同意が得られた対象者は15名であった。データ
から22概念，２サブカテゴリー，６カテゴリーが生成され
た。ストーリーラインを以下に示す。看護師は，《患者を
思いやる姿勢》と《経験から培った認識》からなる，『術
後痛緩和ケアを提供する看護師としての基盤がある』こと
が示された。この基盤をもとに『患者の術後痛の体験を理
解する』ことが可能となっていた。患者の術後痛の体験の
理解によって『患者と共に術後痛に立ち向かう体制をつく
る』ようにしていた。そして，患者と他の医療者と看護師
の三者の意見を統合し，『術後痛緩和ケアを決定する』こ
とを通して，『術後痛緩和ケアを実行する』に至り，術後
痛緩和ケア実行後は『術後痛緩和ケアの効果を知る』とい
う臨床判断の構造が導き出された。
【考察】
看護師は，多様な経験を重ねる中で患者に対する姿勢と，
術後痛や術後痛緩和ケアに関する認識が形成され基盤と
なっていた。患者に対する姿勢は，看護師として自然と湧
き上がる思いから示され，術後痛緩和ケアの内発的動機と
なり，術後痛緩和ケアの方向性を決定付ける臨床判断の根
拠であることが示唆された。術後痛や術後痛緩和ケアに関
する認識は，看護師に客観的視点を持たせ，患者の術後痛
を推察し，患者の状態から術後痛に対する反応のパターン
の予測を立てることを可能としていた。この認識は，臨床
判断に影響を与えた可能性があると考えられる。術後痛緩
和ケアのプロセスに影響する看護師の基盤をより発展させ
るため，今後看護師間において経験を共有化する必要性が
あると考えられる。
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221）ロールプレイを用いた危険予知トレーニングの急性
期実習の事前演習における効果の検証

○佐藤安代１，岡本佐智子１，古矢優子１

１日本保健医療大学

222）術後の痛みを体験する患者に対する看護師の臨床判
断の要素とその構造

○松本有希１，佐藤直美２

１浜松医科大学医学部付属病院，
２浜松医科大学医学部看護学科



【背景】
総務省統計局人口推計では，平成47年には国民の３人に１

人が高齢者となり，総務省消防庁救急搬送年齢区分別事故
種別搬送人員構成比率の報告によると平成25年度より高齢
者の救急搬送は全件数の半数以上を占める結果となってい
る。高齢人口や高齢者のみの単独世帯の増加から救急医療
機関で治療後の高齢患者の予後や独居かどうかなどの生活
背景を含んだ心理社会面にも対応せざるを得ない状況が生
じてきている。
【研究目的】
高齢患者の救急対応が多いと考えられる二次救急において
身体面だけでなく心理社会面にも着目し，救急医療機関で
の高齢者に対する救急外来看護がどのようになされている
のか現状を明らかにしたいと考えた。
【研究方法】
二次救急医療機関の救急外来に勤務するリーダーレベルの
看護師５名を対象に半構造化面接法による調査を実施し ,
質的統合法（KJ法）による分析を行った。５事例を個別
分析したあと５事例の統合分析を行った。
【倫理的配慮】
大阪医科大学研究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
二次救急医療機関における高齢者に対する救急外来看護と
して７つのラベルに集約された。各ラベルのシンボルマー
クは「高齢者の救急受診理由：疾患だけではなく社会的理
由の存在」「高齢者のトリアージの難しさ：高齢者は身体
的特徴よりいつ急変するのかわからない」「高齢患者の意
思確認のジレンマ：高齢患者の望む治療を受けられている
のか疑問」「救急外来の人材育成：救急外来チームスタッ
フの育成」「救急患者への関心：年齢を問わず救急看護
としての患者への関心」「高齢患者の情報収集の手段：正
しい治療のためには配偶者など家族からの情報の必要性」
「高齢者の取り巻く環境：経済的困窮・社会的孤立・社会
的入院など病院では解決できない問題」であった。
【考察】
高齢患者が最も多く搬送されている二次救急医療機関は , 
独居，家族関係が希薄，キーパーソンが居ても高齢といっ
たことから診断場面や救命処置の場面で意思確認時に困る
状況があり，高齢患者の社会・生活背景が反映される場で
あった。今回の研究結果で明らかにされた二次救急医療機
関で実際に行われた救急外来看護は，正しい情報収集，看
護の対象は患者だけではなく家族をも含める，他部門・他
部署との連携・協力とスタッフの教育・育成が行われてい
た。また，実際に行われている救急外来看護を十分に行う
ことが難しいのが高齢者であることがいえ , 高齢患者の身
体的・社会的特徴が救急外来看護に影響を及ぼしていると
いうことが明らかにされた。

【目的】
手術室での看護技術は，医師への介助技術のみを実施して
いるように思われやすいが，一見しただけでは明らかにさ
れにくい特有の看護技術があるのではないかと考えた。先
行研究でも，手術室看護師特有の技術は明らかにされてい
ない。よって手術室看護師の看護技術（技：以下技と表
記）の特徴を明らかにすることを目的とした。
【研究方法】
医学中央雑誌web版を用い原著論文に限定し，1980～2015

年の間で手術室看護師の技に関する28件の文献を選定し
た。手術室看護師の技を意味ある最小単位で抽出しコード
化した。コード化した内容を意味が飽和化するまでカテゴ
ライズを繰り返し，《サブカテゴリー》［カテゴリー］を導
き出した。倫理的配慮として，研究対象となる全ての先行
研究の明示と明記を徹底し，著作権を侵害しないように努
めた。
【結果】
技は手術室看護師の役割別に「器械出し看護師」の技21カ
テゴリー，「外回り看護師」の技30カテゴリー，「手術室看
護師」の技57カテゴリーが抽出された。これらの技はそれ
ぞれ「考え」，「判断」，「看護行為」に分類され役割別の特
徴を検討した。
【考察】
器械出し看護師の技の特徴は，手術のスムーズな進行をサ
ポートすることに焦点を当て，心理的に医師をリードやサ
ポートしていた。外回り看護師の技の特徴は，患者の安全
や安楽を守ることを最優先とし，手術室全体の円滑な運営
をしていた。手術室看護師全体の技の特徴は，手術室全体
の場の空気やメンバーの思いを読み取り，臨機応変で瞬時
な対応を短時間でしていた。結果で分類したそれぞれの役
割の技の「考え」，「判断」，「看護行為」の関係性を図１の
ように整理した。手術室看護師は患者の身体の安全と尊厳
を守り瞬時に判断し行動するため，それぞれの役割に特有
な「考え」，「判断」，「看護行為」を行っていることが解っ
た。

日本看護研究学会雑誌 Vol. 40　No. 3　 2017248

223）二次救急医療機関における高齢患者の救急外来看護
の現状

○青山芽久１，赤澤千春２

１社会医療法人岡本病院京都岡本記念病院，
２大阪医科大学看護学部

224）手術室看護師の技　－患者入室から退室の場面で行
われる看護技術において－

○山本利香１，村田節子２，山崎千尋３，政時和美２

１産業医科大学病院看護部，２福岡県立大学，３JCHO九
州病院

図１　「考え」「判断」「看護行為」の関連性



【目的】
近年，救急車要請件数は増加の一途をたどっている。先行
研究より，この現状に対応するためには，救急医療供給側
の対策だけでは限界があるといわれている。そこで救急医
療需要側の対策が必要であると考える。救急医療需要側の
対策の一つとして，救急車の適正利用が挙げられる。しか
し，救急車の適正利用に関する研究は十分ではなく，救急
車要請の多い年齢区における意識調査などはなかった。本
研究では，救急車要請の多い年齢区分かつ看護知識のある
看護学生を対象とし，救急車要請の判断に関する知識や意
識について調査し明らかにする。
【方法】
研究対象は，看護学教育と実習を全て習得した看護学生４

年生90名に研究の必要性を説明し，同意を得た者のみ対
象とした。質問紙は総務省消防庁の「緊急度判定プロト
コルVer.１救急受診ガイド家庭自己判断」の項目を参考に
し，20項目の質問紙を作成した。このアンケートを救急車
利用の有無や救急車要請者と要請内容の分析を，単純集計
で行った。救急車要請の判断を，「救急車利用経験のある
群」と「救急車利用経験のない群」の２群間での関連性を
調べるため，SPSS Ver. Student 13.0Jを用い分析した。有意
差検定にはピアソンのカイ二乗検定，フィッシャーの正確
確率検定を用い，有意差５％未満とした。救急車出動件数
増加の要因と軽症時の病院受診手段についての自由記載項
目は，意味内容の類似したものをまとめてカテゴリー化し
た。カテゴリー化は研究者で共有しながら分析を行った。
倫理的配慮として，本学倫理委員会の承諾を得て行った。
【結果】
回収は59人（66.6％）であった。救急車利用経験者は58人
中９人であった。軽症時の病院受診手段は，半数以上が車
を移動手段としており，軽症時に救急車を利用することは
適切でないという認識があった。救急車出動件数増加の要
因では，『社会背景』，『知識不足』，『モラルの低下』，『心
理的影響』の４つのカテゴリーと９つのサブカテゴリー，
58のコードが抽出された。救急車要請者は家族が最も多
く，交通外傷での要請が最も多かった。質問紙全質問項目
において有意差が５％以上であり，統計学的な有意差は認
められなかった。
【考察】
本研究結果では，本人だけでなく家族間での意識変容など
が救急車適正利用につながると示唆された。また，救急車
要請を判断する要因に救急車利用の有無が関係している
かは，有意差がなかったが，救急車利用経験者が少なく，
データ不足は否めない結果でもあった。救急車要請判断に
関する知識は，緊急時は救急要請する回答が多かった反
面，腹痛などの日常的な症状をアンダートリアージする傾
向にあった。要因として，知識不足よりも心理的影響や実
際の臨床経験の少なさ，健康に関する意識の違いが示唆さ
れた。

【目的】
救急看護師は，交通外傷や自殺などの重篤な患者を処置す
る機会が多く，病棟看護師とは異なるストレスを受けてい
るのではないかと考える。また，適切なストレスコーピン
グが機能せずストレス反応が長期化すれば，バーンアウト
状態に陥ってしまうこともある。本研究の目的は救急看護
師が受けるストレスに関する研究を概観し，それらを整理
することである。
【方法】
「看護師」「救急外来」「ストレス」「心理的ストレス」「職
業性ストレス」をキーワードとして医学中央雑誌Web（Ver.
５）を用いて2005年から2015年７月６日までと条件指定し
て，and検索を行い，抽出された文献を条件に沿って絞り
込み作業を行い26件を研究対象とした。選定された対象文
献を精読し結果と考察の要約を行い，その内容を示すラベ
ルを付けた。次に類似するラベルを分類しサブカテゴリー
とし，さらにサブカテゴリーの内容の類似するものを分類
しカテゴリーとした。以上の過程を経て，作成された表を
もとに検討を行った。以上の全過程において，筆者および
学生４名と指導教員４名で意見が一致するまでディスカッ
ションを行い，信頼性・妥当性の確保に努めた。なお，先
行研究の明示と出典の明記を徹底し著作権を侵害しないよ
う努めた。
【結果】
分析の結果，44ラベル，20サブカテゴリー，９カテゴリー
が抽出された。カテゴリー名は〈職場環境〉〈知識・経験
不足〉〈衝撃的な体験〉〈患者・家族の迷惑行為〉〈患者の
処置・対応〉〈重責感〉〈多職種との関わり〉〈患者の家族
への看護〉〈焦燥感〉であった。
【考察】
一般病棟の看護師のストレス要因の研究と本研究でのスト
レス要因を比較すると，６カテゴリーが共通していた。〈衝
撃的な体験〉〈患者・家族の迷惑行為〉〈重責感〉は救急看
護師のみに見出されたことから，救急看護師に特徴的なス
トレス要因であると示唆された。衝撃的な体験をした看護
師には，体験の共有や心理的な支援や共有の場の提供が必
要である。患者・家族の迷惑行為に対しては，事例を用い
た学習会や経験の共有を行うことでより具体的な対処方法
を得ることができ，ストレスの軽減が期待できる。重責感
の中でも電話対応は，フローチャートの導入や事後検討を
行い経験の共有を行うこと，複数で対応できる体制づくり
がストレス軽減に有効であると考える。多くのストレス要
因に職場環境が少なからず影響していると考えられるた
め，共有できる職場づくりが重要であると考える。
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225）看護学生の救急車利用に関する意識調査

○大久保友樹１，政時和美２

１久留米大学病院，２福岡県立大学

226）救急看護師のストレス要因に関する文献検討

○岩崎未典１，中井裕子２

１大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター，
２福岡県立大学看護学部



【目的】
近年，在院日数短縮化により術前期看護は外来に移行し，
患者の手術準備のために看護師が関わることができる時間
は制限されている。また現在消化器による悪性腫瘍は国
内における罹患数で上位にあり（がん情報サービス，2017
年），消化器手術の大半は全身麻酔によるものである。そ
こで今回，全身麻酔で予定手術を受ける悪性腫瘍による消
化器疾患患者が，術前期に自覚する困難の実態を明らかに
することを目的とした。
【方法】
研究参加者：全身麻酔下手術を受けた消化器悪性腫瘍患
者で，手術の決定から手術目的で入院するまでの期間を
自宅で過ごした者。開腹や腹腔鏡下等の術式を問わない。
データ収集：術後７日目を目安に，半構成的面接を実施し
た（2015年12月～2016年３月）。データ分析：質的記述的
研究。「患者が術前期に自覚した困難」の内容を，一文脈
一意味ごとに分析単位として個別分析後，内容を類似性・
相違性に基づいて全体分析した。分析過程では，質的研究
者のスーパーバイズを受け，真実性を確保した。倫理的配
慮：島根県立大学出雲キャンパス研究倫理審査委員会（承
認番号146-2），研究協力施設の臨床研究治験審査委員会の
承認を得て実施した。研究参加者には文書と共に研究趣
旨，自由意思に基づく研究参加等を説明し，書面で同意を
得た。
【結果】
研究参加者は３名（男性１名，女性２名，年齢：60歳代２

名，80歳代１名）であり，術式は胃幽門側切除術１名，腹
腔鏡下結腸切除術・腹腔鏡下胆嚢摘出術・経肛門直腸腫瘍
切除術１名，回盲部切除術１名であった。面接は術後７～
12病日に行い，面接時間はそれぞれ，35分，17分，22分だっ
た。全身麻酔下手術を受ける消化器悪性腫瘍患者が自覚す
る困難は，〔術後の回復遅延や障害の予感〕〔確定できない
術式への観念〕〔手術侵襲に伴う身体的危機への恐怖〕〔医
療側の支持を遵守できない負い目〕〔依存せざるを得ない
役割遂行〕〔手術費用の経済的気がかり〕の６カテゴリー
が抽出された。
【考察】
全身麻酔下手術を受ける消化器悪性腫瘍患者は，手術範囲
の拡大や人工肛門造設等の可能性があり，術式変更や手術
に伴う身体侵襲の程度，術後の回復過程，障害が予測でき
ないこと等，術前期に自身でコントロールできない身体状
況に困難を自覚していると考えられる。またこれから受け
る手術を意識し，役割遂行および経済面にも困難を有し苦
悩を抱えていると言える。そこで看護者は術前期にある患
者の困難を緩和することを目指し，不確かな身体状況に
あっても手術への覚悟を持てるような支援と，術後の回復
や生活への前向きなイメージ形成を図る援助，回復過程や
手術に伴う生活変更，社会資源の活用などの術後の経過や
生活の見通しを立てるための情報提供支援を行う必要性が
示唆された。
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227）全身麻酔下手術を受ける消化器悪性腫瘍患者が術前
期に自覚する困難

○伊藤奈美１，若崎淳子１

１島根県立大学看護学部



【目的】
透析患者は尿毒症症状からくる不快さ，生活を制限される
不便さ，進行する機能不全による苦痛と日々向き合ってお
り，不安や恐怖，うつ，怒り，透析拒否や自殺未遂など精
神・心理的問題を生じやすい。透析患者と生活をともにし
ている看護師は，精神・心理的問題を抱える患者の対応に
困難を感じる。今回，精神・心理的問題を抱える患者の対
応に困難を感じた看護師を対象にサポートグループを行っ
た。本研究では，サポートグループのプロセスや変化を明
らかにし，精神・心理的問題に困難を抱える透析患者の
対応におけるサポートグループの効果について検討する。
【方法】
対象は，透析病院に勤務し，精神・心理的問題を抱えた
透析患者の対応に困難を感じた看護師６名。月１回のサ
ポートグループを計10回行い，実施時間は１回２時間と
した。対象者同士が語り合うことを中心に，ファシリテー
ターがグループ運営，必要時に知識や情報の提供を行っ
た。サポートグループの逐語録，終了後の感想，ファシリ
テーター振り返り記録，各サポートグループ前に施行した
PTSD，うつ・不安，解離症状の評価尺度（IES-R，K-6，
DES）をデータとし，話し合われたテーマ，対象者の反
応や変化，ファシリテーターの介入が表れている部分を抽
出し，サポートグループのプロセスとその変化を分析し
た。なお，本研究は研究者および対象者所属施設の研究倫
理審査委員会の承認を得て実施した。対象者には研究の意
義，目的，方法，結果の取り扱い，対象者が被り得る不利
益及び危険性について説明し，書面で研究参加への同意を
得た。個人を特定する情報は匿名化しデータは厳重に保管
した。
【結果】
サポートグループでは，自死遺族となった患者，患者の暴
言暴力，攻撃的な態度を示す患者，ターミナル期の患者，
透析拒否などが語られた。攻撃的な態度を示す患者や透析
拒否がテーマで語られた後は，解離尺度が上昇しうつ尺度
が低下する傾向があった。グループの初期は患者への対応
が中心に語られ，その時の自己の感情を語ることが困難で
あった。語りの中で看護師－患者関係の境界が不鮮明で自
然に巻き込まれていたり，自己の価値観のみで対応してい
ることに気づいた。グループの後半になり感情を表現する
ことができるようになった。
【考察】
精神・心理的問題を抱える透析患者の対応の困難さは，看
護師自身が自己の感情に気づかないことによる患者との率
直なコミュニケーションの困難さであった。サポートグ
ループは看護師の感情表出，感情吟味を促し，透析患者と
のコミュニケーションや患者の包括的理解に貢献できると
考える。

【目的】
軽症脳梗塞患者の在宅での運動プログラムの開発に向け
て，発症前・３か月後・１年後の身体活動量（Mets）の
変化とその関連要因および，運動習慣獲得ニーズを明らか
にする。
【方法】
2014年１月～2015年１月に脳梗塞で入院中の患者のうち，
mRSが０～２の軽症脳梗塞患者19名を対象に，発症前・
３か月後・１年後のMetsと身体活動関連要因，運動習慣
獲得ニーズに関する質問紙調査を行った。Metsは，日本
語版国際標準化身体活動質問票を用いた。本研究は倫理委
員会の承認後に実施した。
【結果】
発症前に関する調査は19名，３か月後は12名，１年後は９

名であり，男性11名，女性８名，平均年齢は70.5±11.2歳
であった。発症後の社会的役割の変化は認められなかっ
た。家庭内役割は，減少するものがある一方で，子ども・
孫の世話は３か月後には減少し，１年後には再び戻ってい
た。再発の不安を感じる者は，退院時は73.7％，３か月後
は58.3％，１年後は44.4％であった。不安の程度は，発症
後１年で低下する傾向が見られた。
運動の意欲がある者は，退院時は89.5％，３か月後は
70.0％，１年後は55.6％であり，退院時にめまいがある者
は，意欲が有意に低かった（p＜0.05）。運動の自信があ
る者は，退院時は63.2％，３か月後は50.0％，１年後は
44.4％であり，退院時に労作時の息切れがある者は，自信
が有意に低かった（p＜0.05）。運動の不安がある者は，退
院時は31.6％，３か月後は58.3％，１年後は50.0％であり，
その理由は，運動による身体への影響，支援者がいないな
どであった。
発症前，３か月後，１年後の１日のMetsの平均は，それ
ぞれ20.3，22.5，14.0であり，有意な差は認められなかった。
３か月後に再発の不安を感じている者は，有意にMetsが
多かった（p＝0.01）。
運動習慣獲得ニーズのある者は，退院時は68.4％，３か月
後は15.8％，１年後は22.2％であり，退院後に著しく減少
していた。支援ニーズは，精神的支えとなる人，一緒に運
動する人，勤務調整などであった。
【考察】
発症後１年を経過した時点から再発の不安が低下し，Mets
が減少する傾向があり，運動の意欲・自信は時間経過とと
もに低下して不安が高まり，運動習慣獲得ニーズは退院後
に著しく低下することが明らかになった。再発への不安
は，健康行動の動機づけとなり得ることから，退院後の継
続した支援が重要である。運動の意欲・自信には，脳梗塞
随伴症状や，身体予備力の低下が影響しており，これらが
ある者には，特に個別的な支援が求められる。家庭内役割
のうち子ども・孫の世話役割は減少しなかったこと，人的
サポートのニーズがあったことから，運動習慣獲得におい
ては，健康行動の原動力となる他者の存在や，他者との交
流が求められる。JSPS KAKENHI Grant Number25862145
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228）精神・心理的問題を抱える透析患者の対応に困難を
感じた看護師のサポートグループのプロセスとその
効果

○服部希恵１，長江美代子２，古澤亜矢子２，田中敦子２，
　岡山ミサ子３，片村幸代４

１名古屋第一赤十字病院，２日本福祉大学看護学部，
３ホスピーグループ腎透析事業部，４十全クリニック

　
第５群　慢性期看護　12：45 ～ 13：35

229）軽症脳梗塞患者の発症前・３か月後・１年後の身体
活動量の変化と運動習慣獲得ニーズ

○佐藤美紀子１，橋本龍樹１，矢田昭子１

１島根大学医学部看護学科



【目的】
２型糖尿病患者のセルフケア行動の実態を明らかにすると
共に，足の冷感やしびれ感，その他関連する要因を検討す
る。
【方法】
外来通院中の満20歳以上の２型糖尿病患者を対象に聞き取
り調査およびカルテからの情報収集と足の観察を行った。
調査内容は性別，年齢，罹病期間，薬物療法の有無と種
類，糖尿病合併症の有無と種類，HbA1c値，フットケア
指導受講の有無，足に関する自覚症状（冷感，しびれ感，
白癬の治療の有無），足に関する他覚的所見（冷感，振動
覚検査，創傷の有無，胼胝の有無，鶏眼の有無，足関節
上腕血圧比：ABI値），大徳らの�e Summary of Diabetes 
Self-Care Activities Measure：日本語版 J-SDSCAのうち全
対象者が回答した，食事・運動・フットケアの３項目と
した。HbA1c，振動覚検査，ABI値は２群に分類し，分析
は，ｔ検定，一元配置の分散分析，Bonferroniの多重比較，
Pearsonの積率相関係数を用い，有意水準は５％未満とし
た。本研究は所属機関，実施施設の倫理審査委員会の承認
を得た。
【結果】
外来通院中の２型糖尿病患者のうち，同意を得られた95人
の中から，全ての項目において欠損値のなかった87人につ
いて分析を行った。食事のセルフケア行動得点は，フット
ケア指導受講ありがなしに比べて有意に高かった。運動の
セルフケア行動得点は，男性が女性に比べ有意に高く，罹
病期間では有意な正の相関（r＝0.24）が見られた。フット
ケアのセルフケア行動得点は，薬物療法においてインスリ
ン注射を行っている人が内服をしている人に比べて有意に
高く，振動覚では正常群が低下群に比べ有意に高かった。
また，足の状態と糖尿病患者のフットケアのセルフケア行
動との関連において，足の冷感では有意差は見られなかっ
たが，冷感の自覚症状があり他覚的所見もある群が一番得
点が低かった。足のしびれ感では，しびれ感の自覚症状が
なく振動覚が低下している群の得点が有意に低かった。
【考察】
足の冷感とフットケアのセルフケア行動では，自覚症状が
あり他覚的所見もある群の得点が一番低かった。血流障害
が足病変の原因になることや，フットケアの重要性，足の
冷感と血流障害の関係について，理解を促すことを含めた
フットケア指導を行う必要があると考える。足のしびれ感
とフットケアのセルフケア行動では，自覚症状がなく，振
動覚が低下している群の得点が最も低かった。振動覚が低
下している人は，神経障害の疑いがあり，さらにこの群は，
しびれの自覚も低下しているため，足の創傷などに気づく
ことができず，発見の遅れから，足病変に繋がる可能性が
高くなると考える。定期的に振動覚検査などを行い，患者
自身が足の状態を正しく認識した上で，それぞれに応じた
フットケア指導を行うことが必要であると考える。

【目的】
関節リウマチ（以下RA）は，近年の薬物療法の進歩に伴
う自己管理方法の複雑・困難さや経済的負担等の新たな課
題の中で，外来通院中の患者がセルフケアやセルフマネジ
メントを獲得するための取り組みが重要視されている。そ
こで，本研究では女性RA患者を対象とし，セルフマネジ
メントの実態とそれに関連する要因を明らかにすることを
目的とした。
【方法】
Ａ病院とＢ病院リウマチ膠原病内科外来通院中の20歳以
上の女性RA患者で研究期間中に研究者が対面できた150

名を対象に，自記式質問紙調査より「セルフマネジメン
ト」，「QOL（SF-8）」（福原ら，2004），「満足度（VAS）」，
「自己効力感（GSES）」（坂野ら，1986），「日常生活動
作（mHAQ）」（Pincusら，1983），「自覚ストレスの程度
（SDS）」（福田ら，1983），並びに診療録より罹病期間・治
療内容・病期や機能障害の程度について調査した。統計ソ
フトは，SPSS Staitistics Version 22を用い，有意水準は５％
とし，セルフマネジメントの実態とセルフマネジメントに
関係する要因を検討した。なお，本研究は倫理審査委員会
での承認を受け，研究の趣旨と参加は自由意思であること
や，拒否・途中棄権による不利益を被ることはないこと，
連結可能匿名化での情報管理では個人が特定されないよう
十分に配慮することを説明し実施した。
【結果】
対象者は自記式質問紙の未完成者５名を除く145名であっ
た。年齢は60.6±12.7歳，罹病期間は11.9±10.1年，疾患
活動性（DAS28）は2.6±1.0，病期は stage2.4±1.2，機
能障害の程度は class2.0±0.8と中程度であった。セルフ
マネジメントの実施項目数は4.8±2.0で，症状に対して
は，横になって休む70名（48.3％），次いで薬を飲む54

名（37.2％）であった。徴候に対しては，医師に相談する
99名（68.3％），次いで家族に相談する28名（19.3％）で
あった。ストレスに対しては，友人とおしゃべりする60

名（41.4％），次いで誰かに相談する40名（27.6％）であっ
た。セルフマネジメントは，SF-8の精神的健康度を示す
「MCS」（ρ＝－0.275，p＝0.001），健康状態に対する満足
度（ρ＝－0.223，p＝0.007），医療者との関係に対する満
足度（ρ＝－0.185，p＝0.026），年齢（ρ＝－0.242，p＝
0.003）と負の相関を示した。GSES（自己効力感），SDS（自
覚ストレスの程度）とは相関を認めなかった。
【考察】
女性RA患者がセルフマネジメントを実施するためには，
患者と医療者が症状やセルフマネジメント，客観的徴候に
ついて一致した認識を持ち，年齢や罹病状況に応じて互い
に相談ができるような関わりが重要であると示唆された。
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230）２型糖尿病患者の足の状態とセルフケア行動との関連

○伊井みず穂１，茂野　敬１，前田加代子２，梅村俊彰１，
　安田智美１

１富山大学成人看護学２，２富山逓信病院

231）セルフマネジメントの実態と関連要因　－女性関節
リウマチを対象に－

○浜崎美和１，松浦江美２，橋爪可織２，楠葉洋子２

１日本赤十字社長崎原爆病院，
２長崎大学大学院医歯薬学総合研究科



【目的】
リウマチケア看護師の活動から，チーム医療における役割
を明らかにする。
【方法】
日本リウマチ財団認定のリウマチケア看護師宛てに，研究
協力依頼文書を送付した。協力意思を示した者に，関節リ
ウマチ（以下：RA）患者や家族に対するケア内容，多職
種・看護師チーム・施設外における活動内容・役割機能に
ついて，半構成的インタビューを行い逐語録とした。逐語
録より，実践している看護内容や，果たしている役割機能
が表現されている部分を抽出しコード化した。類似のコー
ドを集めてサブカテゴリーを形成し，さらに類似性や関係
性を検討しながら抽象度を上げたカテゴリー，統合カテゴ
リー，分類を形成した。研究協力依頼にあたり，研究目的
と内容，および倫理的事項について協力者に書面と口頭で
説明し，同意書への署名をもって研究協力者とした。本研
究は，愛知医科大学看護学部倫理委員会の承認を得て実施
した。
【結果】
232のコード，92のサブカテゴリー，42のカテゴリー，23の
統合カテゴリーが得られ，RA患者の自立を目指した総合
的なケア実践，関連全職種によるRA患者へのアプローチ
効果を最大限にするための調整，RA看護発展への努力，
の３つの分類を得た。リウマチケア看護師はRA患者に対
し，自らの専門的知識・技術を活用し，［継続的・全人的
アセスメント］，［患者の疾患理解の促進］や［患者参加
型治療の促進］，［セルフケア能力促進のための支持的援
助］，［セルフケア実践の見守り］を行う。さらに，家族な
どの［患者へのケア提供者への支援］や［患者へのケア提
供の基盤づくり］というRA患者の自立を目指した総合的
なケア実践を行う。この専門的実践と連動して行われるの
が，チーム医療に必要な関連全職種によるRA患者へのア
プローチ効果を最大限にするための調整であり，［多職種
間における情報・知識の共有］や［多職種による患者アプ
ローチの調整］，［地域連携システムづくり］を行う。さら
に，［リウマチケア看護師の専門性を確立したい］という
思いを抱き，より高い専門性を求め，［RA看護の発展へ
の努力］や［RA看護の専門性の理解を求める］，という，
RA看護発展への努力を行っていることが明らかになった。
【考察】
結果から，「RA患者のQOL向上に繋がるリウマチケア看
護師ならではのケア提供」，「多職種によるアプローチの効
果的遂行のために，RA患者に寄り添うリウマチケア看護
師の役割」，「チーム医療連携を構築するリウマチケア看護
師の役割」という３つの役割が示された。
本研究のリウマチケア看護師の活動は，RA医療において
多職種連携の要となって，チーム医療向上に大きく貢献し
うる力を示すものである。今後は，このような看護職の役
割を明確に提示することで，多職種との連携の強化に繋が
り，RA患者のQOL・well-beingの向上が期待されると考
える。

【目的】
多系統萎縮症（multiple system atrophy: MSA）療養者は，
発症後数年の間に運動失調症状や自律神経症状などが次々
に発現し，生活全般に多くの介助が必要となる。療養者
は，様々な苦悩や困難を感じながら療養生活を続けてい
る。本研究の目的は，MSA療養者のMSA-QOL尺度得点
と，身体機能や生活の自立度，生活に対する思いとの関連
を明確にすることである。
【方法】
研究デザイン：質問紙を用いた構成的面接。対象者：M
大学付属病院に通院するMSA療養者５名。調査期間：平
成28年９月～29年１月。データの収集方法：同意が得られ
た患者に対して，外来診察後に面接を行い，研究者が調
査票に回答内容を記入した。調査内容：QOL測定（MSA-
QOL）１），日常生活自立度（BI）２），活動能力（TMIC-
IG）３），病気に対する思い等。データの分析：MSA-QOL
の得点と，他の変数との関連を共同研究者間で検討した。
倫理的配慮：山梨大学医学部倫理審査委員会の承認を得た
後，対象者に文書を用いて研究目的と方法等を説明し，書
面で同意を得た。
【結果】
５名とも多岐に渡る症状を自覚し，社会的に制限された生
活を送っていた。ADLの自立度が低い者は，QOL得点が
高値で（QOLが低い），抑うつ的な発言が多く聞かれた。
【考察】
MSAのQOLには，ADLや IADLの自立度が影響を与え
ていることが考えられた。また，抑うつ的な発言が多い
事例はQOLが低い傾向にあり，MSA療養者の生活の自立
度を高くすることや，精神的な安定が図れるような関わり
が，QOLを高める要因であることが推察された。
【文献】
１．SchragA: Measuring health-related Quality of life in MSA: 
the MSA-QoL. Mov Disord. 22（16）. 2332-8. 2007
２．小坂健二：小脳性運動失調症患者の諸機能評価間の関
連について，厚生省特定疾患運動失調研究班 平成４年度
研究報告書，105-107，1993
３．古谷野亘：地域老人における活動能力の測定，日本公
衆衛生34，109-114，1987
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232）リウマチケア看護師のチーム医療における役割の検討

○池部百恵１，大石ふみ子２

１秋田病院，２愛知医科大学

233）多系統萎縮症療養者のQOL得点と生活との関連　
－５事例の面接調査の結果から－

○押領司民１，浅川和美２

１山梨勤労者医療協会共立高等看護学院，
２山梨大学大学院医学工学総合研究部

表１　結果

事例 性・年齢 MSA-QOL BI /
TMIG-IC

「対象者が語った内容」
【家族が語った内容】，他

Ａ氏 女性，82歳 29 85/2

「（便が）2週間無いこともあったけど，
苦しくない。困ってはいないです。
ヘルパーさんに任せてある。」
複数のサービスを使って一人で生活
している。

Ｂ氏 女性，68歳 35 75/4 「こんな病気の上に。さらにまた大病を。」
面接後に乳がんの手術を予定している。

Ｃ氏 男性，62歳 36 85/5
「なったものはしょうがない。」
【もともとあまりくよくよしない性格
です。】

Ｄ氏 男性，70歳 84 60/3
「どうにもならない。頑張ろう，は健
康の人が考えること。この病気は（何
をやっても無駄。）」

Ｅ氏 男性，60歳 84 40/1 「こわばりが酷いです。家族のことが
心配だね。」

MSA-QOL（MSA療養者独自のQOL評価尺度）：0～ 160，高得点ほどQOLは低い
BI（ADL評価尺度）：0～ 100，高得点ほどADLは自立している
TMIG-IC：老研式活動能力指標（IADL評価尺度）：0～ 15，高得点ほど IADLは自
立している



【はじめに】
ベネフィットファインデング（BF）は，患者の闘病意欲
であり近年，看護実践では，主体的な患者の治療への取り
組みの基盤としてヘルスケア領域において概念として重要
視されてきている。国内外では，薬物・アルコール依存患
者に絞ったアメリカの研究（McMillen et al., 2001）しかな
い。現在各国で問題となっている医療費の削減，急増する
２型糖尿病患者への取り組みは，セルフケア促進の広域的
なプログラム構築をも必要としている。個々のリカバリー
（自己回復力）に関する要因分析が急務となっている。
【目的】
２型糖尿病患者に日本語版　Recovery Assessment Scale
（RAS）（千葉ら，2009）を実施して評価し，ベネフィット
ファインディングの内容を分析することによりリカバリー
プロセスの関連要因を明らかにすることを目的とした。
【方法】
調査期間：2016年６月～９月。調査方法：Ａ病院に外来通
院している２型糖尿病患者に外来師長を通じ，研究協力の
御願いを行い，了承を得られた患者に無記名自記式質問紙
を用いて外来受診時に対象者に研究説明を行い同意が得
られた場合実施した。調査内容：日本語版24項目Recovery 
Assessment Scale（RAS）を使用し，ポジティブな24項目の
質問に５段階評価を行った。分析方法：統計ソフトSPSS
を用いてｔ検定を行い，危険率５％未満を有意差ありとし
分析した。自由記載については内容をまとめた。
【倫理的配慮】
本研究は無記名で行うこと，研究目的，意義，方法，研究
参加の自由意志の尊重と不参加でも不利益を生じないこと
の保障，途中辞退の保障，目的以外のデータは使用しない
ことを文書・口頭で外来受診時研究協力者が説明した。ま
た当該大学および病院の倫理審査委員会の承認を受け行っ
た。（16-008）
【結果】
同意の得られた患者15名で平均年齢は64.2±3.6歳であっ
た。24項目の内どの項目も有意差はなかった。しかしなが
らもっとも高得点だったのは，「手助けを求めてもかまわ
ないと思う」で，低得点は「必要なときには手助けを求め
る」で次が「病気に対処することは私の暮らしで最も重要
なことではない」であった。
【考察】
このことから２型糖尿病患者では，自分自身や自分の人生
において「手助けを求めてもかまわない」と思っているが
どのような時に手助けを求めてよいかについて課題がある
と考える。また生きがいがあるが病気に対処することも生
活の一部であることが明らかになった。２型糖尿病患者の
リカバリー要因にBFが関連していると考えられる。

【目的】
維持透析患者への認知行動的アプローチと塩分計を使用し
た減塩指導を試み，事例を通して評価することである。
【研究方法】
１．研究対象者：外来で血液透析を行う維持透析患者のう
ち最近１か月間の体重増加量が５％を超えたことのある患
者４名。認知機能に障害のある人を除外した。２．データ
収集期間：20XX年９月～11月。３．介入方法：１週間に
１回の透析日に30～50分間の面談による支援を計５回行っ
た。（１か月間）　４．データ収集方法と調査内容：１）
診療録調査／研究対象者の背景（属性，療養状況，検査
データ），前回透析後からの体重増加量と透析前の血圧値，
体重増加量から算出した推定塩分摂取量。２）質問紙調
査／血液透析患者自己管理行動尺度（野澤ら，2007）。３）
半構成的面接／研究対象者が用いた技法，減塩行動に関わ
る認識。４）フィールドノート／実際に行った看護支援　
５ .分析方法：１）事例ごとに４週間の各指標の変化を記
述し，確認した。２）４名の減塩行動に関わる認識をカテ
ゴリー化した。３）１）２）の結果から行った減塩に関す
るアプローチ法を評価し，課題を検討した。６．倫理的配
慮：所属教育機関の研究倫理委員会およびデータ収集施設
の倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
研究対象者は男性３名，女性１名，年齢は50歳代２名，60
歳代２名，原疾患は４名すべて糖尿病性腎症であり，透析
歴は１名が９か月，２名が４年，１名が10年であった。４

名の減塩指導前後での変化は，体重増加量は２名が減少，
推定摂取塩分量は２名が減少，収縮期血圧は全員が低下，
拡張期血圧は２名が維持・低下，自己管理行動尺度総得点
は全員が上昇した。各対象者はセルフモニタリング手帳を
用いた目標設定，塩分摂取を回避するための刺激統制法，
社会的サポートなどの技法を使い，減塩を試みていた。減
塩行動に取り組む中で対象者が得た認識は〈自分の食生活
の傾向への気づき〉〈食生活と身体状況の関連への気づき〉
〈減塩について周囲のサポートを得ていることへの気づき〉
〈自分の減塩に関する自己管理への気づき〉〈減塩に関する
社会環境への気づき〉という５カテゴリーと15サブカテゴ
リーに分類することができた。
【考察】
維持透析患者への塩分計と認知行動的アプローチを用いた
支援は，対象者の収縮期血圧の低下と自己管理行動尺度総
得点の上昇をもたらし，維持透析患者の減塩に関わる自己
管理行動の改善に寄与できる可能性がある。セルフモニタ
リング手帳と塩分計は看護師と患者のコミュニケーション
を促進し，内部や外部環境の気づきを促し，自己管理行動
への動機づけや具体的なスキルの獲得につながったと考え
る。
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234）２型糖尿病患者のリカバリー関連要因に関する研究
（第１報）

○片田裕子１

１茨城キリスト教大学看護学部看護学科

235）維持透析患者への認知行動的アプローチと塩分計を
活用した減塩指導の試み

○村上知紀１，籏持知恵子２，藪下八重２

１協和会病院，２大阪府立大学大学院看護学研究科



【目的】
リンパ浮腫は一度発症すると完治が難しく，一生治療を継
続しなければならない慢性疾患である。リンパ浮腫患者は
リンパ浮腫の発症を契機に日常生活習慣を行動変容しなけ
ればならないため，行動を改善するための自己効力感が重
要となる。そこで，本研究ではリンパ浮腫患者と他の慢性
疾患患者，健常者の自己効力感を比較検討し，今後のリン
パ浮腫ケアの課題を検討することを目的とする。
【方法】
リンパ浮腫患者の自己効力感を検討するために，坂野ら
が開発したGSES（一般性セルフ・エフィカシー尺度：
General Self-E�cacy Scale）を調査し，GSESを用いた先行
研究である慢性疾患患者（血液透析患者），健常者（大学
生，成人）のGSES合計得点と比較検討した。本研究は，
Ａ大学倫理委員会の規定に基づき承認を得た。研究対象者
へは説明書を用い，研究協力への同意確認をした。
【結果】
GSESに回答が得られた対象者は医師からリンパ浮腫と診
断された20歳以上の患者312名であった。GSESに欠損値
がなかった290名（90.6％）のデータを本研究の対象とし
た。リンパ浮腫患者の平均年齢は60.75±12.46（M±SD）
歳，GSESの合計得点は7.82±3.51（M±SD）であった。
先行研究の血液透析患者の平均年齢は51.68±13.03（M±
SD）歳，GSES合計得点は9.98±3.65であった。大学生の
年齢は18～22歳，GSES合計得点は7.82±3.51，成人の平
均年齢は35.07±12.05（M±SD）歳，GSESの合計得点は
9.59±3.886であった。 
【考察】
リンパ浮腫患者のGSES合計得点と比較し，成人，血液透
析患者は高く，大学生は低かった。一般性セルフ・エフィ
カシーの高低は社会活動の有無によって影響されると考え
られることから，生活・職業体験が少ない大学生より得点
が高かったと推測できる。また，４者のGSES合計得点の
比較検討により，普段の状況下と慢性疾患と付き合うとい
う特定の状況下における自己効力感には違いがあることが
推測できる。慢性疾患に対する自己管理は患者の自己効力
感を有意に改善すると報告されていることから，実際，自
己管理をしているリンパ浮腫患者や血液透析患者は大学生
より自己効力感が高値を示したと考える。リンパ浮腫患者
と血液透析患者の得点の差は，血液透析患者は厳密な食事
内容の精選など自己管理の内容が違うこと，透析治療時，
医療従事者に自己管理を評価してもらえることなどが自己
効力感の値に影響したと考える。さらに，リンパ浮腫患者
の多数を占める続発性リンパ浮腫患者は，がんなどの原因
疾患の治療や予後が心理的負担となり，自己効力感に影響
したと推測できる。今後の課題として，リンパ浮腫患者の
心理的ケアの充実，自己効力感の詳細な影響要因や自己管
理との関連について調査，検討する必要がある。
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236）リンパ浮腫患者の自己効力感の検討

○新井惠津子１

１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科



【目的】
外来がん化学療法担当看護師が考える，外来がん化学療法
における携帯型注入ポンプを使用する高齢大腸がん患者と
家族に必要な支援を明らかにする。
【方法】
2016年５月，全国のがんセンターとがん診療拠点病院のう
ち調査協力の承諾が得られた140施設の外来がん化学療法
担当看護師656名を対象に，郵送質問紙調査を実施した。
属性，治療体制等について選択式で回答を得た。担当看護
師が考える，ポンプ使用の70歳以上高齢患者と家族に必要
な支援を自由記述で回答を得た。データ分析は記述統計を
行い，自由回答で記述された質的データは意味内容別にカ
テゴリー化した。本研究は，研究者が所属する大学の倫理
審査会の承認を得て実施した。
【結果】
311名から必要な支援について回答が得られた。対象者の
外来がん化学療法経験年数は平均4.6年であった。所属施
設の本治療実施状況は，平均68件／月，静脈ポート留置後
の外来治療開始は平均1.7回目の治療からであった。点滴
自己管理不能の患者も治療対象となると答えた看護師は
95％，自己管理不能の理由は不安，認知問題，手の痺れ等
であった。
必要な支援についての記述データ1,161件を分析対象とし
た。12カテゴリー（〈　〉で示す）が抽出され，そのうち
７カテゴリーは患者と家族に共通していた。
患者と家族に共通して必要な支援は〈ポンプの自宅管理に
必要な知識と技術を説明・指導する〉〈高齢の患者と家族
の理解度に合わせた方法で抜針技術を獲得できるよう繰り
返し指導する〉〈患者の支援体制を確認し社会資源活用を
提案する〉〈自己抜針できない場合は病院で医療者が抜針
する〉〈自己抜針に慣れない時・できない時の対処法を準
備する〉〈院内・院外の関連部署と連携して患者と家族を
支援する〉〈治療方針意思決定への援助を行う〉の７カテ
ゴリーが得られた。
患者に必要な支援は〈患者の不調を早期に把握，対処し，
高齢患者にとって安全な治療となるよう努める〉〈固定
テープは安全に，はがしやすく貼る〉〈通院への工夫，配
慮をする〉の３カテゴリーが得られた。
家族に必要な支援は〈ねぎらい，家族が生活と患者の支援
が両立できるように配慮する〉〈患者の状況・治療に関す
る情報提供や，具体的な援助方法の提示をする〉の２カテ
ゴリーが得られた。
【考察】
患者と家族に必要な支援として12カテゴリーが得られ，看
護師は，指導を繰り返す等，高齢であることや高齢者の背
景に配慮した支援が必要と考えていた。安心安全な治療継
続には，多様な状況に対応する必要がある。本研究の結果
を手がかりに，多くの支援策を講じて患者や家族に適した
看護を提供することが重要と考えられた。

【はじめに】
本学は第２期がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
（以下，がんプロ）に参加し，がん医療に従事する看護師
を対象とした『がん患者コーディネーター養成コース』を
５ヵ年にわたり開催した。到達目標をがん患者の症状マネ
ジメントに必要な知識や技術，病院での入院治療から在宅
への療養生活にスムーズに移行できるようコーディネート
する能力を習得し，質の高い看護が実践できるとした。講
義・演習の開講は約３か月間で22回を設定し，内容はがん
看護に関する基礎的知識やリンパドレナージ，コーディ
ネーションスキル等であった。
【目的】
受講者の教育内容の活用方法と看護実践への意欲の実態を
明らかにし，がん看護に携わる看護師への教育支援のさら
なる充実のための示唆を得る。
【調査方法】
平成24～28年度『がん患者コーディネーター養成コース』
を修了した82名を対象とした。自己記入式質問票を作成
し，講義で習得した知識や技術の活用方法，受講前後の気
持ちの変化や今後の資格取得への意欲等について回答を得
た。得られたデータは単純集計を行い，自由記載の内容は
質的に分析した。
【倫理的配慮】
杏林大学保健学部倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
１．対象者：82名中42名から回答を得た（回収率50.6％）。
回答者の所属施設は大学病院17名，総合病院17名，訪問看
護４名，ホスピス１名，大学院生他３名であった。２．質
問紙調査の結果：１）実施した講義・演習の内容を９項目
に分け，よく活用される場面を提示し複数回答で「本コー
スで習得された知識やスキルをどのように活用している
か。」という設問をした。その結果，全ての項目で半数以
上の受講者が活用していた。70％以上の受講者が看護実践
で活用していた項目は「緩和ケア・看取り」が93％，「コ
ンサルテーション」が89％，「リンパ浮腫の知識・スキル」
が81％，「化学療法や放射線療法」が79％であった。活用
の場は，主に看護ケアやアセスメント，患者指導であっ
たが，「退院支援」や「病院と地域医療との連携」に関す
る項目では他職種との関わりの中で多く用いられていた。
２）「本コースがきっかけで，新たな資格の取得や研修の
受講を検討したか」という設問では，３名が専門看護師，
認定看護師，医療リンパドレナージセラピストの資格を取
得していた。９名が研修等を受講しており，今後検討して
いる者は21名であった。
【考察】
本コースで提供した内容が臨床現場で適切に実践されてい
ること，資格取得等への意欲を向上させたことが明らかに
なった。これらの点を踏まえ，今後もがん看護実践に活用
できる充実した講義・演習内容を提供し，継続教育をさら
に発展させていく必要がある。

日本看護研究学会雑誌 Vol. 40　No. 3　 2017256

237）外来がん化学療法における携帯型注入ポンプを使用
する高齢大腸がん患者と家族に必要な支援

○杉山令子１，石井範子２，長谷部真木子１，佐々木真紀子１，
　工藤由紀子１，菊地由紀子１

１秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻，
２北海道科学大学保健医療学部

238）がんプロフェッショナル養成基盤推進プランにおけ
る『がん患者コーディネーター養成コース』の成果
報告

○中島恵美子１，加賀谷聡子１，森下純子１，吉井真美１，
　量　倫子１，柴崎美紀１，熊野奈津美１

１杏林大学大学院保健学研究科

　
第５群　がん看護　12：45 ～ 13：35



【目的】
現在行われているオンコロジーエマージェンシーの症状発
現時の看護師の対応を文献を用いて検討・整理し現状を明
らかにする。
【方法】
医学中央雑誌Web（Ver.５）で「オンコロジーエマージェ
ンシー」「オンコロジックエマージェンシー」「がん」「急
変」をキーワードとしてand検索を行い35件の文献を選定
した。この文献から28症状を抽出し症状発現時の看護師の
対応を意味ある最小単位で抽出し，コード化した。コード
を意味が飽和化するまでカテゴライズを繰り返し，《小カ
テゴリー》｛中カテゴリー｝［大カテゴリー］を導いた。本
研究の全てにおいて先行研究及び出典の明記を徹底し，著
作権を侵害しないよう努めた。
【結果】
症状発現時の看護師の対応は看護行為と看護師が行う医療
行為の２つに大別された。看護行為は６つ，看護師が行う
医療行為は３つの大カテゴリーで構成されていた。
看護行為の大カテゴリーは，まず［症状観察］であり，こ
れは《バイタルサイン測定》《社会的役割の観察》《観察前
の気づき》等で構成されていた。次に［アセスメント］が
［症状観察］で得られた情報での《症状出現のリスクアセ
スメント》等で構成されていた。３つ目は［アセスメント］
の結果｛救命処置｝等［急変時，症状出現時の直接的対応］，
更に｛事前準備｝｛次回投与時の出現予防｝等［急変，症
状出現の予防的対応］が抽出された。５つ目は｛セルフケ
ア指導｝等［患者指導］，６つ目に｛オンコロジーエマー
ジェンシーの知識の習得｝｛救急態勢の整備｝｛他職種との
連携｝で構成された［その他］であった。
看護師の行う医療行為は，症状発現時に医師の指示を待た
ずに行う《原因となる薬剤の中止》等［看護師の判断のも
と行う行為］，《薬剤の準備》《末梢ルートの確保》等多岐
にわたる［急変時，症状出現時に医師の指示のもと行う行
為］，《前投薬投与》等［予防目的で医師の指示のもと行う
行為］であった。
【考察】
症状発現時の看護師の対応の特徴はオンコロジーエマー
ジェンシーを念頭に置いた看護行為と，時には医師の指示
を待たずに行われる看護師が行う医療行為であった。
田村（2013）は『急変の第一発見者となる確率の高い看護
師の最初の判断と行動の質は患者の予後に大きく影響す
る』と述べており，症状発現時には［症状観察］［アセス
メント］［急変時，症状出現時の直接的対応］を一連の行
動として即座に行うことが重要である。また工藤（2011）
は『アナフィラキシー発現の予見性および発現後に適切な
処置がされていたか否かが過失責任の有無の判断に重要』
と述べている。このことからも症状発見時の［看護師の判
断のもと行う医療行為］は現象の的確なアセスメントと判
断の元に実施されることが重要である。

【目的】
化学療法中のがん患者は，有害事象に伴う低栄養状態のリ
スクがある。しかし，外来においては栄養管理が継続的に
実施されていない現状にある。そのため，本研究の目的
は，外来化学療法中のがん患者に対し，効果的な栄養管理
を行うために，食欲低下有無別に，食事記録調査により栄
養素摂取量の実態を明らかにすることにある。
【方法】
対象者は，2015年10月～2016年４月に，Ａ大学附属病院に
おいて外来化学療法中の患者のうち，協力を得られた27人
である。対象者に食事記録用紙とカメラを配布し，治療当
日を０日とし，治療後２日目と４日目の計２日間の食事記
録と食事の撮影を依頼した。食事記録用紙は，朝食，昼食，
夕食，間食に分け，時刻，献立名と食品，食品名と目安量，
備考の記入欄で構成されている。次回，外来受診日に回収
し，その時に管理栄養士が記入漏れや分量を確認した。ま
た，カルテから属性，血液検査値を収集した。
食事の写真と食事記録からエクセル栄養君Ver.7.0を用
い栄養素摂取量を算出した。２群間における差はMann-
WhitneyのU検定を統計ソフトSPSSVer.23を用いて行っ
た。倫理的配慮は，対象者に研究の主旨，参加は自由意志
であること，カルテからの情報使用，個人情報保護，医
療への影響はないことを口頭と文書にて説明し，同意が
得られた場合には同意書に署名をもらった。なお，Ａ大
学医学倫理審査委員会の承認を得て行った（承認番号：
ERB-E-292-2）。
【結果】
対象者の平均年齢は，食欲低下なし群64.4±13.0歳（n＝
17），食欲低下あり群72.1±8.0歳（n＝10）であった。
CTCAEver.３に基づく口内炎Gradeを食欲低下有無別に比
較すると，口内炎Grade1以上に該当する者が食欲低下な
し群では１人（5.9％）に対し，あり群は６人（60.0％）で
あり有意差を認めた（p＜0.020）。
栄養素摂取量を比較した結果，ビタミンAの中央値は，食
欲低下なし群598.8μg/日に対し，あり群は442.0μg/日であ
り有意な差を認めた（p＜0.035）。エネルギー摂取量，３
大栄養素のエネルギー比率，タンパク質・糖質・脂質・ビ
タミンＡ以外のビタミン・ミネラルの摂取量においては，
２群間に有意差は認めなかった。
【考察】
外来化学療法中の患者に食事記録調査を行った結果，食欲
低下あり群は，なし群に比べて，口内炎症状がある患者が
多く，さらにビタミンAの摂取が有意に低値を示した。ビ
タミンAは粘膜の維持の機能があるために，ビタミンAの
摂取が継続的に不足すると，口内炎が悪化し，さらなる食
欲低下に繋がる可能性がある。今後は，食欲低下の主訴が
ある患者に対して，エネルギー摂取量だけでなく，ビタ
ミンAなどの栄養素を意識した栄養指導の必要性が示唆さ
れた。本研究は，科研費基盤研究C（課題番号 15K11630）
の助成を受けて実施した。
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239）オンコロジーエマージェンシーにおける看護師の対
応に関する文献検討

○山崎千尋１，村田節子２，山本利香３

１JCHO九州病院，２福岡県立大学，３産業医科大学病院

240）外来化学療法中の患者における栄養状態についての
研究　－食欲低下有無別，写真併用による食事記録
調査－

○原田清美１，關戸啓子１，越智幾世１，山本容子１，
　西田直子２

１京都府立医科大学医学部看護学科，
２京都学園大学健康医療学部看護学科



【目的】
積極的治療が困難な時期にあるがん患者に対して，看護師
がどのような意思決定支援を実践し，実践する上でどのよ
うな阻害要因を認識しているかを明らかにする。
【方法】
2016年７月，地域がん診療連携拠点病院１施設のがん看
護に携わる病棟に勤務する看護師276名を対象に，無記名
自記式質問紙調査を留め置き法にて実施した。調査内容
は，属性（性別，年齢，看護師経験），文献を参考に独自
に作成した意思決定支援（46項目，４段階評価）とその阻
害要因（29項目，４段階評価）とした。分析は IBM SPSS 
statistics 24を使用して因子分析を行い（最尤法，プロマッ
クス回転），項目採用基準は因子負荷量の絶対値0.35以上と
し，信頼性分析を実施した。また，各因子の平均値を算出
した。倫理的配慮として，所属機関及び協力施設の倫理審
査委員会の承認を得た。研究の趣旨や個人情報保護等につ
いて書面で説明し，調査紙の投函をもって同意とみなした。
【結果】
204名から回答が得られ（回収率73.9％），187名（有効回答
率91.7％）を分析対象とした。対象は，女性190名（93.1％），
男性14名（6.9％），年齢は20歳代が91名（44.6％）と最も
多かった。意思決定支援の項目を因子分析した結果，第１

因子【患者・家族の意向を引き出す支援】（12項目），第２

因子【患者・家族が現状を受け止めるための支援】（６項
目），第３因子【患者・家族の意向を叶えるための環境調
整】（９項目），第４因子【患者・家族を中心とした方針の
共有】（３項目）と命名し，４因子のクローンバックのα
係数は0.96であった。各因子の平均値（SD）は，第１因子
2.76（0.40），第２因子2.43（0.49），第３因子2.76（0.42），
第４因子2.94（0.51）であった。阻害要因は，第１因子【知
識・技術不足】（６項目），第２因子【意思決定支援のため
の環境不備】（８項目），第３因子【患者・家族の意思表明
の難しさ】（６項目），第４因子【死と向き合うことを避け
たい気持ち】（４項目），第５因子【マンパワー不足】（３

項目）と命名し，クローンバックのα係数は0.92であった。
各因子の平均値（SD）は，第１因子2.86（0.48），第２因
子2.83（0.42），第３因子2.97（0.42），第４因子2.65（0.53），
第５因子3.08（0.51）であった。
【考察】
積極的治療が困難な時期では，患者が厳しい現状を受け止
め，治療法や療養の場，今後の生き方について，納得のい
く選択・決定ができることが望まれる。しかし，【患者・
家族が現状を受け止めるための支援】が最も実践できてお
らず，病状の不確かさにより，医療者間で一貫した支援が
難しいためと考える。また，看護師はマンパワー不足を阻
害要因として一番に認識しており，意思決定支援が必要で
あると感じていても，日々の業務によって後回しにされて
いる現状が示唆された。

【目的】
未告知の終末期がん患者に対して看護師がどういう思いを
抱きケアを行っているのかを明らかにする。
【研究方法】
未告知の終末期がん患者を看護した経験のある一般病棟に
３年以上勤務している看護師３名に半構成的面接を行い，
質的統合法（KJ法）で分析を行なった。面接内容を逐語
録に起こし，一つの意味ごとにまとめ単位化し，元ラベル
とした。ラベルの類似性で集め，表札をつけて命名する作
業を繰り返し行い，最終段階で「事柄」〈エッセンス〉の
二重構造でシンボルマークを付け図解化した。
【倫理的配慮】
対象者へ研究の趣旨，個人的情報の保護について説明し同
意を得た。本研究は名桜大学人間健康学部看護学科倫理審
査委員会の審査を受け承認を得て実施した。
【結果】
看護師は終末期看護に携わる中で「実践の中で生じている
問題」として〈未告知の患者と非協力的な家族への関わり
の難しさ〉について語っていた。また，看護師は〈実践で
の関わりから感じ取った患者の全人的苦痛〉を「共感的理
解」していた。看護師は「未告知の患者へ配慮した看護」
を実践し〈患者の心身の苦痛を緩和するケアの提供〉を
行っていた。さらに，「家族を含めた看護」を重要だと考
え〈終末期に向けた家族全体へのケア提供〉を行っていた。
看護師は「自己評価からの気付き」を自分自身の成長に繋
げ，〈自身の看護を振り返ることで自己成長と自信〉を得
ていた。
【考察】
看護師は未告知の患者と関わる上で事実を隠している罪悪
感や寄り添えていない無力感を感じ，関わりの難しさを
語っていた。臨床の現場では告知ができない現状もあり，
看護師はその中で未告知の患者に病状を悟られないよう配
慮しつつ，思いを傾聴し，可能な限り患者の思いに沿った
看護をしていく必要がある。また，非協力的な家族に対す
る看護師の役割として医療スタッフと家族を繋ぐ調整役と
病気や治療について一般の人にわかりやすく伝える専門職
としての役割が重要だと考える。看護師らは患者との関わ
りの中で患者の思いを感じ取ることで必要な支援を考え
ていた。看護師は自分自身が決して感じたことのない他
人の感情のただなかへ自己を投入する（ナイチンゲール，
2013）ことで患者の感情や思いを感じ取り，共感的に理解
する姿勢が求められる。そして，看護師は終末期がん患者
を看護する上でより早い段階から患者の抱えている全人的
苦痛を感じ取り苦痛緩和のケアを実践することが必要であ
り，患者の話を傾聴し共感することで，痛みに対して理解
を示すことが重要だと考える。看護師らは患者や家族との
関わりの中で葛藤やジレンマを抱きながらも，実践した看
護を自己評価し，看護師としての専門性を深め，より質の
高い看護を提供できるように成長していくと考える。
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241）がん看護に携わる看護師の積極的治療が困難な時期
にあるがん患者への意思決定支援

○岩本真紀１，岡西幸恵１，内海知子１

１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

242）未告知終末期がん患者を看護する看護師の思い

○小浜弘之１，東仲里早彩１，山城香純１，伊波弘幸２

１元名桜大学，２名桜大学



【目的】
前立腺がん治療に伴う性機能障害への看護介入状況と介入
の促進・阻害要因を明らかにする。
【方法】
がん診療連携拠点病院の前立腺がん治療に関わる部署で３

年以上の勤務経験を持つ看護師を対象とし，半構成的面接
によりデータ収集し質的に分析した。対象者には研究目的
と方法，参加は自由意思であること，プライバシーの保護
について説明し，書面で了解を得た。研究の実施にあたっ
ては，愛知医科大学看護学部倫理委員会と各施設の倫理審
査委員会の承認を得た。
【結果】
対象は男性１名，女性６名で平均年齢は44.4歳であった。
配属部署は化学療法室２名，がん相談支援センター２名，
泌尿器病棟２名，泌尿器外来１名であった。性機能障害へ
の看護介入として，《患者が安心して性機能障害を語れる
よう信頼関係の維持・構築に努める》《患者自身が性機能
障害を解決するプロセスを支援する》などの【積極的看護
介入】と《前立腺がん患者の性機能障害への対応を避ける》
《患者の性機能障害に踏み込めない看護師としての自己に
対し不甲斐なさを感じる》などの【消極的看護介入】が得
られた。介入促進要因として【看護師自身の志向や都合に
関わらず患者の性機能障害に向かい合う】【関わりの辛さ
を傾聴・共感する看護師同士の支え合い】，阻害要因とし
て《性に関する偏った見解》《患者の性機能障害への無関
心》などの【看護師の要因】，《性機能障害を話題にする物
理的環境の未整備》などの【性機能障害に関わるためのシ
ステムの未整備】，《性機能障害を医療者に発信することへ
の恐れ》などの【看護師が考える患者側の要因】が示され
た。介入状況と関連要因の関係より，前立腺がん患者の性
機能障害に対する看護師のあり方として，関わりを避ける
【回避様式】，関わりを避けつつも介入の必要性を感じ性機
能障害の訴えを傾聴する【葛藤様式】，患者自身が性機能
障害を解決するプロセスを支援する【コミット様式】が明
らかになった。
【考察】
回避様式の看護師は，性に関する偏った見解や，患者の性
機能障害への無関心が特徴であった。この特徴が看護師自
身の生活体験や性に関する価値観と相まり，患者の性機能
障害に向かい合い寄り添うことを困難にしていたと考え
る。プライバシーを保ちにくい環境や性機能障害へのケア
提供システム不足も示唆され，看護の取り組み課題とし
て，（1）性・性機能障害に関する知識体系の整理，（2）患
者へ提供する基本的情報の明確化，（3）前立腺がんの性機
能障害に着目したマニュアル作成，（4）チームアプローチ
の検討，（5）外来システムの整備，（6）看護師個々が患者
の性に対し持つ感情や価値観に気づき成熟を促す教育が示
された。

【目的】
外来通院しながら化学療法を受けている進行がん患者が，
生き方を選択するプロセスを明らかにすることである。
【研究方法】
研究参加者：Ａ県内の地域がん診療連携拠点病院２施設で
外来化学療法を半年以上継続し，治療効果の判定，使用薬
剤の変更，再発・転移を知らされるなどの経験をしている
進行がん患者。データ収集方法：インタビューガイドに基
づく半構成的面接で，許可を得て録音した。分析方法：イ
ンタビューデータから作成した逐語録を対象に，修正版グ
ラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた。研究者間
での検討により真実性確保に努めた。倫理的配慮：香川県
立保健医療大学倫理審査委員会及び協力施設の倫理委員会
の承認を得た。研究の趣旨や個人情報保護等について書面
で説明したうえで署名により同意を確認し，体調や心理的
変化に注意しながら行った。
【結果】
研究参加者10名は，男性５名，女性５名であり，消化器が
んが７名，60歳代が４名と多かった。化学療法を継続して
いる期間は６か月～３年10か月で，再発のたびに断続的に
治療している人もいた。治療効果の判定，使用薬剤の変
更，再発・転移を知らされながら半年以上外来化学療法
を続けている進行がん患者が生き方を選択するプロセス
は，『最期に向けた準備期間を延長する』プロセスであっ
た。がん診断後治療を続ける中で「がんと向き合う基本原
則を確立する」ことにより，「これまで治療継続できた自
信がある」「周囲への責任がある」ことで【現状維持で生
きる】と考えていた。しかし「治療法がなくなることが怖
い」「年齢・治療で身体が弱っていく」と感じることで【完
治はできない】事実にさらされ続け，【現状維持で生きる】
から『最期に向けた準備期間を延長する』へと変化してい
た。『最期に向けた準備期間を延長する』は，「がんと向き
合う基本原則成立の条件は変化する」と考えることにより
「状況変化に備える」「生活を楽しむ」ことを行っていた。
そして『最期に向けた準備期間を延長する』ことを支える
ものは，「理不尽・後悔も納める」「気持ちと生活で切替装
置を操作する」に影響を受けながら「治療継続へ努力する」
とともに，「医師の誠実さに応える」ことで可能となる【治
療を継続する】であった。（『　』はコアカテゴリー，【　】
はカテゴリー，「　」は概念を表す。）
【考察】
先の見えない治療を続けている進行がん患者は，自分の命
の有限さと向き合うことで，最期に向けた準備段階に自分
を位置づけ，その中でどう生きるかを考えていることが示
唆された。
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243）前立腺がん治療に伴う性機能障害への看護介入状況
と介入の促進・阻害要因

○林さえ子１，大石ふみ子２

１中部大学生命健康科学部，
２聖隷クリストファー大学看護学部

244）外来化学療法を受けている進行がん患者が生き方を
選択するプロセス

○内海知子１，岡西幸恵１，岩本真紀１

１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科



【目的】
妊孕性を失った女性生殖器がん患者の体験について探求す
ること。
【方法】
質的記述的研究デザイン。45歳以下の女性生殖器がん患者
５名の参加協力を得て2017年１～２月にインタビュー調査
を実施。子宮摘出術を受けたことへの思いや体験について
語ってもらい，作成した逐語録から，診断を受けた時から
子宮摘出術を受けた現在までにどのような体験をしている
かに着目して分析し，カテゴリー化した。生データを繰り
返し検討して解釈の真実性を確保した。倫理的配慮：調査
施設臨床研究倫理審査委員会の承認を受けて実施．研究協
力者に書面で研究の趣旨，匿名性確保，参加任意性，中断
が医療に影響しないことを説明し同意を得た。
【結果】
対象者の平均年齢は40.4歳，子ども有 ;３名，無 ;２名で
あった。子宮摘出術を受けるがん患者にとって手術を受け
ることは，自分一人の命を選択することだけではないた
め，【子どものいない人生になることを自分だけでは決め
られない】と夫に相談し「元気でいてくれるのが一番，別
の生き方もあるし，２人で楽しみながら生きていく」とい
う子どもを持つ以外の夫婦の人生の選択を迫られていた。
そして，自分の命を脅かす【がんだから，仕方がない】，【子
どもがいるから子宮よりも生きることを選んだ】と子宮を
摘出することを選択していた。しかし，不妊治療を行って
も子どもに恵まれない患者にとっては【子どもが望めなく
なったことへの失望感はない】と，むしろ【子宮を摘出す
ることで，妊娠のプレッシャーから開放される】体験をし
ていた。そして，術後は【子どもができたとしても，がん
治療をしながら育てられないという複雑な気持ち】や【「子
どもを産むことだけが女性の価値ではない」とは頭では理
解できるが，感情的には受容できない】【命を優先したが，
挙児の願いが完全になくなった喪失感を手術後に実感す
る】といった体験をしていた。また，【命が助かったこと
に感謝】し，【子宮を失ったことで，今あるものの大切さ
に気付く】，さらには【同じ病気で悩んでいる人を助けた
い】という思いを持つ患者もいた。
【考察】
女性にとって子宮を摘出することは，完全に妊孕性を失う
ことであり，その夫婦にとって「自分たちの子どもが持て
ない」というその後の人生そのものに大きくかかわる体験
である。そのため，これまでの不妊治療を含め妊娠・出産
に関する体験が，妊孕性を失うことへの心理へ大きく影響
していた。また，たとえ「命を優先」させた選択をしたと
しても，妊孕性を失う体験は理性では理解できても感情的
に揺れ動く体験であり，夫の支援は重要不可欠で，現実を
受容し生き方を再構築できる支援が重要である。本研究は
JSPS科研費 JP15K11651の助成を受けた

【目的】
妊孕性を残すためにホルモン治療中断を選択する乳がん女
性の心理的適応について探求することを目的とする。
【方法】
質的記述的研究デザイン。42歳以下の乳がん女性２名に
2017年１～２月にインタビュー調査した。作成した逐語録
からホルモン治療の中断を選択した思いやその後の心理的
適応についての語りを抽出し，カテゴリー化した。生デー
タを繰り返し検討し解釈の真実性を確保した。倫理的配
慮：調査施設臨床研究倫理審査委員会の承認を受け実施し
た。
【結果】
妊孕性を残すため乳がん女性は【治療を優先してほしい周
囲の思いと挙児希望の自己の思いの狭間で葛藤する】，【家
族のために生きることを見失わない】対処をし，最終的に
は【がんであっても子どもを産むという自己の価値観を優
先させる】，【諦めが未来での自分の後悔につながらない
ように今しかできない妊孕性温存に挑む】ことを選択後，
【妊娠の挑戦のプロセスを経た今だからこそ，安定した気
持ちでいられる】という心理的適応に至っていると解釈で
きた。女性の背景を踏まえた心理を以下に示す。Ａ氏は第
１子の妊娠中に抗がん剤治療を受けながらも挙児できた経
験があり，あらゆる医療情報を収集し《治療中断や治療継
続が妊孕性温存や生命予後延長になるという確固たるエビ
デンスが無いなかでの不確かさ》を感じながらも，《自分
が思い描いてきた人生設計を変更しない》ために「ホルモ
ン剤標準治療を早めに一時中断して，駄目もとでも妊娠に
チャレンジしたい」と語った。Ｂ氏は乳がんと診断された
後に求婚され，夫から子どもを産むことを求められてはい
ないが《妊娠できる確約はないが年齢的な制約が迫る中
で，今できることを試してみる》ために《難しい決断だけ
ど自分で決める》決意で，「挑戦して駄目だった今となっ
ては，子どものことは考えていない」と語った。
【考察】
乳がん女性は，自分の命を削るリスクを負いながらも妊孕
性を失わないぎりぎりのところで治療中断を決断してい
た。それは自己の価値観の優先と未来で後悔しないための
自己関与的挑戦であり，女性はたとえがんを抱える状況下
であっても，自分で子どもを産む・産まないことの決定権
をもち，社会一般が付与する“女性＝妊娠，出産”の圧力
や，“がん治療＝命を優先させる”といった常識に一方的
に流されない自己を持ち続けていると解釈できる。妊孕性
温存に挑むプロセスが心理的適応を促していたことから，
医療者はその女性のもつ妊孕性温存の志向性を軸に据え，
家族との感情の異和を緩衝しつつ，心理的適応に至るよう
に支援することの必要性が示唆された。本研究は JSPS科
研費 JP15K11651の助成を受け実施した。
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245）妊孕性を失った女性生殖器がん患者の体験

○太田浩子１，上田伊佐子２，雄西智恵美３

１川崎医療福祉大学医療福祉部保健看護学科，２徳島文理
大学大学院看護学研究科，３徳島大学大学院医歯薬学研
究部

246）妊孕性を残すためにホルモン治療中断を選択する乳
がん女性の心理的適応

○上田伊佐子１，太田浩子２，雄西智恵美３

１徳島文理大学大学院看護学研究科，２川崎医療福祉大学
医療福祉学部保健看護学科，３徳島大学大学院医歯薬学
研究部



【目的】
既存の研究結果を臨床に導入するステトラ・モデルの手法
を用いて，病棟看護師の肺がん患者に対する意思決定支援
の問題を明らかにし，プログラムを開発・導入することに
より，肺がん患者への意思決定支援の改善を図ることであ
る。
【方法】
研究対象者：Ａ病院内科病棟に勤務する常勤看護師のう
ち，研究の同意が得られた看護師。具体的介入方法：前後
比較の介入研究とするステトラ・モデルの５段階に沿い，
第１段階【問題点の明確化と目標の設定】，第２段階【研
究論文の検索と選択】，第３段階【研究論文の比較検討と
決定】，第４段階【プログラム開発と実践】，第５段階【プ
ログラムの評価】を実施した。データ収集方法：質的調査
方法と量的調査方法を統合させる混合研究である。倫理的
配慮：研究施設の倫理審査による承認を受け，対象者に文
書および口頭で説明を行い署名で同意を得た。
【結果】
一般的背景：年齢は20歳代が７名（47％）で最も多く，性
別は女性が13名（87％），がん看護通算経験年数は１～10

年目が約半数を占めていた。ステトラ・モデルの５段階：
第１段階では意思決定支援における問題点として，『患者
と意思を共有することができていない』，『患者の意思が尊
重できていない』などの３つのカテゴリが明らかになっ
た。問題点を解決するため，肺がんや意思決定支援に関す
る知識の向上，意思決定が円滑に進むよう情報提供する等
の目標を設定。第２段階では「肺がん」，「治療」，「意思決
定」，「支援」をキーワードに検索を行い，目的に合う20論
文を選出。第３段階では実践への活用可能性を討議し，最
終的に目的に合う15論文を決定。第４段階では15論文をも
とにプログラムを開発し，アルゴリズムで示した。その実
践を行い，臨床現場において適用可能であることが明らか
になった。第５段階では質的評価で『意思決定支援への関
心が高まる』，『患者の意思決定能力を強化する』などの３

つのカテゴリが明らかになった。量的評価では，カンファ
レンスや緩和ケアチーム紹介の実施率が増加したことから
プログラム開発・導入の効果が得られた。
【考察】
意思決定支援に対する問題点を明らかにし，意思決定支援
プログラムを開発できた。また，容易に実践できるようア
ルゴリズムで示したことにより，病棟内で統一した支援を
可能にしたと考える。さらに，研究参加により研究対象者
それぞれが意思決定支援に対する意識の変革や行動変容を
起こし，職場の風土をかえるきっかけをもたらした。ステ
トラ・モデルの活用は意思決定支援を改善するだけでな
く，知識の向上や臨床の問題を解決する手段の一つとして
有用であることが示唆された。

【目的】
乳がんは診断時より全身病と位置づけられ，手術療法及び
術後治療（adjuvant therapy）はガイドラインに基づき実施
される。術後薬物治療のうち，ホルモン療法は定期的外来
受診をしながら継続し長期に亘る。そこで今回，患者の語
りを通して，初期治療過程１年に在るホルモン療法中の成
人期乳がん患者の心理的状況を明らかにする事を目的とし
た。
【方法】
質的記述研究デザイン。研究参加者：ホルモン療法を継続
する初期治療過程に在る乳がん患者で，乳房手術後１年～
１年５ヵ月に在る者。データ収集：外来受診時に参加者個
別に半構成的面接を実施（2016年５月～2017年２月）。面
接内容は承諾を得てテープ録音し逐語録を作成。データ分
析：一文脈一意味を分析単位として個別分析後，全参加者
にて表現，意味内容の類似性相違性によりカテゴリー化し
た。専門家間審議及び参加者チェックにて真実性の確保に
努めた。倫理的配慮：Ａ大学及びＢ病院研究倫理委員会の
審査を受け承認を得て実施。
【結果】
参加者は７名で，平均年齢は49.1歳。抗がん剤治療後ホル
モン療法を開始した者５名，ホルモン療法単独の者２名。
面接時間は平均45.7分。心理的状況として「今の治療で気
になることはない。次々の治療だけど先生からの説明通り
に進んでいるからね」と［見通し通りの初期治療過程を進
む安堵］や［選択した治療内容の満足］，抗がん剤治療体
験者では［術後各治療に伴う心身の違いの実感］がみられ
た。ホルモン療法開始後，食欲が亢進し「体重が増えて
太った。どんな食事がいいのか」と［外見変化に伴う食事
への関心］や，治療中の健康食品摂取や抗女性ホルモン薬
以外の服薬，運動に関する［日常生活に即した自己管理の
意欲］がみられた。治療の渦中に在って「10年飲んだ方が
効果が高いの ?」とホルモン療法期間を始め［がん治療に
関する最新情報提供への要望］と共に術後１年目の画像検
査等を強く意識・心配する［拭い去れない再発への気がか
り］がみられた。［罹患前と同様の役割発揮］では母・妻
役割を優先させる姿，自己の体験を基に［同世代に対する
検診啓発への関心］のカテゴリーが抽出された。
【考察】
術後ホルモン療法中の患者は，治療体験を重ねる中，意思
決定してきた自身の選択に一定の満足や初期治療の全体像
から完遂に向けて進んでいる安堵を感じ，社会への関心や
罹患以前から担う社会的役割意識や行動の拡大という心理
的状況に在る。一方で，節目の検査毎に惹起される再発の
気がかりの意識化による気持ちの動揺や要望という複雑さ
を有する。そこで，看護者はこれ迄の治療体験における努
力の過程への肯定的な情緒的支持と援助要請に基づき日常
生活を自己管理できる実効レベルの教育的支援の必要性が
示唆された。
本研究は JSPS科研費25463453の助成を受けたものである。
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247）ステトラ・モデルを活用した看護師の肺がん患者へ
の意思決定支援プログラム開発と実施の評価

○小池　瞬１，藤本桂子２，神田清子３

１公立富岡総合病院看護部，２高崎健康福祉大学保健医療
学部看護学科，３群馬大学大学院保健学研究科応用保健
学ユニット

248）初期治療過程１年に在る術後ホルモン療法中の成人
期乳がん患者の心理的状況

○若崎淳子１，谷口敏代２，掛橋千賀子１

１島根県立大学，２岡山県立大学



【目的】
本研究は，原発不明がんと診断され，不確かな状況の中で
化学療法を継続する患者の体験を明らかにし，看護支援の
示唆を得ることを目的とする。
【研究方法】
Ａ病院において外来化学療法継続中の原発不明がん患者２

名に対し，インタビューガイドを用いた半構成的面接を実
施した。面接は，原発不明がんと診断されどのように認知
し治療を開始したのか，不確かな状況の中でどのような体
験をしながら治療を継続してきたのかなど自由に語っても
らった。面接内容を逐語録化し，原発不明がん患者が治療
継続する中で体験した内容に関する語りの部分を抽出し，
質的帰納的に分析した。
【倫理的配慮】
本研究は，調査施設の倫理委員会の承認を得て実施した。
対象者に研究の主旨，匿名性の確保，研究参加は任意であ
り，不参加や中断がその後の治療に影響しないことを文書
に基づき説明し，同意を得た。
【結果】
対象者の平均年齢は45.5歳（SD12.0），PS1が２名だった。
化学療法の治療段階は１次治療１名，２次治療１名で，治
療期間は７ヶ月～15ヶ月（SD5.7），治療内容はゲムシタ
ビン療法１名，カルボプラチン+パクリタキセル療法１名
だった。面接は一人１回，平均面接時間は41.5分（SD0.7）。
不確かな状況の中で化学療法を継続する原発不明がん患者
の体験は，42記録単位，７サブカテゴリ，３カテゴリを形
成した。【　】はカテゴリ，〈　〉はサブカテゴリを示す。
３カテゴリとは〈効果のある新薬に期待を寄せる〉〈病気
に縛られず今できることを考える〉から成る【新たな希望
を見出す】，〈右往左往する中で自分らしい生き方を模索す
る〉〈運命かもしれないと現実を受け止める〉から成る【自
分らしい生き方を再構築する】，〈信頼する主治医の存在を
心の支えにする〉〈自分は家族に支えられているというこ
とに気が付く〉〈看護師の支えや存在を確認する〉から成
る【支えとなる人がいることを再認識する】である。
【考察】
研究結果より，【支えとなる人がいることを再認識する】
では，主治医や家族，看護師の存在が患者の支えとなって
いることが明らかとなったが，同じ病気を抱える同病者の
存在については語られなかった。このことから同病者が心
理的支えとして身近ではないことが予測される。患者同士
の交流は大変有効な心理的支援の手段にもなり得るため，
希少がん患者同士のコミュニケーションを通してお互いが
支え合えるような場の提供など環境を整えることが看護支
援の一つとして重要であると示唆される。今後の課題は，
対象者数を増やし一般化を目指すことであり，患者の困難
や心理的葛藤などのネガティブな側面に関する体験内容に
ついても明確化し，具体的な看護支援方法の検討および実
践につなげる必要がある。
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249）不確かな状況の中で化学療法を継続する原発不明が
ん患者の心理的体験

○今井洋子１，橋本晴美２

１日本赤十字社前橋赤十字病院，
２群馬県立県民健康科学大学



【目的】
緩和ケア病棟は年々増えており，そこで勤務する看護師も
今後ますます必要となってくると考えられる。看取りの避
けられない緩和ケア病棟で働く看護師は，一般病棟とは違
う看護の意味を見出しながら働いているのではないかと考
えた。緩和ケア病棟での勤務年数が短い看護師はバーンア
ウトする傾向が高いとの報告がある。そのため，緩和ケア
病棟で働き続けている看護師がとらえている看護の意味を
明らかにすることは，緩和ケア病棟で働く看護師が勤務を
継続していく上での支援の一助となると考えた。緩和ケア
病棟で働き続けている看護師として，本研究では緩和ケア
認定看護師を対象に，緩和ケア病棟における看護の意味を
明らかにすることを研究目的とする。
【方法】
対象者は，近畿地方にある病院の緩和ケア病棟に勤務して
いる緩和ケア認定看護師で，研究協力に合意の得られた者
とした。調査期間は，2016年６月から９月までで，調査方
法はインタビューガイドを用いた半構成的面接である。面
接は，プライバシーの保てる部屋で行い，許可を得て IC
レコーダーに録音した。面接内容から逐語録を作成し，ク
リッペンドルフの内容分析を用いて分析を行った。倫理的
配慮は，Ａ大学の医学倫理審査委員会の承認を得て実施
し，対象者に書面と口頭で研究の概要，対象者の匿名性の
保持，研究協力の拒否により不利益は生じないことを説明
し同意を得た。
【結果】
対象者は７人で，全員女性であった。臨床経験年数は平均
20.1±4.9年，緩和ケア病棟での臨床経験年数は平均6.0±
3.5年であった。逐語録から抽出された緩和ケア病棟にお
ける看護の意味は，52コードであり，これらのコードから
15サブカテゴリーが抽出された。これらのサブカテゴリー
から【人生最後のケア提供者】，【生ききるために共に歩む
伴走者】，【患者・家族に情景を残す】，【看護師自身の深化】
の４カテゴリーが生成された。
【考察】
一般病棟の看護師は，退院後の患者の生活を見据えて看護
ケアを行っている。その中で，患者の回復が看護師にとっ
ての充実感や，やりがいに繋がっているといわれている。
本研究から，患者の回復が望めない緩和ケア病棟において
看護師は，患者のこれまでの長い人生の最後の場面で共に
歩む伴走者として，患者・家族に情景を残すように関わ
り，常に患者へのケアは人生最後になるかもしれないケア
であると考えて，今を大切にしてその時のできる限りのケ
アを提供するように最大限の努力をしていることがわかっ
た。その結果として，看護師自身の成長をもたらしている
と思われる。今，この時しか無いという思いでケアを行っ
ていることが，緩和ケア病棟の特徴であり，看護の意味の
背景にあることが示唆された。

【目的】
肺がんは難治性のがんで，病状の進行と共に高い頻度で呼
吸困難や倦怠感が出現し，患者は治療過程から終末期に至
るまで強い苦痛症状を強いられる。中でも呼吸困難は約７

割の患者に生じ，ケアニーズが高い一方でその症状緩和実
践は十分ではない。そこで，本研究の目的は，呼吸困難ケ
ア実践と患者を全人的に捉える緩和ケアの認識の関係を明
らかにし，呼吸困難ケア実践促進への教育的示唆を得るこ
ととする。
【研究方法】
全国の呼吸器内科病棟を有するがん診療連携拠点病院407

施設から層別無作為標本抽出法により抽出した100施設の
内，同意を得られた22施設に勤務する看護師を対象とし
た。調査内容は，対象者背景，呼吸困難ケア実践31項目，
緩和ケア実践状況（緩和ケアに対する医療者の態度尺度
（中澤，2010））とし，自記式質問紙にて2015年２－４月に
調査した。SPSSVer.23を用いてケア実践項目の因子分析，
妥当性の検証を行い，得られた因子を従属変数としてロジ
スティック回帰分析を用いて緩和ケア実践と呼吸困難ケア
実践の関連を分析した。なお，本研究は名古屋大学大学院
医学系研究科倫理審査委員会の承認を得て実施し，調査対
象者に文書にて依頼し，匿名化して分析を行った。
【結果】
調査票は，看護師344名分を回収（64.3％）し，有効回答
334名を分析した。対象者の平均年齢は33.0±9.7歳，看護
師歴10.5±9.4年，緩和ケア講習受講体験のある者は47.3％
であった。呼吸困難ケア実践は身体的ケアの『呼吸法』『呼
吸筋トレーニング』『体位の調整』，『精神的ケア』『社会環
境的ケア』の５因子が抽出され，Cronbach’s α係数は，各
因子で0.76-0.90であった。ロジスティック回帰分析の結
果，呼吸困難ケアの５因子すべてにおいて緩和ケア実践が
影響していた（p＜0.001～0.05）。
【考察】
多変量解析の結果，看護師による呼吸困難ケアの根底には
緩和ケア実践が影響していることが明らかとなった。近
年，早期緩和ケア導入が提唱され，肺がん患者においては
疾患特異的なケアに緩和ケアを統合したケアにより呼吸困
難をはじめとする症状が緩和されることが明らかとなって
いる（Ferrell et al, 2015）。呼吸困難は，患者に死を連想さ
せ，自己概念をも脅かす症状であるため，その症状緩和に
携わる全ての看護師には患者を全人的に捉えて支える緩和
ケア実践が備わることが望まれる。以上より，看護師によ
る呼吸困難ケアを高めるためには，通常の呼吸困難ケアに
関する知識や技術教育を行うだけでなく，その前提として
緩和ケア実践を養える教育プログラムを構築することが必
要であるといえる。
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250）緩和ケア病棟における看護の意味　－緩和ケア認定
看護師を対象として－

○松原衣里１，關戸啓子２

１独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院，
２京都府立医科大学医学部看護学科

　
第５群　終末期ケア・緩和ケア　12：45 ～ 13：35

251）呼吸器内科病棟における肺がん患者に対する呼吸困
難ケアと緩和ケア実践の関連

○杉村鮎美１，光行多佳子１，杉田豊子２，安藤詳子２

１名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻博士後期課
程，２名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻



【目的】
国立ハンセン病療養所Ａ園におけるEnd-of-Life-Careの実
態を明らかにする。
【研究方法】
看護師経験５年以上とし，Ａ園でのEnd-of-Life-Careの経
験を有している者とした。看護師５名に半構成的面接を行
い，質的統合法（ＫＪ法）で個別分析と総合分析を行なっ
た。面接内容を逐語録に起こし，一つの意味ごとにまとめ
単位化し，元ラベルとした。ラベルの類似性で集め，表札
をつけて命名する作業を繰り返し行い，最終段階で【墨付
き鍵カッコ】でシンボルマークを付け図解化した。
【倫理的配慮】
対象者へ研究の趣旨，個人的情報の保護について説明し同
意を得た。本研究は名桜大学看護学研究科の倫理審査を受
け承認を得て実施した。
【結果】
看護師は，家族関係が希薄な入所者と関わる中で，入所者
の【家族を意識したEnd-of-Life-Careの必要性】を感じて
いた。その思いを基盤に看護の中で入所者のライフサポー
トを意識し【生活者の視点を重視したEnd-of-Life-Care】
を行っていた。実践の中で【入所者の楽しみに働きかけ
るEnd-of-Life-Care】が看護師の看取りに対する満足感や
遣り甲斐に繋がっていた。課題として，【看護師のEnd-of-
Life-Careに関する意識の相違】と【施設としてのEnd-of-
Life-Care針の不明確さ】が明らかになった。
【考察】
Ａ園における看護師の平均勤務年数は，19.5年で入所者と
長い年月で深い関係性を構築している。看護師は，家族と
疎遠な入所者の家族の代わりとなって看護を行いたいと考
える思いへと変化していた。Ａ園では，入所者の日々の生
活から看取りまでのライフサポートの重要性が示されてお
り，End-of-Life-Careを実践するために看護師間でEnd-of-
Life-Careについて話し合える環境を作っていくことが重
要である。さらに，入所者を安らかに迎えさせたいという
視点に立ち，辛かった人生を考え，苦痛を取り除く具体的
なケアの提案することが必要である。また，日々の生活の
中で入所者のQOLの向上を目指し，生きがいに満ちた充
実した生活基盤を作っていくことが大切である。入所者自
身が人生の終結に向けた準備をし，安らかな死が迎えられ
るように支援するライフサポートは，日々の生活から看取
りまでを組織的に支える実践が必要であり，本人の望む終
焉を看護師が提供することが重要である。入所者がその人
らしく最期を迎えられるよう支援していく体制をどのよう
に整備していくべきか，他のハンセン病療養所のEnd-of-
Life-Careの有りようを参考に，園全体の問題としてEnd-
of-Life-Careを取り組んでいくことが喫緊の課題である。
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252）国立ハンセン病療養所Ａ園におけるEnd-of-Life 
Careに関する研究

○伊波弘幸１

１公立大学法人名桜大学人間健康学部看護学科



【目的】
寝衣交換技術の修得を高めるために，教員の演示時の指導
言語にオノマトペを用いた有効性を明らかにする。
【方法】
対象者：寝衣交換技術の授業を履修していないA看護系大
学１年生30名。研究方法：学生をくじ引きにて実験群15

名，対照群15名にわけた。事前に「臥床患者への寝衣交
換」技術のチェックを行い両群の得点（実験群：28.0，対
照群：30.1）に有意差がないことを確認した。群ごとに教
員が動作の説明をしながら寝衣交換技術の演示を実施した
後，技術練習をさせた。動作の説明は，実験群にはオノマ
トペを用いて説明し（フンワリと支える，スルリと下げる，
スーッと通すなど），対照群にはオノマトペを用いない説
明を行った。学生は，群ごとに別の場所で週１回一人15分
間の技術練習を２回実施した。その後事後調査を行った。
事前・事後調査ともに，同じ評価者（３人）が技術チェッ
ク表（25項目）を用い模擬患者に対する対象者の寝衣交換
技術を評価するとともにVTR撮影を行った。データ収集
期間は平成28年９月～11月。分析方法：「臥床患者への寝
衣交換」技術の修得度（１：まったくできていない～４：
できている）を得点化しｔ検定にて２群を比較した。倫理
的配慮：研究参加の意思表示があった学生に対して，研究
目的，研究辞退の自由と辞退により不利益が生じないこ
と，成績への影響がないことなどを口頭及び書面にて説明
した。なお，Ａ大学臨床研究倫理審査委員会の承認（承認
番号：252）を受け実施した。利益相反はない。
【結果】
分析対象は，教員の演示と３回の技術練習に参加した実験
群15人，対照群12人とした。評価者３人の評価点の一致度
は，事前調査（ICC：0.85）事後調査（ICC：0.87）であっ
た。事後調査の総得点は，実験群87.1，対照群76.5で両群
の修得度に有意差（p＜0.01）がみられた。25項目中「寝
衣を無理なく丁寧に脱がす」「新しい寝衣を無理なく丁寧
に着せる」「寝衣の背縫いを背柱に沿わせて，寝衣のしわ
をとる」「新しい寝衣を患者の下に丁寧に入れ込む」など
14項目において，実験群の修得度が高く有意差（p＜0.01，
p＜0.05）がみられた。
【考察】
オノマトペは，感覚的な印象を表し，複雑な内容や微妙な
ニュアンスも自由に表現でき，動作表現の補助としての機
能がある。学生は「手関節を下から支える」という指導言
語よりも「手関節を下からフンワリと支える」という指導
言語の方が，支え方の動作をやわらかいイメージとして連
想することができ，手関節をつかまない丁寧な動作になっ
たと考えられる。このように，寝衣交換技術の修得を高
めるためにオノマトペを用いた指導言語の教示は有効で
あることが示唆された。本研究は科学研究費（課題番号：
26463242）の助成を受け実施した研究の一部である。

【目的】
同一姿勢の保持は患部の安静のため必要とすることがあり
特定の部位に筋肉痛を生じ精神的苦痛が大きいといわれ
る。筋緊張に対する温罨法の効果は先行研究からも知られ
ているが，持続に欠けると評価もある。リラクセーション
とはストレス反応による筋緊張からの弛緩状態をいい，生
理的反応と主観的な感覚の両方を含む。本研究は同一姿勢
保持時の苦痛に対する後頸部温罨法の効果の持続性を，主
観評価と自律神経活動指標の関連性から検証することを目
的とした。
【方法】
対象は50歳から69歳までの健康な男女とした。同一姿勢保
持の苦痛で報告の多い硝子体手術後を想定しうつむき姿勢
を保持した状態で実験を行った。顔を下にした腹臥位を15

分間，続けて下を向いたまま座位となり10分間安静にした
後，温罨法の介入を10分間実施した。介入除去直後，介入
除去10分後，介入除去30分後に評価した。温罨法は500w
の電子レンジで20秒間温めてタオルを一枚巻き表面温度
37℃とした。自律神経活動指標は心拍変動解析を用いて副
交感神経活動指標（以下HF）と交感神経活動指標（以下
LF/HF）を評価した。主観評価はリラクセーション評価尺
度短縮版（榊原ら2014）を用いた。数値が高いほどリラッ
クスした状態を示す。分析は自律神経活動指標と主観評価
における相関を求めた（IBM SPSS Statistics Ver.21.0）。な
お本研究は，札幌市立大学大学院看護学研究科倫理審査会
の承認を受けた。
【結果】
平成27年７月～９月に男性３名と女性13名（平均年齢
62.6±7.6歳）を対象に行った。自律神経活動指標の数値は
log変換後の数値を表す。HFは介入前と比べ介入除去直後
に0.07±0.8上昇したが，介入除去10分後に0.05と低下し，
その状態が介入除去30分後まで持続した。LF/HFは介入
前と比べ介入除去直後に0.2±0.5低下したが，介入除去30

分後に介入前と同等の数値まで上昇した。主観評価は介
入前と比べ介入除去直後で2.3上昇したが，その後低下し
介入除去30分後で2.2低下した。主観評価との相関におい
てHFでは，介入除去直後でρ＝0.35，介入除去10分後で
ρ＝－0.4と軽度有意な関係があった。介入除去30分後は
ρ＝－0.09であり関係がなかった。LF/HFでは介入除去直
後でρ＝－0.35，介入除去30分後でρ＝0.33と軽度有意な
関係があった。介入除去10分後はρ＝0.14であり関係がな
かった。
【考察】
介入除去直後は温罨法によるリラクセーション効果が得ら
れている。しかし，介入除去30分後には主観評価の数値が
減少しLF/HFの数値が上昇した結果と，軽度有意な正の
関係があったことより温罨法によるリラクセーション効果
は一時的と考えられた。

日本看護研究学会雑誌 Vol. 40　No. 3　 2017 265

253）寝衣交換技術の演示時の指導言語にオノマトペを用
いた効果

○大津廣子１，中村美起１，林　暁子１，三井弘子１，
　中井三智子１

１鈴鹿医療科学大学看護学部

254）同一姿勢保持時の苦痛に対する介入（第２法）－温
罨法の効果の持続性－

○東野友子１，大野夏代２，樋之津淳子２

１札幌保健医療大学看護学部看護学科，
２札幌市立大学看護学部看護学科

示説　６群　発表
第６群　基礎看護・看護技術①　13：45 ～ 14：35



【目的】
採血は，健康診断の際のスクリーニング，疾患の診断，治
療効果の判定など重要な検査の一つである。受診，或いは
入院している患者に行われ，身体侵襲による身体的・心理
的苦痛を伴うものである。患者の苦痛を少しでも軽減する
ため，看護師は日々創意工夫している。そこで，看護師・
准看護師が採血実施時どのような工夫をしているか明らか
にすることとした。
【研究方法】
対象：Ａ病院に勤務する看護師・准看護師84名。調査期
間：2016年３月22日～３月30日。調査内容：個人的概要
（年齢・性別・看護師資格・経験年数），採血実施時難しさ
を感じることがあるか５件法（５：いつもある，４：よ
くある，３：時々ある，２：たまにある，１：全くない）
で回答を得た。採血実施時に疼痛緩和のため患者の体位・
姿勢で工夫・留意していることを自由記載によるアンケー
ト調査し，留置き法で回収した。倫理的配慮：対象者に書
面にて研究の趣旨・自由参加の保証，匿名性の保持を説明
し，Ａ病院の研究倫理委員会の承認を得て実施した。経験
年数別（１～５年，６～15年，16～25年，26年以上）の採
血実施時の難しさについてKruskal-Wallis検定を行い，分
析ツールSPSSVer22を使用した。自由記載は，類似する内
容をまとめてカテゴリー化した。
【結果】
看護師46名（83.6％），准看護師９名，（16.4％），計55名
から回答（回収率65.5％）を得た。看護師の経験年数別で
は１～５年（10名22.2％），６～15年（15名33.3％），16～
25年（15名33.3％），26年以上（５名11.1％），准看護師の
経験年数別では１～５年（２名22.2％），６～15年（４名
44.4％），16～25年（２名22.2％），26年以上（１名11.1％）
であった。看護師・准看護師ともに採血実施時の難しさ
を感じるかでは「全くない」と答えたものはいなかった。
経験年数別による有意差もみられなかった（ｐ＝0.521，
ｐ＝0.670）。『患者の体位・姿勢』の工夫では，〔実施時の
体位〕，〔穿刺部位の関節の伸展〕〔穿刺部位の固定〕〔安楽
維持への配慮〕〔作業領域の確保〕〔人員確保〕のカテゴ
リーに分類された。経験年数が少ないと「患者・看護師共
に採血しやすい体位とする」「仰臥位で行う」など基本原
則に基づくものが多く，経験年数が高くなると「拘縮のあ
る患者では体交枕を入れる」「手や足を固定するための人
員を確保する」など状況を設定した応用的な内容が多い傾
向であった。
【考察】
看護師・准看護師ともに採血に困難さを感じており，経験
年数が多くても採血を容易に感じてはいなかった。患者の
血管および身体の状態はそれぞれ違い，同じ患者であって
も治療により変化し難しい技術といえる。また経験を積み
重ねるなかで，あらゆる患者の状況を経験し具体的な応用
方法を考慮し確実な採血を実施できるよう，患者の体位を
工夫していたと考える。

【目的】
看護師がベッド上の患者に対して行う上方移動援助時にお
けるベッドの高さと，看護師の腰部負担との関係を明らか
にする。
【方法】
被験者は病院で４年以上看護師としての勤務経験を有し，
業務に支障をきたすような腰痛がない成人女性３名とし
た。実験に先駆け，年齢・身長・体重・看護師としての勤
務年数を自記式質問紙にて聴取した。その後，ベッド上に
臥床している模擬患者に対し，ベッドが適切な高さ（身長
の49％）と低すぎる場合（身長の32％）での移動援助を
行った。ベッドの高さ以外の環境は，援助人数，スライ
ディングシートの有無，患者の大きさをランダムに組み合
わせた環境下とし，１名の被験者が上方移動援助を複数回
実施した。その様子を１名の研究者が観察し，研究者らが
開発した移動援助動作アセスメントツール（以下「TAMA
ツール」）の姿勢の安定性得点（Ｐ得点），動作の効率性得
点（Ｍ得点）および総合得点を算出した。得られた各得点
をベッドの高さの違いにて，対応のないｔ検定にて比較し
た。有意水準は５％とした。
【倫理的配慮】
本研究はS大学及びM大学の倫理審査委員会の承認を得
て行われた。被験者には事前に研究内容の説明，研究参
加・辞退の自由等が記載された文書を渡し，同意書の提出
をもって研究への参加同意を得たものとした。
【結果】
被験者の平均年齢は34.3±1.2歳，平均身長は161.0±6.6
㎝，平均体重は51.3±6.1㎏であった。平均勤務経験年数は
12.0±2.6年であった。サンプル数は22であった。TAMA
ツール得点では，ベッドが適切な高さではＰ得点は5.3±
1.7点，Ｍ得点は3.1±1.2点，総合得点は7.1±1.9点であっ
た。一方，ベッドが低い場合ではＰ得点は3.4±1.2点，Ｍ
得点は3.3±1.2点，総合得点は5.3±1.6点であった。Ｍ得点
には有意差がなかったが，Ｐ得点と総合得点はベッドの高
さが適切な場合の方が高く，有意差があった。
【考察】
被験者の平均勤務年数は12年であり，全国の看護師の勤務
経験年数の中央値とほぼ同様となった。次に，TAMAツー
ル得点のＰ得点と総合得点に，ベッドの高さの違いで有意
差があったが，Ｍ得点には差がなかった。ベッドが適切な
高さ，すなわち通常作業域内に患者が位置することで，看
護師の姿勢の安定性が向上し，負担の少ない援助姿勢をと
ることができるため，腰部負担の軽減につながったと考え
られる。Ｍ得点に差がなかったのは，援助を二人で実施し
たり，スライディングシートを使用するといった，効率性
を向上させるケースがいずれのベッドの高さの場合にも含
まれていたためと考えられる。今回はベッドの高さに注目
したが，今後は様々な援助環境による腰部負担の違いを検
証したい。
＊本研究は，科学研究費補助金（若手Ｂ：26861878）の助
成による。
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255）患者の苦痛を緩和する採血方法の検討　－採血時の
患者の体位・姿勢の工夫－

○岡田郁子１

１旭川大学保健福祉学部保健看護学科

256）上方移動援助時におけるベッドの高さと看護師の腰
部負担との関係　－TAMAツールを用いた分析－

○田丸朋子１，阿曽洋子１，本多容子２，片山　恵１，
　山口晴美１

１武庫川女子大学，２藍野大学



【目的】
褥瘡は骨突起上の皮膚，軟部組織に外力により誘発された
虚血を原因とした創傷である。外力や骨突起は褥瘡発症部
位によって異なると考えられるが，その違いについては不
明である。一般に，浅い褥瘡の形成には皮膚と平行方向の
外力（いわゆるずれ力），深い褥瘡の形成は圧迫と関連し
ており，また，褥瘡に特徴的にみられるポケット形成は，
深部組織の虚血と関連している。そのため，創の形態を詳
細に観察することによって褥瘡発症に至った外力の履歴を
推定できる可能性がある。
【方法】
「深い褥瘡のポケット部位上に浅い皮膚損傷を有する症例」
に注目し，このような形態を「二層性褥瘡」と名付けた。
さらに，568創面の診療記録から二層性褥瘡に該当する症
例を発症部位別に抽出し，その発症頻度を分析した。
【倫理的配慮】
当該機関での倫理委員会の承認を得ておこない，患者の個
人情報保護に留意した。後ろ向き研究であり，対象者への
介入はおこなっていない。
【結果】
355名の患者に発症した568個の褥瘡のうち，247個が III
度以上（NPUAP分類）の深い褥瘡であり，74個にポケッ
ト形成が見られた。III度以上の褥瘡において，二層性褥
瘡（ポケット上に浅い皮膚損傷が存在）は，仙骨部19／
68（27.9％）が最も多く，坐骨部１／７（14.3％），尾骨部
２／16（12.5％），腸骨部１／13（7.7％），大転子部１／
29（3.4％）であった。仙骨部と腰部の他の部位（尾骨部，
坐骨部，腸骨部，大転子部）に対してカイ二乗検定をおこ
なったところ，仙骨部は二層性褥瘡を有意に多く発症して
いた（p＝ 0.004）。下腿部や足部等には二層性褥瘡は見ら
れなかった。
【考察】
仙骨部褥瘡に二層性褥瘡が好発する理由を論理的に説明す
るために，二次元的なモデルを考案した。そのモデルにお
いて骨突起の大きさや外力，軟部組織の移動性に注目して
図式化・概念化した。そのモデルから，二層性褥瘡が仙骨
部に多くみられた機序として，仙骨部は骨突起面が広いた
めに，加わった外力が深部への圧迫の力と表層の平行方向
の力に分解されて加わったためと考えられた。一方で，尾
骨部などの骨突起部の幅が狭い部位では，加わった外力が
軟部組織の移動によって作用部位が変化するために，表層
に及ぼす外力が同時に発生しなかったと考えられた。つま
り，骨突起の広さと軟部組織の可動性による外力と骨の相
対的な位置関係が組織に加わる外力を規定するため，二層
性褥瘡の発症頻度に影響したと考えられた。
すなわち「外力と骨の相対的な位置関係」という新たな概
念が，看護ケアに重要となる褥瘡の発症機序を理解するた
めに必要であると考えられた。

【目的】
8020運動以降，口腔保健に関する意識は高まり，口腔機能
の維持管理に関する種々の施策が取り組まれてきた。先行
研究から口腔機能と全身の健康の関連性が明らかとなり，
臨床看護師の口腔ケアに対する関心は高まっている。今
回，看護師が関る口腔ケアに関する研究の動向をマトリッ
クス方式で分類することにより，口腔ケア研究の状況・問
題点を明らかにする。
【研究方法】
医学中央雑誌webを用いて文献検索を行い，キーワードは
「口腔ケア」（メジャー統制語）「看護師」とし，原著論文，
抄録ありとした。検索年数を介護保険が導入された2000年
以降とし，メジャー統制語が利用できない2000年から2002

年に関しては検索した後にタイトル，抄録の内容から口腔
ケアを主とした研究を選択した。検索された326件を対象
にマトリックス方式により，研究目的，研究方法，研究対
象，研究フィールド（病院，施設，在宅，地域）に分類し，
発表年毎に集計した。研究フィールド分類によって病院に
含まれた文献をさらに病棟の機能別，対象の病態・治療別
に分類し，口腔保健に関する施策との関連で分析した。
【結果】
2000年から2016年までの年間の研究数の推移を示したクロ
ス集計では，2006年を境に３倍以上に急増していることが
示された。その後，緩やかに減少し，2010年，2012年に増
加を示した。研究フィールド分類では248件が病院に分類
され，その文献を対象に，病棟の機能別に分類した結果，
一般病棟54件，療養病棟28件，高度急性期病棟27件等で
あった。病院の機能を横断的にみた研究が101件あり，内
容は他職種との連携効果，チーム医療，調査等であった。
さらに高度急性期病棟，一般病棟，療養病棟に分類した文
献を対象に病態・治療の特徴別に分類し，口腔ケアを受け
る対象の特徴として化学療法，脳卒中，外科療法，気管内
挿管等が示された。
【考察】
研究数が急増した2006年の背景には医療・介護保険改定が
あり，介護報酬改定では栄養改善，口腔機能向上加算が示
された。診療報酬改定により，一般病棟にDPCが導入さ
れ，療養病棟では看護必要度，医療必要度がともに上昇し
たとの報告があり，肺炎等の合併症予防となる口腔ケアの
必要性があったことが推測される。またこの時期から歯科
領域との連携やチーム医療に関する研究が増加しており，
2010年の栄養サポートチーム加算の影響もあり摂食嚥下機
能と関連性の高い口腔ケアの研究につながったと予測され
る。2012年の研究の増加の背景には，周術期における口腔
機能管理の導入の影響が伺えた。研究数の推移からは，臨
床看護師が関わる口腔ケアには医療・介護保険が影響を及
ぼしていることが推測された。一方，歯科口腔保健法にお
いて対象とされる糖尿病，妊産婦等を研究対象にした文献
が少ないことも示された。
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257）褥瘡発症過程における外力と骨の相対的な位置関係
－「二層性褥瘡」の観察から－

○高橋佳子１，米田雅彦２

１中部大学生命健康科学部保健看護学科，
２愛知県立大学看護学部看護学科

258）口腔保健医療の動向からみた臨床看護師がかかわる
口腔ケア研究の推移

○吉田理恵１，門司真由美１，三好麻紀１，窪田惠子１

１福岡看護大学



【目的】
訪問看護師の認知症Group Home（以下；認知症GH）か
ら依頼される看護技術の実践状況から，訪問看護師がどの
ような思いを抱きながら看護と介護の協働・連携の中で看
護技術を行っているのか明らかにする。
【研究方法】
認知症GHにて看護技術を実施する際の訪問看護師の思い
を明らかにするために半構成的面接法による質的記述的研
究デザインを用いた。データ収集は2015年８月から2015年
11月に行った。分析は面接調査で得た訪問看護師の語りか
ら作成した逐語録をデータとして，意味内容の類似性に基
づいて分類整理し，サブカテゴリー，カテゴリーを抽出し
た。本研究は研究者の所属施設の研究倫理審査委員会によ
る承認を得て実施した（承認番号2015.A.001）。
【結果】
研究参加者は10名，平均年齢45.7歳，平均臨床経験年数
19.7年，平均訪問看護経験3.3年であった。認知症GH訪問
時に抱く看護師の「思い」について分析した結果，277の
コードから，76サブカテゴリーと６カテゴリーが導き出さ
れた。《関係性への思い》は〈関係性を築いている段階〉
〈ナースは恐いという固定的イメージ〉〈信頼関係を築くこ
との難しさ〉など19サブカテゴリー，《GHの組織管理へ
の思い》は〈施設による体制の違い〉〈施設長の方針によ
る影響〉など６サブカテゴリーから構成された。《訪問に
対するやりがい》は〈介護スタッフから相談されることで
のやりがい〉〈訪問することで頼りにされることの楽しみ〉
など６サブカテゴリー，《介入していく上でのジレンマ》
は〈介護スタッフと訪問看護師との仕事の範囲での悩み〉
〈行ってほしいケアが伝わらず継続されない〉など９サブ
カテゴリーからなり，《伝達・連携への思い》は〈入居者
の重要な問題が伝わらない〉〈連携をとることの限界〉な
ど13サブカテゴリー，《介護力に対する思い》は〈諦めな
いことの介護力の凄さ〉〈入居者を包み込んでいく介護の
力〉など14サブカテゴリーで構成された。
【考察】
訪問看護師は，《関係性への思い》や《GHの組織管理へ
の思い》を抱きながら，また，介護スタッフと訪問看護師
の役割に対する認識のずれから入居者の重要な問題が伝わ
らずに《介入していく上でのジレンマ》や連携をとること
の限界を感じ，《伝達・連携への思い》としての戸惑いが
生じていることが明らかになった。その一方で訪問看護師
は，介護スタッフから頼りにされることで《訪問に対する
やりがい》を感じ介護スタッフの諦めない介護力を目の当
たりにして《介護力に対する思い》を実感していることが
考えられた。今後は，お互いの業務の専門性を認め合い協
働していくことで，入居者へのより良い看護技術が提供さ
れることが示唆された。

【目的】
舌苔除去に用いられる道具は，様々なものが開発されてい
るが選択基準は明示されていない。効果的に適切な舌苔除
去を行うための基礎研究として，一般的に使用されている
舌清掃道具の舌苔除去効果について舌苔除去時の擦過回
数，擦過時間，舌苔除去率などから比較検討を行った。
【方法】
模擬舌は，マイクロファイバー素材を用いて独自に作成し
た。舌清掃道具は，歯ブラシに類似した口腔粘膜用ブラシ
の３種類（Ａ：密な植毛でヘッドが大きい，Ｂ：全周が毛
で覆われた球面ブラシ，Ｃ：吸引機能付き），舌ブラシの
３種類（Ａ：ヘラ状で舌接着面が波型，Ｂ：先端部にス
キージー付き，Ｃ：舌接着面にループ状の毛を被覆），ス
ポンジブラシの２種類（Ａ：七角形，Ｂ：吸引機能付き）
の計８種類である。擦過圧力は，先行研究から適切とされ
た40～60gになるように電子天秤上で圧を維持した。模擬
舌上に５ｇのでんぷん糊を舌全体に広げ舌苔が100％付着
している状態を作成し，肉眼的に舌苔が消失するまでの各
清掃道具の擦過回数と時間を測定し，前後の重量差から舌
苔除去率を算出した。なお，擦過時間には，ブラシのすす
ぎ時間も含まれている。測定は各５回繰り返し信頼性を担
保した。各清掃道具の比較は，Kruskal-Wallis検定を行なっ
た。有意水準は0.05未満とした。
【結果】
擦過回数の最少値は，舌ブラシAの6.8±1.1回，最多値は，
口腔粘膜用ブラシCの19.6±0.5回であった。口腔粘膜用
ブラシAは10.0±0.7回で，口腔粘膜用ブラシＣより有意に
擦過回数が少なかった（p＝0.002）。擦過時間の最短値は，
舌ブラシＡの69.6±4.5秒，最長値は，口腔粘膜用ブラシ
Ｃの140.2±8.1秒であり，スポンジブラシAは，127.8±7.6
秒であった。舌ブラシＡは，スポンジブラシＡ，口腔粘
膜用ブラシＣより有意に擦過時間が短かった（p＝0.001，
p＜0.001）。舌苔除去率の最高値は，口腔粘膜用ブラシＡ
の81.2±1.3％，最低値は，舌ブラシＢの74.4±3.4％であっ
た。口腔粘膜用ブラシＢは74.8±2.0％であり，舌苔除去率
は口腔粘膜用ブラシＡが有意に高かった（p＝0.021）。
【考察】
擦過回数の結果から，へらタイプの舌清掃道具は舌苔除去
時の擦過回数を減少できること，毛先が広がりにくい舌清
掃道具を選択すれば，擦過回数を減少できることが示唆さ
れた。擦過時間の結果から，歯ブラシタイプでは植毛間に
付着した舌苔の除去に手間取るため，不織布等で拭き取っ
たあと水洗いすることによる時短の可能性が示唆された。
舌苔除去率の結果から，毛先が細く長い毛が密に植毛され
ているブラシタイプの舌清掃道具に吸引機能が付いていれ
ば，舌苔除去率をさらに高くなることが示唆された。
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259）認知症グループホームにおける看護・介護の協働支
援に関する研究　－訪問看護師の思いに焦点をあて－

○有家　香１，鵜沢淳子１，休波茂子１，佐久間夕美子２

１亀田医療大学，２摂南大学

260）各種舌清掃道具の舌苔除去効果の検討

○米澤知恵１，道重文子２

１藍野大学医療保健学部看護学科，
２大阪医科大学大学院看護学研究科



【目的】
臨地実習で経験できない看護技術をいかに習得させていく
かが重要な課題となっている。そこで，我々はPBLチュー
トリアルを活用したシミュレーショントレーニング，発表
と講評の授業を実施している。この教育効果を調査し，看
護実践能力の獲得について検討した。
【方法】
１．授業概要：看護学科２年「基礎看護学演習Ⅱ」の４コ
マを用いて，1G５人程度のチームを構成した。１コマ目
に学習方法や評価方法について説明し，発熱もしくは呼吸
困難の事例についてPBLに基づいた発表と討論を行った。
２コマ目もPBLによる事例検討を行った。３コマ目に事
例に対応したシミュレーションを学生同士で実施した。４

コマ目は，高機能シミュレータで事例を再現，チーム代表
学生が７分間で症状緩和を図りながら状況把握し，リー
ダー看護師（教員）に２分間でSBERにならって報告させ
た。シミュレーション発表は，演示4Gに対し，同僚評価
4Gとした。同僚評価Gの学生は，「デブリーフィングシー
ト」で評価した。その後，質疑応答の時間を設けた。２．
評価方法：PBL評価表に基づく評価と授業終了後の「シ
ミュレーショントレーニングでの学び」をテーマにしたレ
ポート評価を行った。３．分析対象：研究の趣旨に同意し
た学生54人のレポート。４．分析方法：課題レポートの本
文をテキストデータとしてKHcoder計量的テキスト分析を
行い，頻出語150語を抽出。その後階層的クラスター分析
を行い，内容を分析した。さらに共起ネットワークを描出
し，結びつきを検討した。５．倫理的配慮：レポート採点
終了後に学生に研究への参加を口頭及び文書で説明，同意
を得た。所属施設の倫理委員会の承認を得た。
【結果】
頻出単語上位の数は，「患者」551，「考える」317，「グルー
プ」286，「看護」286，「自分」230，「行う」214，「学習
119，「ケア」108であった。クラスター分析では，〈バイタ
ルサイン測定と優先順位〉〈実際の援助技術を発表した授
業〉〈状況や状態の観察とアセスメント〉〈PBLの活用と
シミュレーション〉〈問題解決過程と学習方法〉〈患者に必
要なケアの学び〉〈グループ学習による学びの広がり〉の
７クラスターが抽出された。共起ネットワークでは，「患
者」を中心に「自分」「グループ」「看護」「実施」「学ぶ」
の結びつきが強く描出された。
【考察】
学生はPBLとグループ学習，シミュレーションの実施に
より事例の状況や状態の観察とアセスメントが重要である
こと，さらに患者に必要なケアの判断とその必要性に気づ
くことができていた。これらの学習は，学生に具体的な実
践をイメージさせ，看護実践能力の獲得につなげられる教
育方法であった。

【目的】
食事をよりおいしく摂取するための食事環境づくりの一助
とするため，塩味感受性に影響を及ぼすと言われている緑
色に注目し，種類の異なる緑色の注視が健康な人の塩味感
受性に及ぼす影響を明らかにする。
【方法】
20歳代の味覚異常のない健康な男女31名を対象とし，条件
１．生成り色のオーバーテーブル（以下，コントロール），
条件２．濃緑色の色画用紙を置いたオーバーテーブル，条
件３．白緑色の色画用紙を置いたオーバーテーブルをそれ
ぞれ５分間注視する実験をＡ大学実験室で行った。実験は
同被験者に３条件を，日を変え順序効果を相殺して実施し
た。測定指標は，塩味感受性として塩味味覚閾値（以下，
味覚閾値）及び味覚閾値の濃さ（以下，味覚感覚），食欲， 
食事の背景色としての評価とした。味覚閾値は，研究者が
塩化ナトリウム溶液を市販の味覚検査用試薬（三和科学研
究所製）を用いて0，0.15，0.3，0.625，1.25，2.5，5％の７段
階の濃度の試薬を作製して測定した。被験者を椅座位と
し，ピンセットで挟んだ濾紙に試薬をしみこませ，舌前方
に置き，塩味を感じた時点の試薬の濃度を味覚閾値とし
た。さらにその濃さについて，非常に濃いから非常に薄い
までの７段階で回答してもらった。食欲については，介入
前後に有無と程度を７段階で， 食事の背景色としての評価
は３条件終了後に，７段階で回答してもらった。分析は，
全ての条件で味覚閾値が測定できた男性14名，女性14名の
計28名を対象とし，各測定値を３条件間で比較，さらに介
入後に味覚閾値が変化しなかった者および低下した者を敏
感群，上昇した者を鈍感群として比較した。有意水準は
５％未満とした。倫理的配慮は，所属大学の倫理審査委員
会の承認を得て実施した。
【結果】
各色を注視することによる味覚閾値への影響に有意差はな
かった。濃緑色の注視は，コントロールよりも味覚閾値を
敏感にさせる影響が大きく，鈍感にさせる影響は小さかっ
た。白緑色の注視は，コントロール及び濃緑色よりも味覚
閾値を鈍感にさせる影響は小さかった。白緑色の注視は，
他の２色よりも敏感群の割合が高かった。味覚閾値が変化
しなかった者において，白緑色の注視は，濃緑色よりも味
覚感覚を敏感にする傾向があった。コントロール及び白緑
色は，濃緑色よりも食事の背景色としての評価が有意に高
かった。各色を注視することによる食欲への影響はなかっ
た。
【考察】
各色の味覚閾値への影響に有意差はなかったが，濃緑色よ
りも白緑色を注視する方が塩味感受性を敏感に保つ傾向に
あった。食事の背景色としての評価が有意に高かったこと
からも，白緑色を食事トレーやテーブルクロス等に使用す
ることで，塩味を濃く感じる食事環境を整えることができ
る可能性が示唆された。
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261）看護実践能力を高める技術演習の検討　－PBL
チュートリアルを活用したシミュレーショントレー
ニング－

○川崎久子１，石塚敏子１，平野宏美１，佐藤信枝１

１新潟医療福祉大学

262）種類の異なる緑色の注視が健康な人の塩味感受性に
及ぼす影響

○林　美登里１，乗松貞子１

１愛媛大学大学院医学系研究科



【目的】
心臓カテーテル検査後における苦痛を緩和するケアの基礎
資料とするため ,仰臥位安静時における後頸部と腰部の湿
熱温罨法のリラクセーション効果の違いを明らかにする。
【研究方法】
実験は20～30歳代の健康な女性16名を被験者とし，2016年
３月～６月に環境条件を整えたＡ大学実験室で行った。介
入条件は後頸部と腰部それぞれに桐灰社製：「あずきのチ
カラ首肩用」を常温のまま20分間貼用（以下，コントロー
ル）及び50℃（接触皮膚温43℃以下）に温め20分間貼用（以
下，加温）の４条件とし，同被験者に日を変え順序効果を
相殺して実施した。体位は仰臥位で下肢伸展位とし，両手
掌は上向きに統一した。測定機器を装着し５分間の安静後，
唾液アミラーゼ活性値，血圧，快適性評価指標として，「身
体の温かさ」「心地よさ」「眠気」「リラックス」，罨法部位
の皮膚表面温度の順に測定した。介入後も介入前と同様に
測定した。手足末梢皮膚表面温度，深部体温，自律神経系
活動（SDNN，HF，LF/HF）は実験終了まで継続測定した。
４条件終了後に，湿熱温罨法の希望部位と理由について回
答してもらった。分析には，ばらつきの大きかった深部体
温のデータを除いた全被験者のデータを使用し，SDNN，
HF，LF/HF，手足末梢皮膚表面温度，アミラーゼ活性値
について５分毎の値または介入前後の値から平均変化率
（各測定値÷介入前の測定値）を求め，４条件間の介入前
後で比較した。自由記述については，類似した内容により
分類した。なお，有意水準は５％未満とした。倫理的配慮
は，所属の研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】
生理的指標において，手足末梢皮膚表面温度は，後頸部加
温が腰部加温に比べ高く推移した。SDNNは，腰部加温
のみ有意に上昇した。HFは，後頸部加温の方が早期より
高く推移し，腰部加温に比べ介入前半から上昇傾向にあっ
た。LF/HF，血圧値は，４条件ともに有意差はなかった。
唾液アミラーゼ活性値は，後頸部加温の方が下降する推移
を示した。心理的指標において，両加温ともに介入前に比
べ介入後は有意な上昇がみられた。特に「身体の温かさ」
は後頸部加温より腰部加温の方が高く上昇していた。仰臥
位安静時に希望する湿熱温罨法部位は，約７割が腰部で，
理由は「温かさ」「リラックス」「体位」「心地よさ」「眠気」
のカテゴリーに分類された。
【考察】
生理的指標測定結果からは後頸部加温，心理的指標測定結
果からは腰部加温の方がリラクセーション効果が高いこと
が示唆されたが，効果に大差は認められなかった。この結
果を踏まえると，臨床における心臓カテーテル検査後の湿
熱温罨法部位としては，鼠径部の安静が維持できる後頸部
の方が適していると考えられた。また，体位など対象者の
安楽性を考慮する必要性も示唆された。

【目的】
基礎看護学実習において患者－看護学生間の良好な人間関
係が築けた場面から，学生はどのような意味づけをしてい
たかその内容の特徴を明らかにする。
【方法】
１．対象者：Ａ大学看護学部で基礎看護学実習を履修し，
研究参加に同意が得られた２年生93名。２．調査期間：平
成28年12月。３．データ収集：質問紙調査。調査内容：
１）受持ち患者と良好な人間関係が築けたと感じた場面の
有無，２）その場面はあなたにとってどのような意味をも
ちましたかとした。３．分析：内容分析。記述を一文章一
意味内容になるよう文章を抽出し記録単位とした。類似性
に沿ってコード化，サブカテゴリー化，カテゴリー化した。
４．倫理的配慮：所属機関の研究倫理審査委員会の承認を
得た後，対象者に研究の趣旨と倫理的配慮について口頭と
文章で説明し，文書で同意を得た。
【結果】
良好な人間関係が築けた場面は109件。その場面はあなた
にとってどのような意味をもちましたかに回答された110

記録単位を分析対象とした。記録単位を抽象化し59コー
ド，23サブカテゴリー，６カテゴリーが抽出された（カテ
ゴリーは〈　〉で示す）。〈患者との接し方とコミュニケー
ション能力向上の必要性〉は，患者との接し方を知る，コ
ミュニケーション能力を高める必要性を実感した内容で，
〈患者の気持ちや心情を知り人間関係づくりの基盤とする〉
は，病気を体験している患者の気持ちや心情を知る，人間
関係・信頼関係づくりへの気づき，人と関わる楽しさ難し
さを実感する内容であった。〈次の実習へ向けての自信・
活力・意欲の向上〉は，今後の実習に向けての自信と看護
師を目指す上での自信，達成感による活力を示した。〈看
護師になりたい気持ちの高揚と看護師像を描く〉は，改め
て看護師になりたい気持ちが高まる思い，将来の看護師像
を描くきっかけとなる，〈知識・技術・アセスメント能力
の獲得と課題〉は，援助の経験が良い勉強になる，知識・
技術の向上が課題となることを示した。〈その人らしさや
個別性を考えた援助をする〉は，個別性を考えた援助の経
験を踏む，患者の気持ちに寄り添う看護を考える内容で
あった。
【考察】
良好な人間関係が築けた場面から生じる学生の意味づけの
特徴は，患者との接し方を知る土台と患者の気持ちや心情
を知り人間関係・信頼関係づくりへの気づきを得た経験か
ら，学生の自信と意欲を高め，看護師になりたい気持ちを
固めるなど，内発的動機づけの高まりを示していた。一
方，個別性を考えた援助やその人らしさを活かしたケアを
実施する，患者の気持ちに寄り添う看護など，患者に心か
らの関心を向けた関わりをすることの大切さを価値づけ，
援助的な人間関係を形成する過程を学んでいるという特徴
を持つと考えた。
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263）仰臥位安静時における後頸部と腰部の湿熱温罨法の
リラクセーション効果の比較

○須田幸子１，乗松貞子１

１愛媛大学大学院医学系研究科

264）基礎看護学実習における患者　－看護学生間の良好
な人間関係が築けた場面から生じる意味づけの特徴

○鶴田晴美１，菅沼澄江１，小林洋子１，上田葉子１

１群馬医療福祉大学看護学部



【目的】
転倒・転落のハイリスク群である脳血管障害に対して行わ
れている予防策について検討し，今後取り組むべき課題を
検討する。
【方法】
１．文献検索方法：医学中央雑誌WEB（Ver.５）版を用い，
2016年９月までの文献を対象に検索を行った。キーワード
は「脳血管障害」，「看護」，「転倒・転落」とし原著論文に
限定した。２．分析方法：回復期リハビリテーション病棟
における脳血管障害患者の転倒・転落予防策について，実
際に転倒・転落件数が減少したと報告されているものを抽
出し，転倒・転落予防策毎にカテゴリー化した。３．倫理
的配慮：得られた文献について，著作権を侵害しないよう
に配慮した。
【結果】
文献検索の結果105件が抽出された。その中で，回復期リ
ハビリテーション病棟における脳血管障害患者の転倒・転
落予防策について，転倒・転落件数が減少したと報告され
たものは５件であった。予防策は〈入院初期からの離床セ
ンサーの使用〉，〈転倒転落アセスメントスコアシートや
チェックシートの導入〉，〈ナースコールの視覚刺激に視点
を置いた工夫〉の３つに分類された。１）入院初期からの
離床センサーの使用：対象者はナースコールの認識がなく
危険行動がみられるため，入院初期から離床センサーを使
用し，転倒につながる危険行動があれば，看護師間でカン
ファレンスを行い，転倒・転落時には24時間以内に看護師
と担当セラピスト間でカンファレンスを実施していた。ま
た，離床センサーが有効に使用できるよう病室の環境整備
をした。２）転倒転落アセスメントスコアシートやチェッ
クシートの導入：チェック内容を明確にし，転倒・転落の
危険性のアセスメント能力を一定に近づけることができた
ことが予防につながっていた。３）ナースコールの視覚刺
激に視点を置いた工夫：患者の状態に合ったナースコール
表示カードをベッド柵やトイレに設置した。表示は文字や
色を工夫し，高次脳機能障害にはナースコールに蛍光テー
プを貼り，トイレや車いすの絵などを記載する等の工夫を
行っていた。
【考察】
脳血管障害では半側無視や病態失認，注意障害などにより
転倒につながる危険性があるため，病室や病棟の環境整備
が重要である。入院時に転倒・転落アセスメントシートを
利用し，転倒・転落の危険性をアセスメントし，適時カン
ファレンスを行い，チーム全体で統一したアプローチが実
施されていた。転倒・転落アセスメントシートの活用では
評価日を決め，定期的に更新していくことが必要である。
また離床センサーの使用や視覚からの刺激も有効であるこ
とから，患者それぞれの病態の特徴を理解して予防策を講
じていく必要がある。

【目的】
回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期リハビリ病
棟）における，脳血管疾患患者の移乗時見守り解除におけ
る判断要因を明らかにする。
【研究方法】
１．用語の定義：移乗時見守りとは，車椅子・ベッド間の
移乗時に，介助の準備をしつつ患者の直ぐ傍で観察を行う
こと。２．対象者：平成28年３月に一般社団法人回復期リ
ハビリ病棟協会に登録している中国・四国地方の回復期リ
ハビリ病棟を有する病院のうち，研究協力の得られた病院
に勤務している看護師。３．調査方法：無記名による自記
式質問紙調査で，郵送法にて回収し返送をもって同意を得
た。４．調査内容：１）対象者の属性（年齢，性別，看護
師経験），２）判断要因：入院当日（以下，入院時）・入院
２か月経過時（以下，２か月経過時）・退院２週間前（以
下，退院前）の３つの時期について，共通項目は14項目と
し，入院時に１項目，２か月経過時に５項目，そして退院
前に10項目を追加した独自の項目を作成した。５．分析
方法：判断要因は，「非常に重視する」８点から「全く重
視しない」１点に得点化した。３つの時期ごとに因子分析
を行った。属性とそれぞれの因子得点との関係は，相関係
数，t検定を用い分析した。看護師経験は15年以上を高群，
15年以下を低群に分類した。６．倫理的配慮：愛媛大学大
学院医学系研究科研究倫理審査委員会の承認（看28-5）を
もって実施した。
【結果】
質問紙は50病院に1120部を配布し，511部を回収した（回
収率45.6％）。１）属性は平均年齢42.1±10.6歳，性別は女
性464名（90.8％）で，看護師の平均経験年数は16.7±10.8
年であった。２）因子分析の結果，入院時12項目４因子構
造，２か月経過時16項目４因子構造，退院前では21項目５

因子構造となった。３つの時期に共通して抽出された因子
は【患者の身体能力】【患者の主観的要因】であった。入
院時のみ抽出された因子は【患者の移乗動作に関する手順
の確実性や身体機能】【患者の認知能力・前情報】であっ
た。２か月経過時と退院前に共通して抽出された因子は
【患者の移乗動作に関わる能力・理解力】【患者の転倒・危
険動作】であった。退院前のみ抽出された因子は【患者の
退院後の生活環境】であった。３）看護師経験と因子得点
との関係では，２か月経過時と退院前における，【患者の
主観的要因】は看護師経験がある者の得点の方が有意に高
かった。
【考察】
見守り解除の判断要因のうち，患者の解除を希望する意思
や価値観といった主観的な要因を重視することは，患者の
最も近くで24時間関わる看護師に期待される役割であり，
看護師経験を積むことでこうした態度が形成されることが
示唆された。
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265）回復期病棟に入院中の脳血管障害患者に対する転
倒・転落予防策に関する文献的考察

○高橋宥次１，目黒優子２

１東京都済生会中央病院看護部，
２新潟医療福祉大学健康科学部看護学科

266）回復期リハビリテーション病棟における移乗時見守
り解除における看護師の判断要因

○山本恵子１，陶山啓子２，中村五月３

１医療法人財団尚温会伊予病院，２愛媛大学大学院医学系
研究科看護学専攻，３聖カタリナ大学人間健康福祉学部
看護学科

　
第６群　リハビリテーション看護　13：45 ～ 14：35



【目的】
本研究は，成人看護学における回復期看護の中でリハビリ
テーション看護演習を取り入れた授業の工夫を行い，その
効果を明らかにし，今後の教育支援の示唆を得ることを目
的とした。
【方法】
研究対象者は，Ａ大学看護学部３年生87名を対象とし，授
業後に研究の同意が得られた学生である。データ収集方法
は，リハビリテーション看護の授業後，無記名の自記式質
問紙10項目，４段階のリッカート法（１：全くそう思わな
い～４：とてもそう思う）を配布し，同意が得られた者の
み質問紙を回収ボックスにて回収した。調査期間は2015年
７月～12月。倫理的配慮は，前所属大学倫理審査委員会承
認（KWU-I RBA#15082）後，研究対象者に研究への協力・
参加の有無は，本人の自由意思によるものとし，協力を拒
否した場合でも，いかなる不利益が生じないことを文書と
口頭にて説明した。
【授業内容】
全授業15回中３回目
１）授業のテーマ：リハビリテーション看護の患者理解を
深める学習
２）患者設定：Ａ）右下腿骨骨折患者の松葉杖を使用した
歩行体験，Ｂ）脳梗塞で右片麻痺患者の階段昇降体験，Ｃ）
顔面神経麻痺患者の口腔ケア体験
３）演習方法：患者役 ,看護師役 ,観察者役に分かれてロー
ルプレイを行う。
【結果】
87名中79名の質問紙を回収した。（回収率90.8％）結果は，
患者の理解を深める体験として，患者役，看護師役，観察
役を通して，各質問を行った。患者役では，〈患者の障害部
位・程度の理解〉，〈障害を持ちながら生活する不自由さ〉，
〈障害を持つ人の心理面の理解〉についての平均値が3.2～
3.4と３役の中では，最も高くみられた。看護師役では，〈患
者の障害部位・程度を理解した上での介助〉，〈障害を持つ
人の生活上の問題の明確化〉，〈障害を持つ人の生活上の援
助の明確化〉，〈障害を持つ人の心理的支援の重要性理解〉
の平均は3.1～3.2だった。観察者役では，〈看護師の必要
性〉，〈患者のニードの明確化〉，〈看護師の援助方法の理解〉
の平均が3.1～3.2と看護師役と同様な結果がみられた。
【考察】
学生は，患者役を通して「看護師の声かけや配慮でリハビ
リを頑張ろうと思った」「側で見守られて安心感があった」
と感じていた。看護師役では「患者の安全を守れる立ち位
置」患者の観察」を重要視していた。観察者役では「２

者間のコミュニケーション」「客観的な立場で見ることが
できた」と意欲的に演習に取り組めていた感想が多く聞か
れ，患者の理解が深められたと考えられる。この演習形式
をとり，障害をもつ人の関心や理解がみられ，その後の授
業への関心も高められた。

【目的】
スポーツトレーナーがスポーツ外傷受傷後のアスリートの
心理面でのサポートを行う上でどのように思い，感じ，行
動しているのかを明らかにする。
【研究方法】
スポーツトレーナー３名に半構成的面接を行い，質的統合
法（KJ法）で分析を行った。面接内容を逐語録に起こし，
内容を一つの意味ごとにまとめ単位化し，元ラベルとし
た。ラベルの類似性で集め，表札をつけて命名する作業を
くり返し行い，最終段階で「事柄」〈エッセンス〉の二重
構造でシンボルマークを付け図解化した。
【倫理的配慮】
対象者へ研究の趣旨，個人的情報の保護について説明し同
意を得た。なお，本研究は名桜大学人間健康学部看護学科
の倫理審査を受け，承認を得て実施した。
【結果】
スポーツトレーナーは，〈苦楽を共感した関わりで得たや
りがい感〉から「アスリート，トレーナーの相互作用」が
あることを感じていた。それを基盤とし，「トレーナーと
しての責任ある行動」〈人と人との関係がスムーズにいく
ようなサポート〉を実践していた。しかし「サポートする
上で生じる困難さ」〈人数不足と距離感からくるやるせな
い思い〉を抱えていた。トレーナー活動の中で「サポート
後に生じる意識」として〈自身の反省から，前向きに考え
る思い〉があった。スポーツトレーナーが心理面でのサ
ポートを行う上での思いや行動は，〈アスリートが不安な
く前向きでいられるようなサポート〉を実施することで
あった。それは「トレーナーとしての須要な行動」であり，
受傷したアスリートが復帰するまでの心理的サポートとし
て大きな力となっていた。
【考察】
高橋ら（2011）はスポーツトレーナーの仕事としてスポー
ツ外傷の応急処置，スポーツ復帰への手助け，コーチドク
ターの間での橋渡しがあると述べている。対象者もトレー
ナーとしての強い責任感のもと，アスリートを取り巻く人
の間に存在し，両者の関係がスムーズにいくよう調整役を
果たしている。対象者は受傷アスリートに対し，コミュニ
ケーションを取ること，思いを傾聴すること，ネガティブ
にならないようモチベーションを保つよう働いている。ト
レーナーは一番近くで受傷アスリートの思いや考え，不安
を聞く立場にある。それは受傷から復帰までの過程でアス
リート自身の自己効力感を強くするサポートであると考え
る。岡田（2005）は，一人一人が自己研鑽により専門性を
高め，運動専門職として役割を果たすことが期待されてい
ると述べている。この様にモチベーションを落とさないよ
うな関わりはアスリートの自己効力感へと繋がり，受傷ア
スリートを身体面と心理面の両面からサポートしていくた
めのトレーナーとしての不可欠な行動であると考える。
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267）成人看護学における回復期看護の授業方法の検討
－リハビリテーション看護演習の効果に焦点をあて
て－

○石渡智恵美１，菱刈美和子２

１帝京科学大学医療科学部看護学科，
２元共立女子大学看護学部

268）スポーツ外傷受傷後の社会人アスリートへの心理的
サポート

○東仲里早彩１，山城香純１，小浜弘之１，伊波弘幸２

１元名桜大学人間健康学部看護学科，
２名桜大学人間健康学部看護学科



【目的】
タブレットに模範映像と学習者映像を同時に掲示できるシ
ステムを活用した手軽で場所を選ばずに訓練可能な口腔機
能向上プログラムを開発し，そのタブレットを高齢者に使
用してもらい，対象者の反応に基づき，システム，コンテ
ンツ，プログラム全体を評価することを目的とした。
【方法】
システムの開発：タブレットに模範映像と学習者映像を同
時に映すシステムを情報システム専門家と供に開発した。
コンテンツの作成：「ぱたから体操」を用いたプログラム
を作成した。すべて実施しても２分以内に終了できるよう
構成した。模範映像は，独自に女の子のイラストを研究協
力者と供に作成し，音声と同時にイラストの口元が動き，
文字が表示される。
プログラムの実施・評価：2016年11月に実施。対象者は，
デイサービス利用高齢者のうち，認知機能低下がなくタブ
レット操作が可能な者とし，施設スタッフから紹介を受
け，研究協力への同意を得た。対象者は，週３回の通所時
に，連続４回タブレットを使用した。第１回と第４回に訓
練映像の撮影と聞取りをした。調査は，タブレットの操作
性，映像，訓練内容に対して，「悪い（１点）」から「よ
い（４点）」で評価し，摂食・嚥下状況の変化の有無，そ
の他意見や感想を聞取った。
倫理的配慮：対象者には研究の趣旨，目的，方法，利益不
利益，守秘義務，データ管理方法，参加の任意性などを文
書と口頭で説明し，同意書を交わした。長崎県立大学一般
研究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
対象者は，５名（男性４名，女性１名）であり，年齢は72

歳から84歳であった。全員，タブレットの使用経験はな
く，日常的に携帯端末等使用していない。「映像の見やす
さ」は４点４名，１点１名，「文字の大きさ」は４点２名，
１点３名，「イラストの印象」は４点５名であった。学習
者映像については，４名が自分の映像は見ていなかった。
訓練の内容では，「言葉の配列」は，４点２名，３点１名，
１点１名，「速度」は３点３名，１点２名，「時間の長さ」
は４点２名，３点２名，２点１名，「音の大きさ」は４点
３名，３点１名，２点１名であった。摂食嚥下状況の変化
はなかった。操作性として１回目より４回目がスムーズに
使用できていた。また，タッチ操作が面倒で文字が小さく
押しづらい，一人では難しい，慣れれば家でも使えそうと
いう意見があった。
【考察】
映像やイラストに対する対象者の評価は，概ね良好であっ
た。しかしタッチ操作は慣れるまでに時間が必要であった。
文字の大きさや訓練内容の速度・時間の長さに改良が必要
であった。学習者映像は見る余裕がないため，録画機能等
の追加やコンテンツの工夫が必要であった。しかし，高齢
者でもタブレットが訓練に活用できる可能性は高まった。
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269）タブレットによる学習システムを活用した口腔機能
向上プログラムの開発

○永峯卓哉１，三重野愛子１，山澄直美１，吉田恵理子１

１長崎県立大学看護栄養学部看護学科



【研究目的】
本研究の目的は，地域包括ケアを行う病棟看護師が認識す
る認知症高齢患者に対するシームレスケアを明らかにする
ことである。
【研究方法】
３つ地域包括ケアを行う病棟（地域包括ケア病棟あるいは
地域包括ケア病床）で勤務する看護師２名を看護部長に人
選を依頼し，６名を対象者とし平成28年６月から８月にア
クティヴ・インタビュー調査を実施した。調査内容は，地
域包括ケアにおける病院から在宅療養への認知症高齢者に
対するシームレスケアの現状，地域包括ケアにおける病院
から介護施設への認知症高齢者に対するシームレスケアの
現状，とした。分析は，録音したインタビュー内容を逐語
録とし，分析データとした。次に，分析データを，総合
的な理解を達成するために何度か読み，その後，インタ
ビューによって得られた記述を，意味のまとまりごとに
コードとし，個々のコードの類似性に着目をしてカテゴ
リー化し，類似性の分類を忠実に反映させたカテゴリー
ネームをつけた。結果は，研究者間で繰り返し検討を重
ね，すべての研究者が結果に同意をするまで繰り返し分析
を行った。
【倫理的配慮】
調査対象である病院の看護部長に対して口頭と文章で調査
依頼を行った。調査対象者に対しては，口頭と文書を用い
て調査依頼を行い，同意書にて同意を得た。本研究の協
力・同意の有無によって職務上の不利益を被ることがない
こと，研究の参加は自由意思であり，学会等で発表するこ
となどを説明した。なお，本研究は，岐阜大学大学院医学
系研究科医学研究等倫理審査委員会（承認番号28-64）の
承認を得て実施した。
【結果】
対象者は女性５名（83.3％）であり，平均年齢±SDは
37.8±8.0歳であった。地域包括ケアにおける認知症高齢
者のシームレスケアのコードは17サブカテゴリーに分類さ
れ，さらに「生活行動に着目したシームレスケア」，「転帰
先の療養の場に着目したシームレスケア」，「多職種協働で
行うシームレスケア」，「認知症であっても必要な医療に繋
げるシームレスケア」の４カテゴリーに類型化された。 
【考察】
入院の経緯となった主疾患だけではなく，認知症によって
も日常生活に何らかの援助が必要になることも多い。患者
のもてる力を見出し，今までの生活リズムへ戻ることがで
きる看護を展開していくことが求められる。入院早期から
在宅生活を視野に入れ，家族形態や認知症に対する認識の
状況に応じて，看護師が行う認知症高齢患者へのシームレ
スケアを実践することへの示唆を得た。

【目的】
誤嚥性肺炎のリスクがあると診断された高齢期にある患者
が，安全にかつ食事を楽しむことができる経口摂取方法の
可能性に関する看護援助の方法について明らかにすること
を目的とし，今後取り組むべき看護援助について検討す
る。
【方法】
１．文献検索方法：医学中央雑誌WEB（Ver.５）版を用
い，「高齢者」，「誤嚥性肺炎」，「経口摂取」をキーワード
とし，2011年から2016年までの５年間に掲載された文献を
対象に検索を行った。２．分析方法：対象文献の患者の背
景，看護援助について比較し，高齢患者が誤嚥性肺炎を発
症せず，経口摂取を行うために必要な看護師の介入方法に
ついてカテゴリー化した。３．倫理的配慮：得られた文献
について著作権を侵害しないように配慮した。
【結果】
文献検索の結果，283件が抽出され，そのうち原著論文，
看護文献に絞り込んで検索した結果21件の文献が絞り込ま
れた。その中で，医学系，看護系に関連する学会誌から研
究目的に沿っている７件を分析の対象とした。１．対象者
の背景：患者は老年期にあり，基礎疾患として脳梗塞が
あった。患者は誤嚥性肺炎を頻回に繰り返している，もし
くは誤嚥性肺炎と診断されていた。そのため，経口摂取が
不可能な状態であった。２．看護援助方法：全ての事例の
患者が経口摂取へのニードを持っていたことから経口摂取
可能な状態になるために看護援助を行っていた。経口摂取
の際のギャッチアップと食形態の変更，嚥下訓練，口腔ケ
ア，義歯の調整，散歩の５種類の看護援助があった。３．
介入後の患者の経口摂取の状況：誤嚥性肺炎のリスクを軽
減する援助に対して，嚥下訓練や口腔ケアなどの訓練中の
対象者の気持ちや思いについての表現はみられなかったも
のの積極的に参加し，全患者が経口摂取に対するニードを
持っていた４件は，経口摂取が可能となり経口的に食事を
摂取するというニードが満たされていた。
【考察】
誤嚥性肺炎のリスクがある高齢患者が経口摂取可能になる
ためには，患者の経口摂取に対するニードを確認し，嚥下
訓練及び口腔ケアを軸として介入していくことが重要であ
る。さらに，嚥下訓練や口腔ケアだけではなく，食事の際
のポジショニングの工夫や体力づくり等の患者に合った看
護援助でアプローチしていくことで誤嚥性肺炎のリスクは
軽減され，経口摂取への可能性が広がっていくと考える。
しかし，口腔ケアの必要性は明らかになっているものの，
具体的な口腔ケアの方法については明らかになっていない
ことから，今後の課題は誤嚥性肺炎のリスクがある患者に
対する口腔ケアの具体的な方法について明らかにしていく
必要がある。
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270）地域包括ケアを行う病棟看護師が認識する認知症高
齢患者に対するシームレスケア

○小木曽加奈子１，樋田小百合２，渡邊美幸３

１岐阜大学医学部看護学科，２修文大学看護学部看護学科，
３岐阜医療科学大学保健科学部看護学科

　
第６群　老年看護　13：45 ～ 14：35

271）誤嚥性肺炎のリスクがある高齢患者の経口摂取可能
への看護援助に関する文献的考察

○井村優来１，目黒優子２

１北里大学病院看護部，
２新潟医療福祉大学健康科学部看護学科



【目的】
認知症患者へのかかわりにおける看護師の共感とその関連
要因を明らかにする。
【方法】
対象：全国の認知症疾患医療センターに勤務する同意の得
られた看護師1,815名とした。データ収集方法：2016年６

月に自記式質問紙調査（郵送法）を実施した。目的変数
は，共感経験尺度改訂版（角田，1994）を４タイプ（両向
型，共有型，不全型，両貧型）に区分後，共感の高い（以
下，両向型）と共感の低い（以下，両貧型）の２値とし，
説明変数を，個人要因，職場環境要因，看護実践の取り組
み，看護師の姿勢，ストレス対処能力では，山崎ら（2001）
が翻訳した日本語版 sense of coherence（SOC）を用いた。
なお，共感経験尺度改訂版の使用については，尺度開発者
の許可を得た。データの分析方法：目的変数である両向型
と両貧型との特徴をみるために，これら２値と説明変数に
ついて，χ２検定とｔ検定の結果，有意水準0.2未満の変数
を投入し，多重ロジスティック回帰分析を実施した。統
計処理にはSPSS Var24を用いた。倫理的配慮：本研究は，
Ａ大学倫理審査委員会の承認を得て実施した。（承認番号
M-69）。
【結果】
全国の認知症疾患医療センター88施設1,241人のうち，共
感経験尺度改訂版20項目に欠損がなく，認知症ケアを実践
しているスタッフ看護師824名を解析対象とした。両向型
は225名（27.3％），両貧型は148名（18.0％）であった。多
重ロジスティック回帰分析の結果，認知症ケアの実践状
況として，「毎日実践している」者は「時々している」者
よりも，2.022倍（95％信頼区間：1.237－3.305）両向型の
確率が高かった。ストレス対処能力（SOC）においては，
「SOC得点の平均が低い」者は，「SOC得点の平均が高い」
者よりも，0.957倍（95％信頼区間：0.925－0.990）両貧型
の確率が高かった（ｐ＜0.05）。
【考察】
看護師の認知症患者への共感が高い傾向にあった者は，認
知症ケアを毎日実践している者であった。このことは，相
手の立場に立ち，患者との相互作用を築くことが共感を高
めたと推察される。次に，共感が低い傾向にあった者は，
SOCの平均得点が高すぎ，ストレスへの対処がうまくで
きない（兵庫県立教育研究所，2015）ことから，患者への
共感を低くしていた可能性が考えられる。
以上のことから，勤務体制の調整やストレス対処できるよ
うな人間関係の調整，研修会の参加など，看護管理者や看
護師自身が意識的に改善することにより，認知症患者への
共感が高められることが期待できる。

【目的】
認知症患者が住み慣れた地域で自分らしく生活することが
できる社会を実現すべく「認知症施策推進総合戦略」が策
定され，認知症の早期診断・早期対応のための診療体制の
整備が進んでいる。しかしながら，認知症の告知を受けた
患者とその家族に対する支援は十分ではなく，体制を整え
ることが急務である。そこで本研究では，認知症の告知後
の支援システム構築のための基礎資料を得ることをねらい
とし，認知症患者と家族に対する認知症告知後の支援の現
状を明らかにすることを目的とした。
【研究方法】
対象者：Ａ県内の認知症外来に携わる看護師６名。データ
収集方法：半構成的面接調査。面接では，外来診療体制，
認知症告知の状況，告知後の支援の状況等について聞き取
りをした。面接は一人１回１時間程度。対象者の了解を得
て内容を録音した。分析方法：質的統合法を参考に類型
化。調査期間：2016年７月～９月。倫理的配慮：岡山県立
大学倫理審査委員会の承認を得た後に実施し，対象者には
文書と口頭により説明し同意を得た（承認番号16－11）。
【結果】
対象者の看護師平均経験年数は12.1年，認知症外来平均経
験年数は2.8年であった。認知症外来において，支援の不
十分さを自覚しながら，患者家族に関心を向ける関わり，
家族の負担軽減のための関わり等の支援が行われていた。
十分な支援ができない要因として，時間・場所・タイミン
グの確保が困難であること，知識不足や関わりへの自信の
なさ等が抽出された。（表１）
【考察】
限られた診療時間の中で患者家族の視点に立った支援を行
うことには限界がある。支援の質向上のために，診察の前
後で看護介入できるような診察時間の調整や人員配置など
の必要性が示唆された。また患者家族の生活状況の把握や
支援の方向性の検討につながる他職連携の必要性も示唆さ
れた。今後も実態把握のための調査を継続する必要があ
る。
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272）認知症患者へのかかわりにおける看護師の共感とそ
の関連要因

○吉新典子１，冨田幸江２，齋藤美和３

１埼玉医科大学短期大学，２埼玉医科大学保健医療学部，
３埼玉医科大学総合医療センター看護専門学校

273）認知症患者と家族に対する認知症告知後の支援の現状

○井上かおり１，實金　栄１

１岡山県立大学保健福祉学部看護学科

表１　認知症患者と家族に対する認知症告知後の支援の現状
【支援の現状】 【十分な支援ができない要因】

１．患者家族に関心を向ける関わり １．時間・場所・タイミングの確保の困難さ

２．家族の負担軽減のための関わり ２．知識不足や関わりへの自信のなさ

３．他の患者家族との交流を促す関わり ３．情報の共有や意見交換の機会の少なさ

４．患者家族の関係調整 ４．患者家族の関係性や生活状況の把握の困難さ

５．他職種への協力要請・協働

６．支援の不十分さの自覚

７．他職種の支援



【目的】
本研究の目的は，嚥下障害のある高齢患者に対する新人看
護師の食事援助に関する一連の看護行為の過程に生じる困
難感を明らかにすることである。
【方法】
新人看護師８名を各４名２グループに分けてグループイン
タビューを実施し，嚥下障害のある高齢患者への食事援助
に対する新人看護師の困難感をインタビューガイドに基づ
き聴取した。また，その時の状況を観察ノートに記録し
た。インタビュー内容は研究協力者の許可を得て，ICレ
コーダーに録音した。研究協力者の属性として，性別，年
齢，嚥下障害患者への食事援助の実施頻度など，質問紙へ
の記載を求めた。インタビュー聴取内容を逐語録におこ
し，観察内容を記録し分析を行った。分析方法は内容分析
にて実施した。分析過程においては老年看護学の専門家か
らスーパーバイズを受けた。
【倫理的配慮】
研究協力者に研究目的，方法，意義，研究協力が任意であ
ること，プライバシーの遵守などを口頭と書面で説明し同
意を得た。また対象施設の倫理委員会の承認を得て実施し
た。
【結果】
新人看護師の食事援助の実施に伴う困難感には，患者の覚
醒状態や嚥下状態が流動的に変化し判断が難しいこと，意
識障害や言語障害があり患者の意思や反応の推察・解釈が
容易でないこと，人工呼吸器を装着した患者や喉頭気管分
離術後の患者への食事援助の難しさ，全盲の患者への声か
けや開口するタイミング，飲み込みの有無の判断などが語
られた。これらは，患者の嚥下状態の判断が難しいことや
誤嚥のリスクが高い事例であることの条件を有していた。
これらの患者に対して食事援助を困難と感じながらも，す
べての新人看護師が，指導を受けながら，一口量や食物の
大きさ・形態，食具の選択，食塊の送り込みの速さ，ベッ
ドの角度や汁物の粘稠度といった食環境の調整，吸引の必
要性や呼吸状態，酸素飽和度の値の密な観察などを行って
いた。
【考察】
新人看護師の嚥下障害のある高齢患者への食事援助は，食
事援助行為と同時に患者の状態を判断し，次の動作を行
う。つまりアセスメントしながら，患者の生命の危険を回
避しようと安全な経口摂取を模索し促していた。しかし，
患者の覚醒状態や嚥下状態は流動的であり，食事援助の局
面毎の判断に基づいた看護行為が，場合によっては患者の
生命を危険に晒しかねない。それゆえ患者の嚥下状態の低
下に伴う困難感というよりは，未知で不慣れな状況におい
て生じるアセスメント能力の未熟さが困難感を招いている
と推察された。

【目的】
認知症高齢者居宅事業所において職員が実施する漸進的筋
弛緩法の継続についての困難や工夫の語りから，現場に定
着するまでのプロセスを明らかにする。
【研究方法】
１）研究デザイン：アクションリサーチ，２）データ収集
期間：平成27年５月～平成28年４月，３）対象者：グルー
プホーム及び小規模多機能型居宅介護に勤務する職員９名
（介護福祉士，看護師，介護支援専門員ら），４）データ収
集方法：職員へ半構造化面接（インタビュー）法を行った。
５）データ収集内容：インタビューでは，緊張や不安をコ
ントロールする方法である漸進的筋弛緩法を，実施する中
で気づいた困難や工夫している対応等を実施後１，２，３，
６ヶ月において語ってもらった。６ヶ月の過程では，施設
職員への教育，施設でのニーズの把握や課題の抽出，計画，
実施，評価を行った。６）分析方法：インタビュー内容は
逐語録を作成し，困難や対応を要約し，カテゴリー化した。
分析の厳密性については，研究指導者よりスーパーバイズ
を受けた。７）倫理的配慮：施設長，職員，高齢者，家族
へ口頭と文書にて研究の趣旨を説明し，同意を得た。所属
大学研究倫理審査委員会の承認（No.137）を得て行った。
【結果】
実施後１ヶ月では，「緊張や弛緩動作の実施や説明の難し
さ」，「消極的な職員の存在」が見られたため，緊張や弛緩
動作が高齢者に伝わりやすいような説明の工夫，職員間の
コミュニケーション不足の解消，職員の負担感を解消でき
るような工夫，を考えた。２ヶ月では，「実施を職員が業
務として認識している事」，「他の職員による実施時の状況
を参考にする事」が抽出され，職員へ実施についての思い
を聞くことや，実施時の状況を職員間で情報共有できる方
法の確認等を行った。３ヶ月では，「高齢者の参加を促す
ための工夫をしている事」，「実施による高齢者への良い変
化を感じている事」が見られ，方法の工夫による高齢者
に及ぼす影響や，高齢者に生じている変化について考え，
職員間で共有した。６ヶ月では，「高齢者間でのコミュニ
ケーションが見られる事」，「職員と高齢者のコミュニケー
ションが増えた事」，「実施回数の増加」等が確認できた。
【考察】
実施後１，２ヶ月では，日々の実施で感じる困難，実施を
続けていくことへの心配や職員間での協力の難しさ，と
いった課題があったが，実施状況を確認し，継続して実施
していくためにどのようなことが出来るかを，職員と研究
者が共に考えた。このことにより，３ヶ月では課題への対
応に対する効果が見られ，職員が自ら工夫をし，高齢者の
良い変化を感じながら実施でき，６ヶ月には，高齢者間，
高齢者と職員，職員間でのコミュニケーションも円滑に図
れ，定着につながったと考える。
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274）嚥下障害のある高齢患者への食事援助に対する新人
看護師の困難感

○吉峯尚志１，河口朝子２

１独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター看護
部，２長崎県立大学看護栄養学部看護学科

275）認知症高齢者居宅事業所における漸進的筋弛緩法の
実施が定着するまでのプロセス

○池俣志帆１，百瀬由美子２

１椙山女学園大学看護学部看護学科，
２愛知県立大学看護学部看護学科



【目的】
認知症高齢者の思いに添った看護は難しく，看護師は悩み
ながらケアしている現状がある。その一方で，認知症高齢
者の思いを尊重した看護実践ができる看護師もいるが，ど
のような経験によって実践を獲得していったのかについて
はこれまで明らかにされていない。そこで本研究では，熟
練看護師が行う認知症高齢者の思いを尊重した看護実践と
実践が行えるようになった経験について明らかにすること
を目的とした。
【研究方法】
１．研究デザイン：質的記述的研究
２．研究参加者：認知症看護に熟練していると施設の管理
者から推薦された介護老人保健施設の看護師
３．データ収集期間：2016年６月～９月
４．データ産出方法：参加者１名につき１回，認知症高齢
者に日々どのようなことを大切に考えて看護しているのか
等の質問項目を記したインタビューガイドを用いて半構造
的面接を行った。同意を得て面接内容を録音し，逐語録を
作成した。
５．分析方法：逐語録を繰り返し読み，研究課題に関連し
た内容に注目しながらコード化した。コードの相違点・類
似点を比較分類しカテゴリー化した。
６．倫理的配慮：兵庫医療大学倫理審査委員会の承認を得
て実施した。
【結果】
参加者は，研究協力の得られた看護師６名であった。デー
タ分析の結果，４個のコアカテゴリー，16個のカテゴリー，
36個のサブカテゴリーが生成された（以下にコアカテゴ
リーを〈　〉，カテゴリーを《　》で示す）。
熟練看護師による認知症高齢者の思いを尊重した実践は，
〈認知症看護の本質をつかみとった経験〉として語られ，
内容は《その人自身を理解する関わり》《思いに共感する
関わり》《自尊心を傷つける環境から守る関わり》《不安な
く穏やかに生活できる環境をつくる関わり》《認知症高齢
者の家族を気遣う関わり》であった。実践を行う上では，
《相手の価値観を大切にした関わり》《多様な価値観の受け
入れと吟味》という〈相手の価値観を受け入れより良い実
践を探求する経験〉を大切にしていた。熟練看護師は，こ
れらの実践獲得までに，《苦い看護経験ややりがいの持て
ない過去の自分》《自己の看護の振り返り》《相手への専心
と試行錯誤》《内省の意識化》《看護師としてさらなる成長》
《相互関係から人の温かさや持てる力への気づき》という
〈看護師としての自己を模索する経験〉をしていた。また
熟練看護師の根底には，《身につけてきた指針となる看護》
《自己の支えの実感》《一人の人としての人間観の形成》と
いう〈自己の基盤を形作る経験〉があった。
【考察】
熟練看護師は，日々の実践を積み重ねて得た経験に，自分
なりの解釈や意味づけを行い，実践につなげていた。ま
た，さらなる実践の獲得へ向けて，経験をらせん状に発展
させている可能性が見出された。さらに実践の獲得には，
認知症高齢者からのケアリング行動が原動力となっている
可能性が示された。

【目的】
高齢者を生活者の視点から捉える枠組みとして ICF（国際
生活機能分類）が看護基礎教育にも取り入れられてきた。
しかしながら，ICFの概念を看護学領域で広く活用するに
は至っていない（牧2016）。そこで，臨床看護師の ICFに
対する認識および臨床分野での高齢者の生活機能向上にむ
けた支援の現状を把握し，老年看護教育の改善に必要な基
礎データを得ることを目的とした。
【方法】
Ａ県内の200床以上の病院に勤務する看護師900人を対象
に，無記名自記式質問紙を送付し，調査を行った。調査内
容は，ICFについての認識・関心（７項目），高齢者・障
害者に対する看護の役割（８項目），在宅復帰に向けた評
価（６項目），多職種連携（７項目），高齢者の自立支援
（６項目），ICFを取り入れた実習指導に対する意識（３

項目）について，それぞれ５段階で回答を得た。分析統計
は ICFを「知っている」と「知らない」の２群に分けて，
ICFの認識の違いと高齢者看護の実践との関連について，
カイ二乗検定し，有意水準５％とした。倫理的配慮として
調査協力者には本研究の趣旨，個人情報保護，回答の自由，
公表等の説明を文書で行い調査票の返送にて研究に同意し
たものとした。また，所属大学倫理審査委員会において承
認を得た。（E15-0034）
【結果】
41病院の看護師577人から回答を得た（回収率64.1％）。年
代別では40代165人（28.6％）が最も多く，経験年数の20

年以上は171人（29.6％），10～20年未満は166人（28.8％）
で，両者で全体の約６割を占めていた。ICFを「知ってい
る」看護師は157人（27.2％）だった。ICFを「知ってい
る看護師」と「知らない看護師」の質問内容との関連では，
ICFを知っている看護師のほうが ｢看護に ICFを活用」，
「ICFへの関心」，｢ICFへの共感」，｢介護力の評価の実施」，
｢医療処置技術の評価の実施」，｢医療･介護保険の知識」，
｢障碍者福祉制度の知識」，｢多職種ファレンスの実施」，「統
一したアセスメント軸の必要性」，｢地域連携パスの活用」，
｢情報ネットワークの活用」，｢強みを引き出す看護」に高
い有意性を認めた。また，｢実習に前向きに取り組む」，「研
修会の開催」に対してもICFを知っている看護師のほうが
有意に高かった。
【考察】
老年看護学は，疾病や機能障害のみに視点を置くのではな
く，生活者としてとらえ，療養者および家族のニーズ･価値
観を尊重し，多職種と連携･協働しながら，持てる力を発揮
できるように介入していける思考過程を養うことが重要で
ある。その思考を促す際にICFは有効な概念になるものと
考えられており，今回の調査から，ICFの認識の高い看護
師は，ICFの概念への共感や多職種連携の重要性，家族支
援，強みへの支援に高い関連性が示された。しかし，病院
看護師のICFの認知度は非常に低く，今後はICFの普及促
進を図り，老年看護を充実させていく必要があると考える。
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276）認知症高齢者の思いを尊重した看護実践につながっ
た熟練看護師の経験

○末安明美１，細見明代１，山田千春１

１兵庫医療大学看護学部

277）病院看護師のICFに関する認識と老年看護の実践と
の関連

○榎本敬子１

１中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科



【目的】
看護学生（以下，学生）は，実習などで関わる高齢者や授
業で学ぶ高齢者の特徴のみで高齢者をイメージしてしま
い，高齢者の捉え方に偏りが生まれ，高齢者への理解を深
めるには課題がある。そこで，アクティビティ活動に参加
し地域で暮らす高齢者との関わりを通して学生の学びを明
らかにする目的である。
【方法】
2011年に入学したＡ短期大学看護学科２年生76名を対象と
した。今回２年次後期の高齢者看護学活動論の授業におい
て，学生は，地域で暮らす高齢者の姿を学ぶ目的で，高齢
者とともに老人会クラブ主催で行われるアクティビティ活
動（グランドゴルフ，レク体操，コーラスのうち選択した
１項目の活動）に参加し，高齢者との関わりをもつ機会を
設けた。その後「地域の高齢者との関わりから学んだこ
と」のアンケートの自由記述から１つの内容を１コードと
し，意味内容の類似性に着目して研究者間で検討を重ね，
カテゴリー，サブカテゴリー化し質的分析を行った。ま
た，キーワードは，IBM SPSS Text Analysis for Surveysを
用いて有向レイアウトを図式化した。
【倫理的配慮】
学生に文書及び口頭で研究の趣旨とともに研究協力は自由
意思であり，成績評価に影響しないこと，個人名は特定さ
れないこと，得られた結果は学会等で発表することを説明
し，質問紙の提出を持って同意を得た。なお，平成医療短
期大学の倫理審査委員会において承認（承認番号：H25-
43号）を得て実施した。
【結果】
研究協力の同意を得た学生61名分（80.3％）を調査対象と
した。属性は，性別では女性58名（95.1％），平均年齢は
19.87±1.80歳であった。同居経験の有無は，同居経験有は
39名（63.9％）であった。自由記述において94コードから
12サブカテゴリーが抽出され，《健康で元気に前向きな姿》
（30），《地域で生活する高齢者の姿》（19），《生きがいを持
ち楽しんでいる姿》（18），《地域でのコミュニケーション
の重要性》（15），《高齢者のその人らしさ》（7），《高齢者
との関わり方》（3）の６つのカテゴリーから構成された。
高齢者をキーワードとした有向レイアウトでは，「大切」，
「活動」，「生活」，「関わり」との関係性が認められた。
【考察】
アクティビティ活動に参加して地域で暮らす高齢者との関
わりを通して，学生は地域で人との交流を図りながら健康
的に身体を動かし楽しみをとって生活している高齢者の肯
定的なイメージを理解する機会となった。学生にとって地
域で暮らす高齢者との関わりは，高齢者イメージを豊かに
するために効果的であると考える。今後も，高齢者看護の
目標をたてる際にこのように地域で暮らす高齢者を最終的
な姿として見据え看護を提供することが必要である。

【目的】
認知症の人への非薬物療法は推奨されているが，エビデン
スが不明で効果は証明されていないものが多い。そこで認
知症看護への実践が望ましい非薬物療法を明確にするた
め，認知症の重症度および療養の場の違い別に，認知症看
護認定看護師（以下，認定看護師）と認知症ケア上級専門
士（以下，上級専門士）を対象としたデルファイ法を行っ
た。本報告では，１回目調査で研究協力を得た急性期病院
の所属者が，２回目調査において，有効と考える非薬物療
法を明らかにすることを目的とした。
【方法】
自記式アンケート調査（デルファイ法２回目）。先行研究
等から抽出した，補完・代替療法24項目，生活機能・環境
コミュニケーションなどに関する55項目の重要性を，４段
階のリッカート尺度（１重要でない－４非常に重要）に
て，認知症の重症度別（軽度，中度，重度）に質問した。
なお，２回目調査の際に，対象者に１回目調査の結果の概
要を示した上で回答を依頼した。調査協力は回答者の自由
意思とし，辞退によって何ら不利益がないことを書面にて
説明し，調査返信により同意と見なした。なお，本調査は
日本赤十字広島看護大学の倫理審査・承認を得て実施した
（承認番号：1602）。
【結果】
１回目調査の研究協力を得た急性期病院に所属する認定看
護師・上級専門士計52名を対象とし，29部回収（有効回収
率55.8％）。補完・代替療法の項目は，生活機能・環境・
コミュニケーションの項目と比較すると重要とする割合に
ばらつきが見られ，特に重度では，「記憶延長法」，「記憶
訓練法」，「陶芸活動」，「学習療法」の平均点は，2.30以下
で低かった。生活機能・環境・コミュニケーションの項目
のうち，重度では，「なんらかの役割を担えるように関わ
る」，「自分の持ち物がわかるように名前を書く」が，他の
項目と比較すると，平均点は，3.00以下と低かった。また，
軽度では，「認知症高齢者の認識に合わせて他者を演じる」
が，他の項目と比較すると，2.96で低かった。「アイコンタ
クト」，「穏やかな態度」，「急に話しかけない」，「一度に多
くの情報を伝えない」，「排便コントロール」，「生活のリズ
ムを整える」は，重症度問わず，3.90以上であった。
【考察】
急性期病院では，実践できる代替療法に限界があるが，重
症度を考慮して，コミュニケーションや環境を整えること
を中心とした，治療や入院による患者の苦痛を軽減する介
入が重要であることが示唆された。今後は，急性期におけ
る認知症非薬物療法の重要性について，認知症ケアの専門
家の精度の高いコンセンサスを示すために，デルファイ法
として３回目の調査を実施予定である。

日本看護研究学会雑誌 Vol. 40　No. 3　 2017278

278）地域で暮らす高齢者との関わりにおける看護学生の
学び　－アクティビティ活動に参加して－

○樋田小百合１，今井七重２

１修文大学看護学部看護学科，
２中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

279）認知症ケア専門家が有効と考える急性期病院におけ
る認知症非薬物療法
－デルファイ法第２回調査より－

○木村勇喜１，百田武司２，山本浩子２，中村もとゑ２

１広島赤十字・原爆病院，２日本赤十字広島看護大学



【目的】
高齢者ケア施設に勤務する看護職のストレスは高いことが
指摘されている。ストレスに対する個人の緩衝要因として
レジリエンスという心理特性がある。本研究では，介護
サービス事業所の看護職のレジリエンスに関する実態調査
結果を報告する。
【研究方法】2016年11月～12月に全国の介護サービス事業
所2,000施設の看護職を対象に無記名の質問紙調査を行っ
た。施設内訳は，介護保険施設，ショートステイ，グルー
プホーム他とした。各施設の管理者に文書にて調査協力と
看護職への調査票配布を依頼し，郵送にて665の回答を得
た（回収率32.8％）。レジリエンスの測定には精神的回復
力尺度（21項目，Range: 21-105；小塩他，2002）を用い，
同項目に不備のない639（32.0％）の回答を分析した。他
の調査内容は，職場環境（職務の要望を伝える機会 ,倫理
研修，虐待防止対策），職場外研修と自己研鑽，職務満足
と仕事継続意思，虐待に該当する行為と不適切な行為を
しそうになった経験，健康状態，仕事以外の悩み，基本
属性とした。分析方法：Mann-WhitneyのＵ検定，Kruskal 
Wallis検定により各特性別のレジリエンスを比較した。倫
理的配慮：調査の主旨，任意性，匿名性等を書面で説明し，
回答をもって同意とした。本研究は所属機関の倫理委員会
の承認を得た。
【結果】
分析対象者は，女性94.0％，平均50.8歳（SD＝9.2）であっ
た。看護職経験20年以上が最多で，管理職が58.0％を占め
た。精神的回復力尺度得点は平均75.2（SD＝10.3）であり，
年齢が高い者，看護職経験20年以上，管理職で高かった。
施設種による有意差はなかった。職務の要望を伝える機会
あり，職務満足あり，仕事継続意思あり，就職時の倫理研
修あり，倫理の勉強会あり，職場外研修への自発的参加あ
り，自己研鑽あり，心身の健康状態良，仕事以外の悩みな
しの者において得点が高かった（p＜0.05）。また，虐待に
該当する行為経験あり，不適切な行為をしそうになった経
験あり，虐待防止対策ありの者において下位尺度 ｢感情調
整｣ の得点が低かった（p＜0.05）。
【考察】
ストレス対処には人生や職務経験の積み重ね，役職が影響
するといわれるが，レジリエンスにも同様の傾向がみられ
た。レジリエンスが高い者は，職務満足感や仕事継続意思
があり，健康状態がよかったことから，これらがレジリエ
ンスを高めることに関与する可能性がある。職務の要望を
伝えやすい雰囲気や機会の確保，職員が健康で意欲的に働
き続けられる環境整備の重要性が示唆された。職場の教育
体制や職員自身の学習への取り組みとの関係も示され，職
場内外における学習の充実を図る必要があるといえる。一
方，レジリエンスと虐待や不適切な行為との関与も予測さ
れ，虐待防止へ向けた示唆が得られた。（本研究は JSPS科
研費 JP26861949の助成を受けた）

【目的】
現在65歳以上の世帯総数の約25％は単独世帯であり，今後
増加する可能性も高いが，独居であるため正確なライフロ
グを記録された研究は少ない。本研究では独居高齢者を援
助するにあたり，簡便な機器を利用し，本人の生活パター
ンや行動特性をできるだけ正確に把握し，それが心身の健
康度にどのように関連があるのかを明らかにすることを目
的とした。
【研究方法】
2016年10～12月に老人クラブ会員，高齢者対象セミナーに
参加した者で研究主旨に同意した独居高齢者13名（女性10

名，男性３名，平均年齢75.3歳）を対象に自宅でのバーコー
ド読み取り機器を使用した調査を各自約２～３週間ずつ
行った。記録内容は日常生活では起床，就寝，食事，外出
（人と会う，散歩，買い物）等である。また，楽しい・不愉
快･疲れた等の気持ちや頭痛，呼吸困難，食欲不振，不眠
などの心身の症状や全体的な体調に関する項目も設定した。
以上の項目は全て対象者が機器を操作する度に時間ととも
に記録され，本学に来訪時にPCへとデータを転送した。初
回の説明時に質問紙調査にて基本的属性，既往歴，包括的
健康度尺度SF-36v2による心身の健康度を尋ねた。本研究
は，武庫川女子大学･短大倫理委員会の承認を受けた。
【結果】
SF-36，８概念の合計得点は平均631±98.1点だった。300

点台が１名，500点台が３名，600点以上が９名であった。
生活パターンをみると，全体としては対象者の生活時間は
起床･就寝時間は週間を通してほぼ一定であり，睡眠時間
はおおよそ６～７時間で，週に１度未満の外出頻度の者は
いなかった。SF-36の合計が300点台のものは，既往歴が多
く，愁訴も多種に及んでおり，８概念の中でもGH（全体
的健康感），MH（心の健康）が特に低かった。生活パター
ンをみると起床･就寝時間にばらつきが多く，食事時間も
一定ではなかった。運動習慣もなく，日中テレビ鑑賞やイ
ンターネットなど屋内での活動が多く記録されていた。合
計得点500点台のうち２名はRP（日常役割機能：身体），
RE（日常役割機能：精神），SF（社会生活機能）の点数が
低く，ともに外出頻度が他より少なく，運動習慣もなく，
朝・就寝時に「滅入る」などの訴えがみられた。他の１名
に関しては同様にSFも点数も低かったが，特にGHやBP
（体の痛み）の得点が低く，起床･就寝，食事時間等の生
活リズムが一定しておらず，身体症状の訴えが夕方に多く
みられた。
【考察】
本研究の対象者は地域の中でも活動的･意欲的な高齢者
で，ほとんどが自立し規則正しい生活をしていた。しか
し，心身の健康度との関連をみると既往歴など基礎疾患の
存在は健康度と関連が深く，生活時間のばらつき，運動習
慣なしという様な行動特性とも関連がある可能性があるこ
とが示唆された。
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280）高齢者ケア施設における看護職のレジリエンスの実
態　－全国調査結果から－

○永田美奈加１，鈴木圭子１

１秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

281）独居高齢者のライフログを用いた健康度と認知機能
評価（第１報）－行動特性と心身の健康度との関連－

○杉浦圭子１，横島啓子１，久山かおる１

１武庫川女子大学看護学部



【目的】
2010年時点の認知症高齢者439万人のうち在宅有病者数は
約270万人で，そのうち独居者は約43万人にのぼり，在宅
独居高齢者の認知症予防は喫緊の課題である。そこで高齢
者が１日の生活や感情，身体状況を簡便に記録すること
が，認知機能の向上につなげられるか検討した。
【方法】
2016年10～12月にＡ市老人クラブ連合会へ研究依頼書を
送付し，研究同意確認書の返送をもって研究同意とした。
研究同意した独居高齢者13名（女性10名，男性３名，平
均年齢75.3歳）を対象に，自宅でのバーコード読み取り機
器を使用したライフログの調査を各自約２～３週間行っ
た。機器で記録する内容は日常生活に関する項目，感情，
心身症状，全体的な体調（第１報参照）とし，対象者が
機器を操作する度に時間とともに生活・感情等が記録さ
れ，本学来訪時にPCへデータを転送した。認知機能の評
価に関しては，初回来校時にMMSE（Mini-Mental State 
Examination），FAB（Frontal Assessment Battery）を測定し，
集中力の評価としてLED反応計測システム（MTS社）の
LEDスイッチボックスを用いて１セット20回ランダムに
光るボタンのスイッチを押し，間違わずに10セット繰り返
す測定をライフログ前後に実施した。分析方法はライフ
ログ前後の測定所要時間を対応のあるｔ検定（有意水準
５％）により分析した。本研究は，武庫川女子大学倫理委
員会の承認を受けた。
【結果】

MMSE（カットオフ23/24）およびFAB（11/12）の得点は
それぞれカットオフポイント以上であり，対象者の認知機
能は正常であった。ランダムに光るボタン押し検査では，
13人中７名がライフログ実施後の方がボタン押しの時間が
早くなっていた。最も早い数値は，ライフログ前は133193

ミリ秒，ライフログ後は136053ミリ秒であった。最も遅い
数値は，ライフログ前は249037ミリ秒，ライフログ後は
206225ミリ秒であった。ライフログ前の平均値は，168669.4
±31824.3，ライフログ後の平均値は155811.6±20676.3であ
り有意にライフログ後の時間の短縮が見られた（p＜0.05）。
【考察】
セルフモニタリングは認知行動療法のひとつであり，自己
の行動，認知，気分などを観察，記録，評価することによっ
て，自分自身の状態を客観的な事実として理解できるよう
に働きかける技法である（坂野，1995）。日常生活に関係
深い言葉や行動を記録することは，認知症の予防として有
効な手段であるといわれているが，認知機能が低下した高
齢者が自身の行動を記録することは難しい。今回の研究で
はモニタリングは実施していないが，本調査による簡便な
方法により日常の自分自身の行動や感情に注目すること，
バーコード操作に集中することが，認知機能のひとつであ
る集中力の向上に繋がることが示唆された。

【目的】
認知症の症状の中でも攻撃的行動は，患者自身の生活の質
を低下させる一因となるばかりでなく，ケアに携わる者を
も疲弊させる。本研究では認知症患者の看護を日々実践し
ている臨床看護師が，攻撃的行動に関してどのような視点
で観察したり，予防したり，対応しているのか，看護ケア
の実際を明らかにすることを目的とした。
【研究方法】
認知症治療病棟において，１～８年の看護経験を有する看
護師５名を対象に，攻撃的行動（何らかの刺激に対して興
奮し暴言や暴力を呈する）に対する看護ケアについて，半
構造化面接を個別に実施した。分析は逐語録を作成した
後，観察の視点，攻撃的行動を予防するケア，攻撃的行動
に対するケアの実際が語られている文脈をコード化し整理
した。研究対象者には協力の任意性と撤回の自由，プライ
バシーの保護等について説明し，書面により同意を得た。
尚，所属大学の研究倫理審査会の承認（151802）を得て実
施した。
【結果】
観察の視点：入院時には家族や看護サマリから，患者の性
格や入院前の職業経験・生活の様子について情報を得るこ
とで，その患者の好悪や行動の傾向を把握していた。ま
た，「目つきが鋭くなる」等の表情の変化，「殴るぞ・何す
んねん」等の攻撃性が含まれた言葉の有無や口調のきつ
さ，「手足をバタつかせる・何か物を持つ・立つ座るを繰
り返す」等の落ち着きのない行動に着目し，それを普段の
様子と比較しながら捉えていた。患者の身体に触れる，陰
部ケアや立ち上がり介助の際には，その患者が嫌がること
は何かを意識して観察していた。
攻撃的行動を予防するケア：「手伝いましょうか」と患者
の意思を確認したり，いつもよりも丁寧な言葉で，これか
ら何をするのか理由を説明する等，患者に納得してもら
うようにしていた。患者の不機嫌さを察知した場合には，
「何について怒っているのか」を尋ね，本心を言葉にして
もらっていた。過去に攻撃的行動の引き金となった陰部保
清などのケアを行う際には，可能な範囲は自身で行っても
らう等，患者のペースを尊重していた。
攻撃的行動に対するケア：患者の反応が穏やかになる看護
師に担当を交代したり，患者の視界に入らない「斜め横・
後ろ側・少し離れた位置」に立って対応していた。また
「声を荒げない・別な話にそらす・怒りを忘れるように時
間を置く」ことや，「叩かれて痛かった」等，看護師自身
の気持ちを患者に伝えていた。
【考察】
認知症患者の攻撃的行動に対する看護ケアでは，患者の気
持ちを確認する，ケアの意図を説明し同意を得る，患者の
ペースに合わせたケアを工夫するといった，看護の基本と
なる“尊厳を守る”ことが重要となる。また，その患者と
相性の合う看護師が担当する等，チームで協力し合うこと
ができる組織風土が必要と考えられた。
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282）独居高齢者のライフログを用いた健康度と認知機能
評価（第２報）－手続き記憶装置による集中力の評
価－

○横島啓子１，杉浦圭子１，久山かおる１

１武庫川女子大学看護学部

283）認知症患者の攻撃的行動に対する臨床看護師の観察
の視点及び看護ケアの実際

○鈴木聡美１，岡本恵里１

１三重県立看護大学



【目的】
高齢者は感染症を起こしやすく，感染管理対策の活動と
役割を中心的に担っている感染管理認定看護師（Certi�ed 
Nurse in Infection Control：以下CNIC）は，高齢者の感染
予防に対して重要な役割を担っていると考える。そこで，
CNICの高齢患者と家族に対する感染予防と管理の指導の
現状と課題について明らかにすることを目的とした。
【研究方法】
近畿圏の病院に所属するCNICに2016年７～９月，自記式
質問紙調査を実施した。調査内容は基本属性，高齢患者，
家族への指導状況，指導後の評価と成果，困っていること，
自身の課題とした。分析方法は単純集計に加え，「高齢患
者の指導の有無」と「基本属性」「指導後の評価」「指導後
の成果」についてカイ二乗検定を行った。「家族の指導の
有無」についても同様とし，自由記述は内容毎に分類し整
理を行った。本研究は武庫川女子大学研究倫理審査の承認
を得た。
【結果】
243施設中93施設より同意（38.2％）を得，対象者112名
中105名より回答（回収率93.8％），有効回答者数は104名
（有効回答率92.9％）であった。高齢患者に対する感染予
防の直接指導は「できている」「少しできている」の回答
を合わせて28.9％，家族に対しては27.9％であった。高齢
患者への指導内容は「手指衛生（29.0％）」「マスクの着用
（17.0％）」「知識の習得（15.0％）」，家族へは「手指衛生
（24.2 ％）」「マスクの着用（18.2 ％）」「疾病管理（14.1％）」
が上位であった。困っていることは94名中53名が「マンパ
ワー不足」と回答した。指導後の評価は「該当なし（活動
を行っていない）」の回答が52.5％であり，高齢患者の指
導の有無による差は認められなかった。指導後の成果は，
高齢患者の指導 ｢あり｣ 群では「家族の不安を取り除くこ
との成果」が有意に少なかった。自由記述「高齢者に対し
て直接指導を必要とした判断基準」では28件中17件が「患
者の指導要因・不安の軽減」，家族に対しては31件中12件
が「在宅支援」であった。自身の課題は91件中18件が「在
宅・施設・地域への取り組み」であった。
【考察】
先行研究では250床に１人のCNICの配置が必要との報告
がある。本研究では300床以上の施設の51.5％が病床数に
対し人数不足であり，指導実施が30％未満という結果は
「マンパワー不足」が関係していると考える。これは，入
院から在宅ケアに至る一連の感染予防と管理に影響を及ぼ
す可能性がある。また，指導後の成果があると感じてい
るCNICが有意に少なかったことから，高齢患者の知識の
習得等の難しさがあると考える。CNIC自身の課題は高齢
患者を取り巻く家族や施設，地域への介入であったことか
ら，高齢者の感染症に対する訪問看護等との連携が必要で
あると考えられた。

【目的】
ハンセン病回復者は，1907年に施行され1996年の廃止まで
約90年間継続された「らい予防法」の隔離政策の中で，社
会からいわれなき偏見差別を受けてきた。本研究の目的
は，ハンセン病回復者に内面化されたセルフ・スティグマ
には何があるのか，それはどのような状況で認識されるの
かを明らかにすることである。
【方法】
研究承諾が得られたハンセン病回復者31名の研究協力者に
エスノグラフィーを用いた参与観察法とエピソード・イン
タビュー法，患者会発行の記念誌および文芸雑誌などの資
料を収集した。調査期間は，2011年７月～2016年６月まで
の５年間行った。参与観察場面は，研究協力者が参加する
カラオケクラブ，療養所内の茶話会，退所者の人権教育
ガイド養成などであった。エピソード・インタビューは，
「社会生活で偏見・差別を受けた出来事とその時の気持ち
とその理由」など具体的なエピソードを自由に語っても
らった。語りの内容は許可を得て ICレコーダーに録音し
逐語録に起こし，認識されたセルフ・スティグマを抽出し
分析した。
【倫理的配慮】
研究協力者に研究の趣旨・目的・方法，参加の自由，匿名
性の保証など説明後，同意を得た。なお，本研究は長崎県
立大学および国際医療福祉大学の倫理審査委員会の承認を
得て実施した。
【結果】
研究協力者は，男性22名，女性９名，平均年齢は76，９歳
（SD＝７，３）であった。ハンセン病回復者が認識してい
るセルフ・スティグマは，自身が「ハンセン病をうつす存
在」「ハンセン病の『徴』としてのボディイメージの変化」
「刻み込まれたハンセン病の病名」「家族に迷惑をかける存
在」「自己存在の否定」が見出せた。ハンセン病回復者自
身がハンセン病をうつす存在であると意識する場面や，状
況では，一緒に飲んだり，食べたりする場面，赤ちゃんを
抱く・子どもが近くに寄ってくる場面，近くに座る場面の
語りにみられた。受診をためらう場面において，ハンセ
ン病回復者自身がボディイメージの変化をハンセン病の
「徴」として意識していた。その時の状況は，〈裏傷（足底
潰瘍）を保護したいが医療者に欠損した足指を見られるの
が嫌〉，〈指が曲がっているのはクンキャー（ハンセン病）
の「徴」〉であった。
【考察】
ハンセン病は戦前まで原因不明で治療法の確立がなく，ハ
ンセン病の後遺症である末梢神経障害に伴う顔面・手指な
どの変形が人々に不安や恐怖を与えたと考える。ハンセン
病回復者のセルフ・スティグマの認識は， ハンセン病者で
あるという社会的スティグマのラベルを付与されたこと
と，怖い病気というハンセン病者観の植え付けに起因して
いたことが示唆された。
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284）高齢患者と家族に対する感染予防のための指導の現状
と課題　－感染管理認定看護師への実態調査から－

○嶌ひかり１，徳重あつ子１，横島啓子１，梅澤路絵１

１武庫川女子大学大学院看護学研究科

285）ハンセン病回復者のセルフ・スティグマの様相

○河口朝子１，岡崎美智子２，石川美智３

１長崎県立大学看護栄養学部看護学科，２国際医療福祉大
学大学院，３活水女子大学



【目的】
認知症高齢者は，清潔行動への意識が低下することから，
手洗いを十分に行えていないと推測される。流水と石鹸を
用いた日常的手洗いは，手指に付着する通過菌の除去に有
効であるため，感染予防の方法の一つとして重要である。
認知症高齢者の手洗いの実態を，非認知症高齢者と比較し
知ることで，認知症高齢者の感染予防の一助とすることが
本研究の目的である。
【研究方法】
対象は，入院している65歳以上の高齢者52名で，認知症群
と非認知症群に分けて調査を行った。調査期間は2016年の
８～９月で，病院内の手洗い場で，研究者と研究協力者の
２名で調査を行った。本研究では，被験者に手洗いを実演
してもらい，（1）泡石鹸（弱酸性ハンドソープ泡ポンプ付，
SARAYA）の使用の有無，（2）手洗い後のペーパータオル
の使用の有無，（3）手洗いの所要時間を調査した。環境設
定として，泡石鹸とペーパータオルは，被験者の視界に入
る位置に設置した。水を出す，もしくは泡石鹸を使用した
時点を「手洗い開始」，手の水分をふき取る何らかの行為が
終了した時点を「手洗い終了」とし，手洗いの所要時間を
ストップウォッチを用いて測定した。これらを，認知症群と
非認知症群で比較検討した。分析にはSPSS（Ver.23）を用
いた。泡石鹸とペーパータオルの使用の有無はχ２検定，手
洗いの所要時間は t検定を行った。有意水準は５％とした。
【倫理的配慮】
藍野大学研究倫理委員会の承認を得て実施した（Aino2015-
023）。協力を断っても診療上の不利益はないこと，匿名性
を保持することを研究の主旨と共に説明し，本人もしくは
代諾者に文書により同意を得た。
【結果】
対象者は認知症群24名，非認知症群28名であり，認知症群
の長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）は14.7±4.48
であった。
手洗い時に泡石鹸を使用したのは，認知症群が４名，非
認知症群が18名であり，認知症群が有意に少なかった
（p＜0.01）。ペーパータオルを使用したのは，認知症群
が４名，非認知症群が22名であり，認知症群が有意に少
なかった（p＜0.01）。手洗いの所要時間は，認知症群が
27.7±19.05秒，非認知症群が48.7±20.98秒であり，認知症
群が有意に短かった（p＜0.01）。
【考察】
認知症によって清潔への関心が薄れ，清潔行動を取りにく
くなることは既に知られているが，効果的な手洗いができ
ていない実態が明らかになった。石鹸の使用やペーパータ
オルを用いた手指乾燥，手洗い時間の延長は手洗いの効果
をより高めるとされている。本研究で，入院している認知
症高齢者の手洗いに不足している点が明らかになったた
め，病院スタッフは，効果的な手洗いの指導や，手指の清
潔保持のためのケアで介入をし，手指衛生の保持に努めて
いく必要がある。

【目的】
厚生労働省の「2015年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支
えるケアの確立に向けて～」は超高齢社会の大目標であ
る。高齢者の理解と尊厳あるケアは，高齢者への良好な
リスクマネジメントとなる。エイジング論は高齢者の正し
い理解・倫理観育成，体験学習が目標であり，前年迄の報
告（1）～（4）で全15回の内２回にリスクマネジメント教
育を編成し，高齢者の理解に効果を認めた。昨年報告（4）
からは前回の調査に加え，事故防止ケアに重要な「看護及
び介護する側のアセスメント」を，学生がQOL指標を用
いケア者側の自己アセスメントを試みた。今回継続して高
齢者への正しい理解が深まるかを検討した。
【方法】
１．対象：Ａ大学看護及び福祉学科１年生89人。エイジン
グ論の第１回・第15回目終了後，「あなたの高齢者イメー
ジチェックリスト」10項目の質問紙調査を行い，１・２回
目とも86人の回答を得た。２．講義と対象の概要：１年次
後期に２科合同の全15回授業。第１回は高齢者と相互作用
のコミュニケーション・事故防止ケアの「利用者」「環境」
「看護および介護する側」の３つのアセスメントの枠組み
を学習。第８回以降は老化による身体・精神機能の変化と
日常生活の影響の講義を行い，特に第10回で転倒防止の
歩行筋力トレーニングスリッパを履いて体験学習を実施。
３．第15回にQOL研究会で作成された「QOL質問票」45

項目調査で83人の回答を得た。４．Ａ大学倫理委員会の承
認を得て実施。
【結果】
高齢者のイメージに対する正解率は，２回目が１回目と同
値と上回る値の項目が全体10項目中９項目（前年８項目）。
最も正解率が高いのは「高齢者になると知覚機能が低下し
やすい（○）」で，１回目正解率95.5％，２回目も同値だっ
た。｢高齢者の多くは，いつも抑うつ的である （×）｣ は１

回目正解率93.2％，２回目同値だった。「高齢者の大半が
要介護状態か要支援状態である（×）」も１回目92.0％，
２回目同値で高かった。一方「平均寿命が延びるにつれ
て，ヒトの限界寿命も延びている（×）」の正解率が前年
は50％以下が今回２回目は51.1％と上った。平均正解率は
１回目より上がり72.5％だった。転倒防止スリッパの体験
学習は，「老化の身体的特徴 （前頚骨筋筋力低下）と（す
り足歩行）」が転倒を起こす意味を学んでいた。QOL質問
表の項目，「健康ですか」は83.1％が「はい｣，「食欲はあ
りますか」は91.0％が「はい」，「眠れますか」は80.0％が
「はい」，「治療を信頼していますか」は67.4％が「はい」，
QOLは昨年同様に高い。
【考察】
エイジング論教育はリスクマネジメントの理解の体験学習
は重要で高齢者の理解に繋がることが解かった。自己アセ
スメントによる健康さや生活環境の満足と医療への信頼性
は，尊厳あるケアを教育する今後の示唆となる。
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286）入院している認知症高齢者の日常的手洗いの実態調
査　－非認知症高齢者との比較－

○河原史倫１，本多容子１，笹谷真由美１

１藍野大学医療保健学部看護学科

287）医療福祉職のリスクマネジメント教育の検討　－エイ
ジング論の授業評価より－（5）

○檜原登志子１，庄司光子１，黒澤繭子１

１秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科



【目的】
認知症高齢者の薬物療法においては，薬物動態の加齢変化
や服薬管理能力のアセスメント等の知識を裏づけとした看
護が求められる。本研究は，認知症高齢者の薬物療法の援
助に関する教育プログラムを検討するために，病院，在宅，
施設看護師の服薬援助の実際と学習課題を明らかにする。
【方法】
Ｘ県内の一般病院，訪問看護ステーション，介護老人保健
施設・特別養護老人ホームの管理者に文書で調査説明を
し，承諾を得た機関の看護師を対象に無記名式質問紙調査
を行った。対象の内訳は，病院看護師426人，訪問看護師
105人，施設看護師88人である。調査票は，処方・服薬状
況（多剤併用等の項目を設定し極めて頻度が高いと認識す
るものを選択），服薬援助の実施状況（各援助項目を５段
階評価），必要と思う学習課題（各課題項目を５段階評価）
等で構成した。分析は記述統計とχ２検定を行った。対象
には，文書で研究の趣旨や倫理的配慮を説明し，調査票の
返信をもって同意を確認した。本研究は，所属大学倫理委
員会の承認を得て行った。
【結果】
有効回答数は，病院看護師243人（57.0％），訪問看護師75

人（71.4％），施設看護師72人（81.8％）であった。処方・
服薬状況について，「多剤併用」は三者とも50％以上であっ
たが，「薬物有害事象」は病院看護師が20.6％で，訪問看
護師38.7％，施設看護師44.4％に比べ有意に低かった（p
＝0.000）。60％以上が常に実施していると回答した服薬援
助は，病院看護師では「入院時，服薬管理方法の把握」「服
薬管理方法を個別に判断」「配薬時，本人・処方内容を確
認」「服薬時の飲み込み確認」，訪問看護師では「残薬，服
薬状況の確認」，施設看護師では「すべての処方薬の把握」
「配薬時，本人・処方内容を確認」であった。一方，常時
の実施率が20％未満の服薬援助は，三者共通で「薬剤師に
処方内容等を相談」が，病院看護師では「睡眠障害の予防・
改善はケアを第一選択とする」「容態悪化や回復遅延時，
薬の影響を予測した観察」「退院に向け服薬支援について
医療チームで検討」，訪問看護師では「市販薬・健康食品
等の使用状況の把握」「ヘルパーに薬の作用・副作用を説
明」，施設看護師では，「介護職に薬の作用・副作用を説明」
であった。大変必要と思う学習課題の上位２つは，三者共
通して「多剤併用が高齢者にもたらす問題点と対策」「認
知症に関する医学知識」であった。
【考察】
病院看護師や施設看護師は確実な投薬管理，訪問看護師は
服薬確認を重視しており，看護の場により服薬援助の役
割・意識の違いがある。一方，共通して多剤併用に対する
問題意識は高く，認知症疾患・治療の知識をふまえた対応
を学習課題としている。
本研究は JSPS科研費25463555の助成を受け実施した。

【目的】
わが国の高齢化は急速に進み，老年看護では高齢者の全体
像を理解し看護実践に向けた知識の充実が必要である。し
かし，看護学生達は核家族化を背景に日常生活の上で高齢
者と触れ合う事が少なく，年齢差の大きな高齢者との世代
間ギャップを感じ，ネガティブなイメージを持つなどが報
告されている。加齢現象や疾患が多い高齢患者の看護過程
を展開するには，疾患などの理解と共に，その人の持てる
力を捉え個別性の高い看護援助が必要とされる。そのた
め，早期から持てる力の意識づけを目的に，講義開始時に
レポート課題を課している。そこで，本研究は臨地実習前
の学生の「持てる力」についての理解を明らかにすること
を目的とする。
【方法】
対象者は平成26～27年度にＡ大学看護学科２年時に老年看
護援助論１を受講した157名，レポートテーマは「持てる
力について」とした。分析方法は内容分析でレポートの高
齢者に関する持てる力の記述を取り出し，意味が理解でき
る文節にコード化し，繰り返し読むことで類似性と相違性
を検討しカテゴリー化した。カテゴリー化には信頼性と妥
当性の確保のため老年看護学領域の研究者３名で検討し
た。倫理的配慮は所属大学の倫理審査委員会の承認を受け
た後に実施し，研究目的や個人情報の保護，学業への影響
のないことを説明し同意を得た。
【結果】
高齢者の持てる力は【身体面の強み】【精神面の強み】【他
者との関係の強み】の３カテゴリー，各カテゴリーに以下
のサブカテゴリーが抽出された。【身体面の強み】は「セ
ルフケアができる」「障害を補って生活できる」「コミュニ
ケーションができる」「自己管理ができる」，【精神面の強
み】は「ストレスコーピングができる」「自己決定ができ
る」「意欲がある」，【他者との関係の強み】では「他者の
サポートを受けられる」「他者に対してサポートができる」
「人生経験がある」を抽出した。
【考察】
学生の多くが「セルフケアができる」や「自己管理ができ
る」などのサブカテゴリーが示すように，健康な高齢者を
対象とし，その一方，「障害を補って生活できる」や「他
者によるサポートを受けられる」という加齢や疾患による
障害を持つ状況となっても，前向きに生活する高齢者像を
見い出していた。「人生経験がある」や「他者に対してサ
ポートができる」では，高齢者が持つ豊富な人生経験を基
に，他者との関係を積み上げており，社会的な役割を担お
うとする姿を捉えていたと考えられる。臨地実習でこれら
の視点を充分に生かすためには，認知症や麻痺，失語症な
ど重篤な障害がある高齢者の援助を考える際などに現場で
の指導が重要となる。今後は学生がより積極的に「持てる
力」を考える視点を獲得できる教育内容を検討する必要が
あると考えられる。
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288）病院・在宅・施設看護師による認知症高齢者への薬
物療法の援助と学習課題

○三重野英子１，森　万純１，甲斐和歌子１，末弘理惠１

１大分大学医学部看護学科

289）看護学生の考える高齢者の持てる力　－臨地実習前
のレポートを分析して－

○外村昌子１，津崎勝代１，上西洋子１

１森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科



【目的】
現在，介護による家族関係の破綻等が社会問題として取り
上げられている。主に介護は否定的側面が多く受けとめら
れてきたが，近年では介護者の肯定的な認識が介護者自身
の喜びや生きがい等の心理的側面や要介護者との関係性に
影響を与えており，先行文献では介護負担の緩衝効果もあ
るという報告も見受けられる。そこで今回，要介護高齢者
の家族介護者の介護肯定感の研究動向と関連要因の調査を
目的に文献検討を行った。
【研究方法】
文献検索は文献データベース医学中央雑誌Web版を用い
2017年３月時点で全年度検索を行った。キーワードを「介
護」「高齢者」「家族介護者」「肯定感」で検索し，検索対
象を原著論文のみとした結果，17編の文献を抽出した。こ
の中から研究目的に合致した13編の読み取り分析を行った。
【結果】
１．研究デザイン分析対象論文13編のうち，自記式質問紙
調査を用いた量的記述的研究が10編と最も多く，うち質問
紙調査を交えた介入研究が１編であった。また半構成的面
接法及び自記式質問紙調査を用いたインタビュー方式によ
る質的研究が２編，混合研究が１編であった。２．年次的
推移と動向「介護」「高齢者」「家族介護者」「肯定感」が
キーワードになる原著論文の報告は2004年の初出を契機
に2004年から2010年の７年間で６編，2011年から2016年の
６年間で同様に７編とそれぞれの年代別に断続的に散見さ
れており，年次毎の段階的な増加はしていなかった。対象
者の特徴としては，認知症を有する高齢者の家族介護者を
対象にした文献が比較的多く，要介護者の特徴において認
知症高齢者が多かった。その他脳疾患系疾患や難病，医療
ケアを必要とする疾患を対象とした文献が見受けられた。
３．介護肯定感の関連要因家族介護者の介護肯定感に関連
する要因として，１）要介護高齢者の特性２編，２）家族
介護者の特性２編，３）介護者の身体的・心理的側面３編，
４）介護への対処行動２編，５）在宅介護時間・期間３編，
６）家族関係１編，７）社会資源の活用１編，８）家族教
室等への参加１編，９）転帰１編が挙げられた。また４編
は関連要因を検討したものではなく各文献により研究方法
や対象者も様々であった事から，関連要因においては一致
した内容・結果は得られなかった。倫理的配慮全ての対象
文献は研究対象者の同意を得ていた。
【考察】
要介護高齢者の家族介護者の介護肯定感に関する報告数は
少なく，先行文献では家族介護者が介護肯定感を抱きやす
い背景・要因において一致した見解が得られていないこと
から，今後も継続して家族介護者が介護肯定感を抱きやす
い要因を探求していく必要があると考える。
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290）要介護高齢者の家族介護者の介護肯定感における研
究動向と関連要因に関する文献検討

○池添貴子１，田渕康子２，室屋和子２

１佐賀大学大学院医学系研究科修士課程生涯発達看護学
講座老年看護学専攻，２佐賀大学医学部看護学科生涯発
達看護学講座老年看護学分野



【目的】
看護学生の血圧測定技術に関する研究の傾向を明らかにし，血圧
測定技術の教育方法に関する示唆を得る。
【研究方法】
医学中央雑誌Web（Ver.５）を用いて，「血圧測定」「血圧測定技術」
「看護学生」をキーワードに，1983年～2016年９月15日までに公表さ
れた原著論文に絞り，66件の文献を抽出した。そのうち血圧測定を
実施する対象が小児である文献，看護学生が対象でない文献，血
圧測定以外の技術を含む文献は除外し，25件を対象文献とした。分
析は，研究者が作成した分析フォームを用い，分析項目を調査実施
年，倫理的配慮の記載，研究の種類，データ収集方法，研究内容，
使用血圧計とし，分析項目それぞれの内容について合計件数と割合
を求めた。分析の信用性は，共同研究者間の検討により確保した。
【結果】
分析結果を下表に示す。分析項目それぞれに最も多いのは，調
査実施年は ｢2003年～2006年｣，｢2011年～2014年｣ ともに６件
（24％），倫理的配慮の記載は ｢倫理委員会の承認を得た記載なし
｣ 13件（52％），研究の種類は ｢量的研究｣ 11件（44％），データ
収集方法は ｢質問紙法｣ 19件（76％），使用血圧計は ｢水銀血圧
計｣ 12件（48％）であった。研究内容は ｢技術習得｣ 17件（68％）
が最も多く，｢指導方法｣ ４件（16％），｢自主学習｣ ２件（８％），
｢行動分析｣ １件（４％），｢技術体験｣ １件（４％）の順であっ
た。｢技術習得｣ 17件の使用血圧計は ｢水銀血圧計｣ ９件（53％）
が最も多く，｢水銀血圧計･電子血圧計｣ １件（６％），｢水銀血
圧計･アネロイド血圧計･電子血圧計･自動血圧計｣ １件（６％），
｢記載なし｣ ６件（35％）であった。
【考察】
｢技術習得｣ に焦点を当てた文献の使用血圧計は，半数以上が水
銀血圧計であった。現在，水銀撤廃に向けリバロッチ型血圧計は
水銀レスに移行しているが，水銀レス血圧計による技術習得に関
する研究は見当たらず，今後研究的に教育方法を検討する必要性
が示唆された。

【目的】
本研究の目的は，高齢者への効果的な清潔ケアとスキンケ
アに役立てるために女性高齢者の皮膚生理機能の特徴を明
らかにすることである。
【方法】
治療の必要な皮膚トラブルがない68歳～89歳までの女性12

名（年齢75.0±5.9歳，BMI22.6±1.4）を対象に2017年９月
に室温（23.4±1.3℃）と湿度（56.0±10.3％）を調節した
環境で実施した。測定部位は手背・前腕・背部・下腿・足
背の５か所であり，測定項目は皮膚温・経表皮水分蒸散量
（以下，TEWLとする）・角層水分量をCourage＋Khazaka
社のテヴィメーター TM300MPを用いて測定した。真皮水
分量についてはKeystone社のMoistureMeter D Compactを
用いて測定した。さらに腋窩体温とBMIの測定，皮膚につ
いて主観的評価などの問紙調査を実施した。分析方法は，
統計ソフトSPSS Ver.19を用いて一元配置分散分析および多
重比較を行った。倫理的配慮については，関西医療大学の
倫理委員会の承認を得て実施した。対象者には研究参加は
自由意志であり，途中の中断も可能であること，プライバ
シーの保護や安全性の確保，研究結果の公表など文書を用
いて口頭で説明し，署名をもって同意を得た。本演題発表
に関連して開示すべき利益相反関係にある企業はない。
【結果】
腋窩体温は35.9±0.8℃，手背の皮膚温は32.3±0.9℃，前
腕で32.4±0.7℃，背部32.7±1.0℃，下腿32.8±0.5℃，足
背32.6±1.1℃であり有意差はなかった。TEWLについて
は前腕（15.1±4.1g/（平方メートル・h）が最も高く，足
背（11.1±4.0g/（平方メートル・h）が最も低かったが有
意差はなかった。角層水分量については，手背（56.3±
20.4A.U）は足背（36.0±12.6A.U）より有意に高く，背
部（78.5±13.9A.U）は手背・前腕（53.3±11.9A.U）・下
腿（39.3±13.3A.U）・足背（36.0±12.6A.U）より有意に高
かった（P＜0.05）。真皮水分量については，前腕（40.8±
6.1Wt％）において手背（51.5±9.8Wt％），背部（53.6±
6.7Wt％），下腿（51.9±10.4Wt％），足背（55.8±6.4Wt％）
より有意に低かった（P＜0.05）。皮膚の主観的評価につ
いては対象の50％（n＝６）が皮膚の乾燥を自覚していた。
顔以外のスキンケアの有無については83.3％（n＝10）が
実施していなかった。
【考察】
女性高齢者の皮膚温は測定部位における差がみられず，青
年期女性の手背の皮膚温が背部と比較して有意に低いとい
う特徴（中納；2016）は見られなかった。TEWL値が最
も高い部位が前腕で，反対に真皮水分量の最も低い部位
が前腕であった。またTEWL値が最も低い部位は足背で，
真皮水分量が最も高い部位は足背であった。このことから
TEWL値と真皮水分量値が関連していることが示唆され
た。真皮水分量についての先行研究が少ないため，今後は
対象者数を増やし，TEWLと真皮水分量の関係について
明らかにしていく。
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291）看護学生の血圧測定技術に関する文献検討

○川崎香織１，穴沢小百合１，松山友子１，高橋智子１，
　寺山明香１，三浦彩子１

１東京医療保健大学東が丘・立川看護学部

292）女性高齢者の皮膚生理機能の特徴

○中納美智保１，辻　幸代１

１関西医療大学保健看護学部保健看護学科

示説　７群　発表
第７群　基礎看護・看護技術②　14：45 ～ 15：35

表　看護学生の血圧測定技術に関する研究の傾向
（ｎ＝25）

分析項目 項目の内容 件数 割合
（％）

調査実施年 1999年～ 2002年  3 12

2003年～ 2006年  6 24

2007年～ 2010年  4 18

2011年～ 2014年  6 24

記載なし  5 24

倫理的配慮の記載 倫理委員会の承認を得た記載あり  7 28

倫理委員会の承認を得た記載なし 13 52

倫理的配慮の記載なし  5 20

研究の種類 量的研究 11 44

質的研究  5 20

量的・質的研究  9 35

データ収集方法 質問紙法 19 76

観察法  5 24

実習記録・レポート  4 18

研究内容 技術習得 17 68

指導方法  4 16

自主学習  2  8
行動分析  1  4
技術体験  1  4

使用血圧計 水銀血圧計 12 48

水銀血圧計・自動血圧計  1  4
水銀血圧計・電子血圧計  1  4
水銀血圧計・アネロイド血圧計・
自動血圧計・電子血圧計

 1  4

記載なし 10 40



【目的】
注射は患者への身体侵襲を伴う看護技術で，特に輸液は持
続的に行う与薬として安全なミキシングやプライミングと
滴下や刺入部の管理が必要となる。学生は臨地実習で輸液
をしている患者と関わる機会も多いため学内での効果的な
学習は必須である。そこで，反復練習やポイントを限定し
て視聴可能な視聴覚教材を作成し，演習前の視聴の実態を
調査する。
【方法】
対象：輸液のミキシングおよびプライミングと輸液ポンプ
の管理についての学内演習を履修した看護学生３年生98

名。調査期間：2016年４～８月。調査方法：４月の授業開
始時と５月の事前説明時に担当教員が作成した動画（ミキ
シングおよびプライミング10分，輸液ポンプの管理10分）
について学内および学外での視聴が可能であることをアナ
ウンスし，５月の演習後に視聴覚教材視聴の実態として視
聴の頻度や注目点などについてアンケートをとった。８月
の成績確定後に研究の同意を得た。分析：記述統計量を算
定。倫理的配慮：対象者に研究目的・方法，協力は自由意
志であること，成績に影響しないことを口頭及び文書で説
明し同意を得た。本研究は研究者所属機関倫理審査委員会
で承認を得た。
【結果】
回収84名（有効回答率84.8％）。学内演習までの視聴平均
のべ回数は輸液のミキシングおよびプライミング3.7回（最
多８回，最少１回），輸液ポンプの操作3.4回（最多８回，
最少１回），動画視聴の時期は，２つの動画を全員視聴し
た時期は事前の自己学習時で，次いで５月の演習の事前オ
リエンテーション時，４月の説明時の順に多かった。動画
視聴の仕方は半数以上がいずれの動画も通してみた後必要
な部分を見るとし，輸液のミキシングは次いで常に最初か
ら最後まで通して見るが多く，輸液ポンプの操作は必要な
部分を繰り返し見るが多かった。動画で注目した内容項目
は輸液のミキシングおよびプライミングでは多い順に，注
射薬の溶解，吸い上げ，（65.5％），輸液ボトルと輸液ルー
トの接続方法（61.9％）で，輸液ポンプの操作では多い順
に，処方に基づく流量の設定（59.0％），輸液ポンプの動
作確認（54.2％）であった。動画時間の長さはちょうどよ
い（98.8％），動画はわかりやすい（98.8％）であった。
【考察】
輸液のミキシングおよびプライミングと輸液ポンプの操作
は，学生にとって身体侵襲，医療安全の観点から直接患者
に行うことは困難な技術である。学生は，輸液のミキシン
グおよびプライミングでは連続した動作を意識し，輸液ポ
ンプでは器械の操作を意識した視聴をしており，複数回視
聴を行うことで演習に備えていた。今後は，動画視聴と学
びとの関連を検討し，有用性を明らかにすることが課題で
ある。

【目的】
係り受けは，語句の間にある，「修飾する」「修飾される」
の関係のことであり，この関係にある単語は安楽を評価，
または性質を示すと考えられる。本研究は，安楽とは患者
にとってどのような体験かを明らかにすることが最終目的
ではあるが，まずその概要をつかむためTwitterの記述を
利用し，日常的に使われている安楽と係り受け関係に当た
る言葉を調査し，その性質を明らかにする。
【研究方法】
Twitter上で語られるデータをTiny Tweet Crawlerを用いて
収集し，発言者や個人を特定できる部位を削除した。その
データから，bot，同一内容の投稿，投稿内容が安楽と無
関係と判断できる投稿（ex：楽天の安楽選手，焼き肉屋の
安楽亭，安楽死など）を削除する。その後，Text Mining 
Studio ver5.2により安楽を係り元とし係り受け頻度解析を
行った。倫理的配慮として，Twitter社の著作権について
の利用規約第５条を元に，Web上に公開されていることか
ら，同意されたものと見なし，データを取り扱っている。
また，情報収集時には連結不可匿名化となるよう個人情報
となるデータを削除し，解析の際には個人を特定する名称
を削除し，データから個人を判断することが出来ないよう
にした。
【結果】
収集したデータ651,436件のうち，重複や安楽死・固有名
詞として述べられているデータを除き，4,637件を分析対象
とした。品詞ごとの数は名詞39,553語，動詞15,771語，形
容詞2,633語，副詞4,492語，連体詞1,349語，接続詞755語
であった。係り頻度解析の結果，行動を示す動詞では「求
める」113回，「生活」110回，「暮らす」83回，「生きる」
53回，等が見られた。またイメージを示す形容詞・形容動
詞では「欲しい」21回，「幸福」７回，「快適」３回，「自由」
３回，等が見られた。
【考察】
今回使用可能となったデータは重複を削除すると，2.1％
と少なかった。このことは，安楽が日常的に使用される言
語ではなく看護独自の用語となっていると考えられる。ま
た，看護教育を受けていない人の大半は看護に明るいとは
言えず，安楽という表現を用いて自身の状態を評価するこ
とが少ないことが示唆された。このことは，ケアの評価を
考えていく際に安楽という用語を直接使用していくことは
妥当とは言い切れない。また，係り受け関係にある動詞と
して「生活」「暮らす」「生きる」が，形容詞として「幸福」
「自由」「快適」などが見られ，安楽は人の生活全般に関わ
る単語であると言える。
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293）看護学生の輸液に関する技術習得における視聴覚教
材の活用

○平賀元美１，山中政子１，中本明世１，藤原尚子１，
　三浦恭代１

１千里金蘭大学看護学部

294）ソーシャルメディアで語られる安楽

○北谷幸寛１，八塚美樹１

１富山大学大学院医学薬学研究部成人看護学１



【目的】
ポピドンヨードは血管穿刺時の穿刺部消毒に使用される場
合もある。ポピドンヨードを塗布した場合，血管の視認が
低下し穿刺が困難になることが推測される。当然ながら，
消毒後の穿刺部には触れることができないため，目視によ
る静脈の確認が重要である。本研究では，非接触型静脈可
視化装置（以下，静脈可視化装置）を用いてポピドンヨー
ド使用時の静脈目視効果について検討した。
【方法】
対象は，研究参加に同意を得た若年健常人，男女20名とし
た。座位にて対象者の左手背部を静脈可視化装置（テク
ノメディカ，StatVein）で撮影した。撮影は（1）何もして
いない手背；静脈可視化装置（－）ポピドンヨード（－）
（2）静脈可視化装置で光を照射した手背；静脈可視化装置
（＋），ポピドンヨード（－）（3）ポピドンヨードを塗布し
た手背；静脈可視化装置（－）ポピドンヨード（＋）（4）
ポピドンヨードを塗布して，静脈可視化装置で光を照射し
た手背；静脈可視化装置（＋）ポピドンヨード（＋）の４

条件とした。
評価方法は，主観的評価として看護師免許を取得後10年以
上かつ，静脈穿刺の経験を有する５名に依頼し，対象者20

名の手背部４条件の画像を見てもらいVAS（Visual Analog 
Scale） にて目視の程度を（０；目視不可→10；目視良好）
評価してもらった。また，客観的評価として撮影した画像
をパーソナルコンピューターに取り込み，画像処理ソフト
ウェア Image Jで画像計測を行った。計測はポピドンヨー
ドを塗布している部位と塗布していない部位の表在静脈と
表皮のGray Value（輝度）を分析した。データは記述統計，
対応のある検定を行い有意水準は５％とした。主観的評価
にはノンパラメトリック検定，客観的評価にはパラメト
リック検定を行った。
本研究の実施においては，岡山県立大学倫理審査委員会の
承認を得て実施した（番号16-07）。なお，対象者がポピド
ンヨードに対するアレルギーを有しないことを確認して実
施した。
【結果】
主観的評価では静脈可視化装置を使用した場合，ポピドン
ヨード非塗布部の目視は6.6，ポピドンヨード塗布部の目
視は7.9であり，目視が有意に高くなっていた。客観的評
価においてもポピドンヨード塗布部と非塗布部の輝度には
有意差が認められ，輝度の差（最大値－最小値の差）もポ
ピドンヨード塗布部の方が高かった。
【まとめ】
ポピドンヨードを塗布した場合でも静脈可視化装置を使用
することで目視効果は低下しないことが主観的にも客観的
にも示唆された。画像解析を行った結果，ポピドンヨード
塗布部では非塗布部よりも輝度の差が大きいため（すなわ
ちコントラストがより明瞭となり），目視効果が高まった
と考えられた。本研究の対象者は若年健常人のみであるた
め，今後も検討を続けていくことが重要であると考える。

【目的】
本研究は足浴剤を使用した足浴を継続して行ってもらうこ
とが歩行機能および主観的項目に与える影響を明らかにす
ることを目的とした。
【研究方法】
対象は自立歩行可能な壮年期∽高齢期の成人26名（63±９

歳）で，１）足浴剤を使用して足浴を行う群（足浴剤群，
n＝８），２）さら湯で足浴を行う群（さら湯群，n＝７），
３）足浴を行わない群（コントロール群，n＝11）の３群
に分けて行った。足浴は足浴バケツに外踝上まで42℃の湯
を入れ，10分間足を浸すのみとした。足浴剤は湯を入れた
後に足浴剤を入れ，軽く撹拌した後に足浴を実施した。コ
ントロール群以外は足浴を毎日，連続して１か月間自宅で
実施してもらい，足浴期間の初日と最終日に背屈角度，５

m歩行機能評価，主観的項目の測定を行った。背屈角度は
両踵をついた座位で左右それぞれの平均値を算出し，足
浴前後（2）×群（3）で二元配置分散分析を行った。５m
歩行機能評価は，歩行する様子をビデオ撮影し歩行時間を
算出した。主観的項目は，足の感覚６項目（むくみ，冷え，
倦怠感，しびれ，かゆみ，乾燥）に関してVASスケール
で評価し，preとpostの差を比較した。
【倫理的配慮】
本研究は愛知医科大学医学部の倫理委員会の承認を受け実
施した。被験者には文書と口頭で研究の主旨と参加および
中止の自由について説明を行い，書面による同意を得た。
本研究は花王株式会社との共同研究として実施した。
【結果および考察】
背屈角度については，左足において交互作用が有意（p＜
0.01）であり，群別の単純主効果では，足浴群が初日
25.4±8.1度，最終日33.8±8.5度で有意であった（p＜0.01）。
５m歩行機能評価については，介入前後で有意な差はな
かった。主観的項目については，さら湯群は他の群と比較
して有意に足の乾燥を感じるようになった（p＜0.05）。ま
た，コントロール群に比べて足浴剤群で足の冷えが改善さ
れる傾向にあった（p＝0.06）。介入によって，５m歩行機
能評価では有意な差は見られなかったものの，背屈角度は
左足において有意に大きくなっていた。足浴剤に含まれる
クエン酸，ニンジンエキス成分が皮膚を柔らかくすること
で足が動かしやすくなる可能性はあるが，歩行状態には足
の筋肉の状態や血流，可動域の他にもさまざまな関連因子
があり，足浴を行うことで歩行状態の改善には至らなかっ
たものと推測される。しかし，背屈角度に関しては足部の
筋肉が足浴によって温められ柔軟性が高まり，足関節の可
動域が大きくなる可能性が示唆された。このことは転倒の
危険因子として挙げられている足把持力の低下と関節背屈
角度の制限の改善につながり，歩行状態の改善や転倒予防
に大きな効果があると考えられる。
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295）ポピドンヨード使用時の静脈目視効果向上に関する
検討

○佐々木新介１

１岡山県立大学保健福祉学部看護学科

296）足浴剤を使用した足浴が歩行機能，主観的項目に与
える影響

○岩瀬千尋１，神谷美香１，須賀京子１，石井智海２，
　岩瀬　敏３

１朝日大学保健医療学部看護学科，２花王株式会社，３愛
知医科大学医学部生理学講座



【目的】
病院は，入院患者にとって生活の場であることから，快適
な療養環境が求められる。しかし，実際は治療のために多
くの医療機器が使用されていることで，非日常的な環境が
形成され，快適な環境とは言い難い。特に集中治療室で
は，多くの医療機器が使用され，常に何らかの騒音が発生
している。近年では，音の周波数の違いによる身体への影
響が懸念され，なかでも環境省は，100Hz以下の低周波音
によって生じる健康被害の予防に努めている。従来の騒音
対策は，騒音レベルに着目した対策が主なものとされてお
り，音の周波数に着目した対策は実施されていない。そこ
で本研究は，ICU病棟内の騒音の音圧レベルを測定し，そ
の周波数分析から ICUの療養環境の改善に向けた基礎資
料を得ることを目的とした。
【研究方法】
Ａ大学附属病院 ICU病棟内の２点（オープンフロア１点，
個室１点）を騒音測定地点に定めた。騒音計を設置し，午
前９時から午前０時までの15時間，連続して計測した。測
定項目は，Ａ特性等価騒音レベル（LAeQ：単位dBA）と，
発生している騒音の周波数（Hz）を測定した。各周波数
は，10秒間の等価音圧レベル（LZeQ：単位dBA）を測定
した。計測は，マイクロフォン（B＆K社　Microphone 
Unit Type-4190-L-001），音響分析器（B＆K社　Hand-
held Analyzer Type 2250）を用いて実施した。本研究は，
対象施設の臨床研究倫理審査委員会の承認を得た上で実施
した（承認番号：H28-46）。
【結果】
音圧レベルの測定では，オープンフロアは平均50dBAを上
回る騒音が発生していた。個室においては平均80dBAを
上回る騒音が発生し，オープンフロアよりも，個室で発生
している騒音の音圧レベルは高い結果が得られた。周波
数の測定では，オープンフロア，個室ともに100Hz以下の
低周波が平均50dBA以上発生していた。また，個室では，
10kHz帯で音圧レベルの増加がみられた。
【考察】
一般には，オープンフロアより個室のほうが，静かな環境
を提供できると考えられているが，本研究では，個室のほ
うがより大きな騒音が発生していた。これは，医療機器か
ら発生する音が，個室の壁に反響することによって，オー
プンフロアよりも高い音圧レベルになったと考えられる。
低周波のような100Hz以下の音は，主にモーター音から発
生することから，病室内の空調や医療機器のモーター音か
ら低周波音は発生していたと考えられる。低周波の音は，
音圧レベルが高くても「大きい音」として認識されにくい
とされている。しかし，低周波による頭痛や吐き気，胸や
腹の圧迫感などの身体・心理的影響が生じることが近年報
告されている。従って，音の「大きさ」に着目するだけで
はなく，「周波数」の観点からも，療養環境の改善につい
て，検討する必要性が見出された。

【背景】
内視鏡で用いられる用手腹部圧迫法は，S字結腸を直線化
することにより，検査をスムーズに行うことを目的とした
手技である。筆者の開発したMiyajima式腹部圧迫法（以
下圧迫法）はこの方法を応用して開発した排便促進法であ
る１）。本研究では，排便コントロールを行っている精神科
入院患者を対象に考察した。
【目的】
Miyajima式腹部圧迫法の薬物による排便コントロールを
行っている精神科入院患者の有効性を評価する。
【方法】
対象：用手腹部圧迫法の禁忌とする対象者は除き，研究者
が直接研究趣旨を説明し，同意を得た，薬物による排便コ
ントロールを行っている精神科入院患者計20名を２群に分
け，介入群（平均年齢55.9歳，BMI 22.6）と対照群（平均
年齢51.5歳，BMI 22.8）に分けた。圧迫法：被験者は仰臥
位で左膝を屈曲し，右下肢を左膝上部で交差した。実施者
は左手で被験者の左腸骨稜上部を内側に，右手で被験者の
臍部から腸骨側に16回／分で５分間圧迫した。測定項目：
腸音波形の測定は , 左側腹部の皮膚に心音測定用マイクロ
フォンを固定した。マイクロフォンから導出した腸音を多
用途生体現象監視記録装置と生体電気用増幅ユニットに接
続し，記録した。実験手順：軽食摂取（２時間前），絶飲
食（１時間前）→仰臥位安静（20分間：うち15分～20分
を安静時脈波として測定）→腸音計装着→圧迫（５分間）
→腸音測定・記録（５分間：実験後の脈波測定）→トイ
レで怒責（３分以上）を行った。分析：腸音波形は多用
途生体情報解析プログラムで１分ごとに波形の振幅（電
圧）の面積を求め，安静時と比較した変化率を比較した。
統計解析はSPSS23.0Jを用いた。倫理的配慮：研究者所属
の倫理理委員会の承認を得た。
【結果】
両群で年齢，BMIに有意な差はなかった。腸音波形の振幅
の標準偏差の変化率は，０－１分後，１－２分後は有意な
差がなく（p＝0.0671，p＝0.4707），２－３分後，３－４分
後，４－５分後では対照群が有意に高かった（p＝0.018，
p＝0.0023，p＝0.0363）。
【考察】
腸音波形の解析により，Miyajima式腹部圧迫法は，薬物に
よる排便コントロールを行っている精神科入院患者に対し
て，効果がなかった。これは，看護技術が薬物より便秘に
対する効果が少ないことが考えられる。また，Miyajima式
腹部圧迫法は，便塊がＳ状結腸，直腸内にある便秘に対し
ての効果が期待できる援助である。この結果から，薬物に
よる便の性状や，当日の排便状態を統一した検討が必要で
あることが示唆された。また，一度の援助だけでなく，繰
り返し行うことによって効果が見られる可能性がある。さ
らなる臨床応用に向けて，排便状態を考慮したプログラム
を作成していく必要性が示唆された。
１）宮島多映子他：腸音解析を用いたMiyajima式腹部圧
迫法の排便促進効果．日本看護科学学会誌　28（3）：12～
21，2006．
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297）集中治療室における周波数解析を用いた音環境の実
態調査

○伊藤嘉章１，川口孝泰１

１東京情報大学看護学部

298）Miyajima式腹部圧迫法の臨床応用　－精神科入院
患者の検討－

○宮島多映子１，村松　仁２，西山忠博１

１兵庫大学看護学部，２群馬パース大学



【目的】
医療を取り巻く環境が著しく変化する急性期病院におい
て，看護師の独自の機能である「療養上の世話」における
生活援助が実施しにくい状況にある。このような背景のも
と，看護師が生活援助についてその役割をどのように認識
し，実践しているかについて明らかにすることは今後の看
護師の役割を再考するために重要である。本研究は，急性
期病院に勤務する中堅看護師の生活援助の現状を明らかに
することを目的とした。
【方法】
対象は急性期病院の一般病棟で５年以上勤務する看護師。
半構成的質問紙を用いてインタビューを行った。調査内容
は，患者の生活を援助したと感じる場面，工夫についてで
ある。面接は研究協力者の許可を得て録音し，録音内容か
ら逐語録を作成した。分析は，生活援助の現状について語
られた箇所を抽出してコード化し，類似性・共通性に沿っ
てサブカテゴリーとした後，カテゴリー化をおこなった。
質的研究に精通した共同研究者で，分析内容を検討し，解
釈の正確性や妥当性を高めた。本研究は兵庫県立大学看護
学部・地域ケア開発研究所研究倫理委員会の承認を得て
行った。
【結果および考察】
研究協力者は９名であった。年齢は20～40代，臨床経験年
数は平均11.2年（SD＝2.6）で，全員が女性で複数の診療
科の混合病棟で勤務していた。分析の結果，急性期病院に
勤務する中堅看護師の生活援助の現状については，200の
コードから49のサブカテゴリーが得られ，【患者を生活者
として捉える】【患者の日常性を重視し，患者の生活を整
える】【患者を支える家族の安心を確保する】【患者の入院
生活の安心と安全が保たれるように環境を整える】【患者
の回復意欲がわき出るような環境を創り出す】【患者のも
てる力を最大限発揮できるよう援助を工夫する】【他職種
と連携する】【退院後の生活を見据え，援助の方向づけを
おこなう】【患者の思いに誠実に向き合う】の９つのカテ
ゴリーに分類された。
今回インタビューした看護師の多くは，たとえ急性期病院
という治療が優先される場であっても，患者を生活者とし
て捉え，生活の日常性を重視した援助を実践していた。ま
た，患者の思いを聞き出す場を意図的に設け，患者の真の
ニーズを見極めるようにしており，中堅看護師の実践には
共通して「患者への関心」を持ち，【患者の思いに誠実に
向き合う】姿勢が見られた。更に中堅看護師は実際にケア
を提供する際，決められた援助をおこなうだけでなく，そ
の患者が持っている力や意欲を最大限に引き出すよう，患
者を取り巻くあらゆる環境（物的，対人的，教育・管理的）
へのはたらきかけをおこない，援助に工夫を施していた。
しかし，中堅看護師の多くは，業務の多忙さや疲労を理由
に十分な援助がおこなえなかったことによる患者への影響
を問題視していた。

【研究目的】
近年，社会環境が大きく変わり，教育現場の子どもたちの
健康問題は増加し複雑多岐で，重病化し死に至る事例も報
告されている。養護教諭は学校内の健康管理教育の職を
担っているが，養護教諭の養成機関には，看護師免許を有
する看護系，看護師免許を有しない学際系，教育系があり，
看護師免許を有するものは全養護教諭のうち30％程度であ
る。本研究では，養成機関卒業後勤務年数の少ない養護教
諭が経験したヒヤリ･ハット時の振り返り調査から「看護
師免許の有無」により，処置対応に相違がみられるかを探
ることとした。
【研究方法】
１．2012年５月～2016年４月において，Ａ・Ｂ・Ｃ県に在
勤する勤務経験５年未満の養護教諭に対し，研究目的，方
法，倫理的配慮を調査用紙に明記の上，無記名自記式郵送
法の質問紙調査を実施した。回答者のうち救急指導員を除
く養護教諭87名を対象とし，看護師免許「有」28名，「無」
59名であった。分析はSPSS Vr.22を用い，ｔ検定χ２検定
を行った。２．厚生労働省による定義をもとに，「ヒヤリ・
ハットとは，重大な事故には至らないものの，直結しても
おかしくない一歩手前の事例」とした（大辞泉）。３．倫
理的配慮は，調査は無記名であり個人が特定されないこ
と，データーは統計的に処理され，個人情報に関しては秘
密が厳守されることや個人情報が漏れることを防止した。
事前に藍野大学倫理員会の承認を受けた。
【結果】
１．回答者のヒヤリ・ハットの87事例が報告された。２．
処置対応29項目のうちの大部分は，看護師免許「有」が
「無」に比べ平均値が高く，低かったのは，「問診」「身体
機能の変化をみる」「コミュニケーション状態をみる」「経
過観察」「管理職への報告」「校内のヒヤリハット対策」の
６項目であった。「意識状態をみる」は，「有」が高く有意
差が見られた（p＜0.01）。また，ヒヤリ・ハットとなった
傷病疾患を１）内科系：アレルギー，呼吸器，２）脳神経
科系：てんかん等，３）外科系：挫創，骨折等，４）眼・
歯・耳鼻科系　等４領域に分け，処置対応をみた。有意差
がみられ，いずれも看護師免許「有」が「無」より平均
値が高かった。内科系：「栄養状態を見る」「脈拍をみる」
（p＜0.05）。眼・歯・耳鼻科：「経過観察」「手当の技術」
（p＜0.01），「衰弱の程度をみる」「アセスメント」（p＜
0.05）。
【考察】
全領域において看護師免許「有」は「無」に比べ，処置対
応の平均値は高く，また，眼・歯・耳鼻科領域では，有意
差が多くみられた。研究結果から，養護教諭の養成には免
許の有無に関わらず看護師が有する処置対応の知識や技術
の修得が養成機関に求められる。
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299）急性期病院に勤務する中堅看護師の生活援助の現状

○徳原典子１，小西美和子１

１兵庫県立大学看護学部

300）勤務年数が少ない養護教諭が体験したヒヤリ・ハッ
ト時の処置対応　－看護師免許の有無から－

○岡本陽子１，３，竹見八代子２，３，高橋登志枝１，３，
　岩本由美１，３，鮎川昌代１，３

１広島文化学園大学看護学部看護学科，２関西国際大学，
３広島文化学園



【目的】
ベッド上に跪いて実施する胸骨圧迫時の術者の安定した姿
勢を担保するため，心肺蘇生補助台（以下補助台）を試作
し，効果が認められた。術者の重心を前に移動させること
により，効率的な胸骨圧迫が可能と仮定し，補助台の角度
に着目した。本研究は，胸骨圧迫の質と心肺蘇生補助台の
傾斜角度の関係について検討した。
【研究方法】
研究参加者は某大学女子７名とし，身長162.1±4.9㎝，体
重54.4±6.5㎏であった。測定項目は胸骨圧迫の深さ（以
下depth），筋電図（以下EMG），官能評価とした。EMG
の被験筋は上腕三頭筋，三角筋，僧帽筋，脊柱起立筋，腹
直筋，外腹斜筋，大腿四頭筋，大腿二頭筋の計８ヶ所とし
た。官能評価は順位回答法を用いて，ずり落ちやすさ，ひ
ざの痛み，体重のかけやすさ，胸骨圧迫のしやすさの４項
目の評価を行い，さらに自由回答を得た。実験は，補助台
を床面に対し０度，５度および10度にセットした３条件と
した。研究参加者は胸骨圧迫を110bpmに合わせ120秒間実
施した。圧迫終了後は，30分間の休息をとった。３条件終
了後に，順位回答を行った。実験条件の順番は無作為と
した。分析方法として，depthは30秒間の深さの平均値を
算出した。EMGは，フィルター処理（notch �lter 60Hz，
band pass �lter 5-600Hz）を行い，全波整流後，30秒ごとの
積分値（以下 iEMG）を算出した。depthおよび iEMGは
Wilcoxon符号付順位検定およびBonferroniの調整を施し
た。順位回答は，各項目の１位を人数で示した。倫理的配
慮としては，研究目的，方法および結果の公表について文
書と口頭で説明し同意を得た。実験中は研究参加者の安全
と権利を最優先した。
【結果】
depthおよび iEMGは，３群間および経時的変化において
有意差は認められなかった。順位回答の結果は，傾斜角度
をつけるほど圧迫時に体重がかけやすく，胸骨圧迫を行い
やすいが，ずり落ちやすく，膝が痛むが上位となった。自
由回答では，「角度がつく方が体重はかけやすい」，「10度
はずり落ちそう」などの意見が得られた。
【考察】
胸骨圧迫の質は，角度を変えても影響しないことが明らか
となった。重心移動の影響よりも補助台を使用することで
下腿が接地し状態が安定したため，３条件間に差が認めら
れなかったと考えられる。一方で，官能評価は，角度をつ
けた方が体重はかけやすく，胸骨圧迫を行いやすいと答え
ている研究参加者が多かったが，同時に角度をつけると膝
の痛みなどのデメリットがあることも明らかになった。以
上より，人が作業しやすい環境を設計することは重要であ
り，デメリットを解消し，メリットを有効活用できるよう
検討を行い，胸骨圧迫を実施しやすい環境の設定を考慮す
る必要がある。

【目的】
実際の病院実習では，患者の状態や反応により看護ケアが
思い通りに進まないという場面がある。しかしそういった
場面を計画して行ったSP（模擬患者）演習と，その演習
による学生の具体的な関わりや思い，また実施前後の学習
状況の変化を示した報告は極めて少ない。そこで今回，学
生に臨地実習等で遭遇する看護場面を想定したSP演習を
実施して，その学びと演習前後での学習状況がどう変化し
たかを調査した。
【研究方法】
Ａ大学看護学部２年生にSP演習への参加を募り自発的同
意の下に参加した12名を対象に，以下の手順で実施した。
１）学内ポートフォリオにて参加者を募る。２）SP演習
の事例設定，当日指名された学生は１回の演習につき１～
２名が看護師役を実施する，ケアを行わない学生はベッ
ド周囲で演習を観察し意見交換を行う。その後，患者役，
ファシリテータ役からの助言を得た。３）終了後に任意で
インタビュー調査を依頼し，演習前後の自己学習状況を聞
き取る。なお，インタビュー調査に参加した対象数は，最
終的には８名（66.7％）であった。インタビュー結果つい
ては言語データ化を行い，SP演習に関する学びについて
内容の類似性・相違性を検討して類型化し，カテゴリーを
抽出した。実施前後の学習状況に関しては，その学習の内
容ごとに整理した。
【倫理的配慮】
学生に対しては，研究の目的，方法，データの匿名性等の
説明を紙面及び口頭で説明し，途中退室等も自由であり何
の不利益も生じない旨を説明した。なお，本研究はＡ大学
倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果及び考察】
事前学習は患者設定の読み込み及び関連資料による学習
が主で，実際に技術練習まで実施していた者は全８名の
内，２名（25.0％）と少なかった。SP演習後の学びは，１）
臨地実習に近い臨場感の体験　２）SPとの関わりの中で
援助方法を模索　３）SPの発言で気づく技術の改善　４）
ケアの根拠の大切さへの気づき　５）自己の課題の明確
化，が抽出された。学生は日ごろ学生同士で技術演習を展
開しているが，臨場感のある臨床場面に近い状況を体験す
ることにより，それまで融合できなかった様々な知識を自
然発生的に，またある程度の試行錯誤の後に見出すこと
が可能となると考える。また，実施後の学習意識に関して
は，実施後の学習をしなかった者が１名（12.5％），実施
した模擬患者演習の関連資料による学習をした者が２名
（25.0％），実施したSP演習の技術項目を伴う技術練習ま
で行った者は５名（62.5％）であった。臨床場面に近い体
験，患者役やファシリテータ役からの具体的な助言，演習
での自らの見出した学び，がその後の技術練習への意欲を
高める可能性が示唆された。
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301）胸骨圧迫の質と心肺蘇生補助台の傾斜角度の関係

○長谷川智之１，斎藤　真１

１三重県立看護大学看護学部看護学科

302）模擬患者演習による学生の学びと演習前後での学習
状況の変化について

○西　法子１，中山栄純２，城戸滋里２

１神奈川工科大学看護学科，２北里大学看護学部



【目的】
看護実習では，学生自身が主体的に問題を発見し解決してい
く能動的な学修への転換が必要である。そこで，臨地実習が
終了した３年生を対象に，実習に対する主体性と特性的自己
効力感との関連を明らかにすることを本研究の目的とした。
【方法】
７大学の看護学生３年生486名を対象に質問紙調査を行っ
た。調査未完了者と男性，24歳以上を除外した408名（有
効回答率84.0％）を分析対象とした。調査項目は，実習に
対する主体性（100㎜のVAS），特性的自己効力感尺度（成
田ら，1995：23項目５件法）とした。分析はSPSS Ver.22を
用い，有意水準は５％とした。対象学生に研究の趣旨およ
び方法，研究参加の任意性や拒否・中断は学業成績と一切
関係なく，不利益を被らないことを説明した。Ａ大学の倫
理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
実習に対する主体性の平均値（SD）は70.3（18.7），特性
的自己効力感総得点の平均点（SD）は72.1点（11.5）であっ
た。実習に対する主体性と特性的自己効力感にやや強い正
の相関が認められた（r＝0.420，p＜0.001）。特性的自己
効力感の項目は「初めはうまくいかない仕事でも，できる
までやり続ける」の平均点が最も高く，次いで「失敗する
と一生懸命やろうと思う」であり，最も低い項目は「何か
しようとする時，自分にそれができるかどうか不安にな
る」であった（表１）。
【考察】
2012年にアクティブラーニングが初めて明示化されて以降
は，特に大学教育の中にアクティブラーニングを導入して
いくことが重要視されている。今回，実習において主体性
が高い学生ほど自分の計画に自信があり諦めない傾向であ
ることが明らかになった。実習においても，学生自身が主
体的に問題を発見し解決できるように支援していくことが
必要である。

【目的】
臨地実習は職業モデルと多く出会う機会である。そこで，
各論実習が終了した３年生を対象に，実習中に出会った職
業モデルについて調査し，実習に対する学習姿勢や困難を
乗り越える自信との関連を明らかにすることを本研究の目
的とした。
【方法】
７大学の看護学生３年生486名に質問紙調査を実施した。
うち調査未完了者と男性，24歳以上を除外し408名（有効
回答率84.0％）を分析対象とした。調査項目は，職業モデ
ルの有無・属性，実習に対する主体性・実習を通して困難
を乗り越える自信の程度（各100㎜のVAS）。対象者に研究
の趣旨と方法，研究参加の任意性，拒否・中断は学業成績
と一切関係なく，不利益を被らないことを説明した。Ａ大
学の倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
職業モデルが有る人は226名（55.4％）で，うち３年生の
実習中に職業モデルに出会った人が179名（79.2％）で
あった。モデル属性は，実習指導者148名（82.7％），受
け持ち患者の担当看護師71名（39.7％），実習指導教員56

名（31.3％），実習先の看護師33名（18.4％），看護師長30

名（16.8％）であった。職業モデル有無別の平均点は「実
習に対する主体性」（p＝0.000）「困難を乗り越える自信」
（p＝0.005）で職業モデルを持つ人の方が有意に高かった。
実習中にモデルに出会った人とそうでない人では差はな
く，モデル属性別でも有意差はなかった。（表１）
【考察】
看護学生にとって職業モデルの存在は，実習における学習
姿勢や困難を乗り越える自信といった学習効果の向上に繋
がることが明らかになった。当該実習の中で出会わなくて
も，学生が持つ職業モデルは学習の動機づけとなり，学習
効果を高めることが示唆された。モデルの属性を問わず，
様々な人との関わりが実習の学びに影響していると思われ
る。
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303）臨地実習を終了した３年生の実習に対する主体性と
特性的自己効力感の関連

○堀川新二１，松浦江美２，藤野裕子３，中村眞理子４，
　上野和美２，藤本裕二５，楠葉洋子２

１活水女子大学，２長崎大学大学院，３沖縄県立看護大学，
４福岡女学院看護大学，５佐賀大学

304）看護学生の職業モデルと臨地実習に対する主体性，
困難を乗り越える自信との関連

○藤野裕子１，堀川新二２，藤本裕二３，上野和美４，
　松浦江美４，中村眞理子５，楠葉洋子４

１沖縄県立看護大学，２活水女子大学，３佐賀大学，４長崎
大学大学院，５福岡女学院看護大学

　
第７群　看護教育（基礎教育）②　14：45 ～ 15：35

表１　特性的自己効力感の項目の平均点
ｎ＝408

平均値±SD
 3 初めはうまくいかない仕事でも、できるまでやり続ける 3.81±0.84
17 失敗すると一生懸命やろうと思う 3.67±0.95
11 面白くないことをする時でも、それが終るまでがんばる 3.65±0.87
 6 何かを終える前にあきらめてしまう※ 3.58±0.96
 7 会いたい人を見かけたら、向こうから来るのを待たないでその人の所へ行く 3.44±1.06
22 すぐにあきらめてしまう※ 3.44±1.00
23 人生で起きる問題の多くは処理できるとは思えない※ 3.36±0.96
 5 重要な目標を決めても、めったに成功しない※ 3.33±0.94
16 難しそうなことは、新たに学ぼうとは思わない※ 3.33±0.93
13 新しいことを始めようと決めても、出だしでつまづくとすぐにあきらめてしまう※ 3.24±0.92
10 友達になりたい人でも、友達になるのが大変ならばすぐに止めてしまう※ 3.22±1.00
 4 新しい友達を作るのが苦手だ※ 3.18±1.21
 1 自分が立てた計画はうまくできる自信がある 3.06±0.93
15 思いがけない問題が起こった時、それをうまく処理できない※ 3.05±1.00
14 最初は友達になる気がしない人でも、すぐにあきらめないで友達になろうとする 3.04±0.95
18 人の集まりの中では、うまく振る舞えない※ 3.01±1.12
12 何かをしようと思ったら、すぐにとりかかる 2.96±1.09
20 人に頼らない方だ 2.93±1.11
21 私は自分から友達を作るのがうまい 2.85±1.07
 8 困難に出合うのを避ける※ 2.71±0.96
 9 非常にややこしく見えることには、手を出そうとは思わない※ 2.59±0.95
 2 しなければならないことがあっても、なかなかとりかからない※ 2.44±1.12
19 何かしようとする時、自分にそれができるかどうか不安になる※ 2.23±0.99
※は逆転項目であり、平均値は換算済み

表１　 職業モデル有無別の実習に対する主体性、困難を乗り越え
る自信の比較

平均値±SD

全対象者
ｎ＝406

職業モデルの存在 実習中に出会った職業モデル
の存在

有
ｎ＝226

（55.4％）

無
ｎ＝182

（44.6％）
p値

有
ｎ＝179

（79.2％）

無
ｎ＝47

（20.8％）
ｐ値

実習に対する
主体性 70.3±18.7 74.4±16.6 65.3±20.0 0.000 75.3±16.4 70.8±16.6 0.062

困難を乗り越
える自信 53.9±22.6 56.5±22.7 50.6±22.1 0.005 57.1±22.8 54.1±22.3 0.394

Mann-Whitney U検定



【目的】
全ての臨地実習を終了した４年生と基礎的実習のみを終了
した２年生の看護職の捉え方の比較とその関連要因を検討
した。
【方法】
７大学の看護学生２年生474名，４年生453名を対象に自
記式質問紙調査を行い，２年生421名，４年生425名を分
析対象とした（調査未完了者，男性，25歳以上を除外，有
効回答率91.1～94.0％）。調査項目は，基本属性，職業モ
デルの有無，看護職の捉え方（「看護師を尊い仕事だと思
うか」について「１．非常にそうだ」～「５．全く違う」
の５件法），特性的自己効力感（成田，1995；23項目５件
法），社会的スキル（菊池，1988；18項目５件法），Sence 
of Coherence（以下SOC）（戸ヶ里，2008：３項目７件法）
を使用し，分析はMann-Whitney U検定と spearman相関係
数を用いた。対象学生に研究の趣旨および方法，参加の任
意性や拒否・中断により不利益を被らないこと，調査票は
無記名とし，結果は数値化して処理を行うため個人を特定
しない，研究以外の目的では使用しない，結果の公表等に
ついて文書および口頭で説明した。Ａ大学の倫理委員会の
承諾を得て実施した。
【結果】
対象者の属性は，２年生の平均年齢は19.9歳，４年生の平
均年齢は21.7歳であった。看護職の捉え方の合計平均点
（SD）は，２年生が2.48（0.82）点，４年生が2.36（0.89）
点で，４年生の方が有意に低かった（p＝0.01）。特性的自
己効力感，社会的スキル，SOCの各合計平均点（SD）は，
２年生が順に70.32（10.69）点，57.16（10.24）点，14.13
（2.86）点，４年生が順に73.53（12.06）点，60.28（9.63）
点，14.98（3.07）点で，全てにおいて４年生の方が有意に
高かった（p＜0.001）。職業モデルの有無による看護職の
捉え方は，２年生では有意な差は認められなかった（p＝
0.06）が，４年生では有意な差が認められた（p＝0.02）。
２年生における〈看護職の捉え方〉は，〈特性的自己効力
感〉〈社会的スキル〉と弱い相関があり（p＝0.02），４年
生では，〈特性的自己効力感〉〈社会的スキル〉〈SOC〉全
てと弱い相関があった（p＝0.01～0.002）。
【考察】
それまで漠然と描いていた「看護職」が，多くの実習を経
験することで職業モデルと出会い，そのモデルとなる人を
目指すことで自身の看護職の捉え方が一致していくと考え
る。また人生経験を通して後天的に獲得されると言われて
いるSOCは，４年生の方がこれまでの実習や学習過程で
の豊富な経験からストレス対処行動を獲得し，同時に自己
効力感を高めることに繋げられていると思われる。そのた
め，短期である２年生の実習時から職業モデルの形成を意
識した教育を行い，看護職の捉え方が一致していくような
関わりが求められる。

【目的】
Ａ大学看護学科は，平成22年にB県で４番めに開設された
４年制私立大学看護学科である。入学してきた学生は，学
力の不足やコミュニケーションに問題を抱え，ストレスを
感じている学生が多いと感じていた。個人の示す情動反応
の特徴を示す遺伝的気質を調査した結果，ストレスをため
やすい悪性ストレス気質である執着気質と不安気質が該当
気質であった。今回，悪性ストレス気質（執着気質，不
安気質）とメンタルヘルス（SOC，主観的健康度，GHQ-
12）を調査し，悪性ストレス気質の高発現群と低発現群の
メンタルヘルスを比較したのでその結果を報告する。
【方法】
調査方法：無記名自記式質問紙調査法　回答は自由意志で
あり，回答しなくても不利益を生じないことを口頭と書
面で説明した。Ａ大学倫理審査委員会の承認を得ている。
調査対象：Ａ大学看護学科に入学した３年生179名　調
査期間：平成24年６月～平成28年６月　分析方法；SPSS 
Statistics17を用いてMann-Whitney-U-testを行った。　調
査内容：悪性ストレス気質（執着気質，不安気質），メン
タルヘルス（SOC，主観的健康度，GHQ-12）
【結果】
悪性ストレス気質である執着気質と不安気質の発現程度に
よるメンタルヘルスの比較を行った。執着気質と不安気
質の得点を高発現群（４点以上）と低発現群（３点以下）
に分けて，SOC，主観的健康度，GHQ-12の比較を行っ
た。２群間の比較は，Mann-Whitney-U-testを用いた。そ
の結果，執着気質高発現群と低発現群を比較し，GHQ-12
が５％水準で有意差があった。また，不安気質高発現群と
低発現群を比較し，SOCとGHQ-12が0.1％水準で有意差
があり，主観的健康度は１％水準で有意差があった。不安
気質４～５点の不安気質高発現群は低発現群よりメンタル
ヘルスが不良である傾向が明らかになった。
【考察】
不安気質の５つの設問項目は，「心配性なほうである」「神
経質なほうである」「一度不安になるといろいろ悩んでし
まうところがある」などであり，これらが５点中４点以上
を高発現群としている。宗像１）は，不安や恐れにさいな
まれやすい損害回避が強い傾向があり，それは，不安，抑
うつ，敵意感情，そして低い自己評価と密接に関係してい
ると述べている。また，不安気質は，執着気質と同様に心
身の疾患をつくりやすい１）。不安気質が高い人のコーチン
グ法のひとつに「第三者にマイナス感情を吐露する。」が
ある。今回の質問紙調査は，無記名自記式質問紙調査法で
あり，個人を特定することはできない。しかし，学生との
関わりの中で不安が強いと感じた学生に対しては，時間を
かけて考えを聞き，特に心身の不調に目を向けて関わって
いく必要があると考える。
【参考引用文献】
１）宗像恒次：SAT療法，金子書房，東京，2006．
２）宗像恒次：SAT法を学ぶ，金子書房，東京，2007．
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305）看護大学２年生と４年生における看護職の捉え方と
その関連要因

○上野和美１，片岡　健２，松浦江美１，藤本裕二３，
　中村眞理子４，藤野裕子５，楠葉洋子１

１長崎大学大学院，２広島大学大学院，３佐賀大学医学部
看護学科，４福岡女学院看護大学，５沖縄県立看護大学

306）看護大学生のストレス気質とメンタルヘルスとの関連

○堀米美智枝１，板垣惠子１

１東北文化学園大学医療福祉学部看護学科



【目的】
看護学生の主体的学習に影響を与える要因を明らかにする
ことを目的とする。
【方法】
調査対象：福岡・佐賀県内の看護専門学校３年課程22校
中，研究参加の同意を得た14校に在籍する３年生685名。
調査方法：留め置き法による無記名自記式質問紙調査。調
査内容：基本属性（年齢・性別），看護学生属性（進路選
択の満足感，他大学在籍経験の有無，就労経験の有無，社
会的スキル〈KISS-18〉，自己効力感〈特性的自己効力感
尺度〉），学習環境属性（一週間の学習時間，教員との関係
性，学習課題の多寡），主体的学習〈自己調整学習方略尺
度〉。分析方法：主体的学習と各属性による２群間比較は
Mann-WhitneyＵ検定 ,さらに主体的学習を従属変数，各
属性を独立変数とした重回帰分析を実施した .本研究は佐
賀大学倫理審査委員会の承認（承認番号28-15）を得て行っ
た。
【結果】
回収数617名（回収率90.0％）のうち，欠損のない542名（有
効回答率87.8％）を分析対象とした。学習時間，社会的ス
キル，自己効力感の中央値で２群に分け比較した結果，い
ずれも２群間で有意差を認めた（ｐ＜0.001）。また，重
回帰分析の結果では，主体的学習には自己効力感（β＝
0.310，ｐ＝0.000），社会的スキル（β＝0.157，ｐ＝0.002）
の順で影響していた。 
【考察】
学習時間，社会的スキル，自己効力感いずれも ,高得点群で
有意に主体的学習得点が高く，重回帰分析によって主体的
学習には自己効力感と社会的スキル関係することが裏付け
られた。Zimmerman（1989）が「自己効力感を動機づけに
自己調整学習方略を適応し続けようとする」と述べている
ように，自己効力感が主体的学習の動機付けとなっている
と考える。教員は，学生が自己効力感を実感できるように
関わっていく必要がある。また，社会的スキルも主体的学
習に影響しており，内藤（2013）が「人付き合いが上手な
人は学業パフォーマンスが高い傾向にある」と述べている
ように対人関係を円滑にするスキルが周囲からのサポート
を得やすくなり，主体的学習に影響したと考えられる。し
かし，本研究は福岡・佐賀両県内の看護専門学校３年課程
を対象としたものであり，地域の偏りがあることは否定でき
ない。また，決定係数R20.182と低値であったことから，本
研究では主体的学習の影響要因を十分に説明できていない。
今後，他の因子について探索していくことが必要である。
【引用文献】
内藤宣人（2013）．社会的スキルと学業パフォーマンスと
の関連性．立正大学心理学研究所紀要 ,（11），63－66

Zimmerman, B.（1989）A soc ia l  cogni t ive  v iew of 
self-regulated academic lerning Journal of educational 
psychology,11,307-313  

【目的】
Ａ大学「基礎看護実習Ⅱ」履修後の男子学生が抱く男性性
の自覚による困難感と性差を考慮した態度，ならびに実習
前後に抱く男性看護師像を明らかにすることとした。
【研究方法】
「基礎看護実習Ⅱ」を履修した３年次男子学生のうち研究
承諾が得られた９名を対象とした。データ収集期間は，
2016年４月～６月とし，インタビューガイドを用いて半構
成的面接を行った。データの分析方法は，内容分析の手法
を用いた。ICレコーダーに録音したデータから遂語録を
作成，コード化し，さらにサブカテゴリ，カテゴリへと抽
象度を高めた。また，研究の信頼性を高めるために質的研
究に熟達している研究者にスーパーバイズを受け研究を
行った。
【倫理的配慮】
本研究は，東北文化学園大学看護学科卒業研究倫理審査委
員会の承認を得て行った（承認番号2106-1）。
【結果】
434コードより68サブカテゴリ，18カテゴリを抽出した。
男性性の自覚による困難感には，〈女性患者との関わりに
おける困難感〉〈ケアの内容により感じる性意識〉等の６

カテゴリが抽出された。性差を考慮した態度には，〈女性
患者への清潔ケアにおける配慮〉〈女性患者からのケアの
拒否に対する受容的態度〉〈学生が認識する患者への平等
な配慮〉等の７カテゴリが抽出された。実習前後の臨床の
男性看護師像は，全部で５カテゴリが抽出され，そのうち
共通したカテゴリが〈男性看護師ならではの役割〉〈男性
看護師のイメージ〉〈男性看護師への信頼と親近感〉であっ
た。それ以外のカテゴリは，〈実習前に抱く男性看護師の
配属先のイメージ〉〈学生が感じる少数派としての在り方〉
であった。実習前後の臨床の男性看護師像は，コミュニ
ケーション場面を通じて男性看護師像が構築されていた。
【考察】
男性性の自覚による困難感において，一部の男子学生は女
性患者へのコミュニケーション場面で性に関する意識が低
いことが示された。このことは，女性教員との日頃からの
関わりが影響していたと推測される。また，コミュニケー
ションスキルの低い男子学生はコミュニケーション場面で
困難に直面すると推測でき，これらの学生に対して，教員
や実習指導者が男子学生のコミュニケーションスキルを事
前に把握し，男子学生が感情表出できる環境をつくること
で，女性患者とのコミュニケーション開始時に良好な関係
構築に繋がると考える。
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307）看護学生の主体的学習に影響を及ぼす要因に関する
研究

○池田陽子１，長家智子２，村田尚恵２，古島智恵２，
　坂美奈子２，分島るり子３，佐藤景子１，下川愛恵１

１佐賀大学大学院，２佐賀大学，３東京医療学院大学

308）男子看護学生の男性性の自覚による困難感と性差を
考慮した態度，実習前後に抱く男性看護師像

○菅原誠市１，外島拓磨２，菅原瑠奈３，鈴木秀樹４，
　藤本幸三４

１東京女子医科大学八千代医療センター，２福島県立医科
大学附属病院，３東北大学病院，４東北文化学園大学



【目的】
臨地実習において死生観を考えるようになったエピソード
を有する看護学生の死生観形成のプロセスを明らかにする
こと。
【研究方法】
Ａ県内にあるＢ大学の臨地実習において終末期患者を受け
持った看護学生でかつ死生観について考えるようになった
エピソードを有する４年次生４名に対し，平成28年７月～
８月に半構成的面接を実施し，M-GTAを参考に分析を
行った。面接内容は，死について考えるようになったエピ
ソードの内容，エピソード前後の死生観の変化，エピソー
ド体験中やその後に周囲の人にサポートして欲しかったこ
との３項目とした。対象の看護学生に対し，研究の趣旨・
方法・倫理的配慮（参加の任意性，秘密保持，公表等）に
ついて文書と口頭で説明し，文書で同意を得た。本学の研
究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
語りを分析した結果26概念と「死の固定概念の自覚」と
「死の固定概念の変化」をコアカテゴリーとする８カテゴ
リーが抽出された。実習で終末期患者を受け持った看護学
生は，《終末期患者の特殊性に応じた難しい介入を経験す
る》中で，《患者に喜ばれたケアを体験する》こと，死の
不安に応える介入，死の受容過程を実際見て学び《実際見
て考えて終末期ケアについて学ぶ》ことができ，終末期患
者への《関り方を導き出し介入したかったという思い》を
抱いていた。また，医療チームでの関わりを体験し，《医
療チームによる患者・家族への支援》についても学んでい
た。実習以外に看護学生の死生観に影響したこととして
《近親者との死別体験》があった。そのような中で，終末
期患者の思いや考え（死生観）に触れ，看護学生は《死の
固定概念の自覚》をし，関りの中で《死の固定概念の変化》
が起き，死生観形成に繋がっていた。
【考察】
看護学生は，終末期患者の特殊性が様々であることがわか
り，これまでの経験や学習では対応できないことを自覚し
介入の難しさを感じていた。しかし，患者に喜ばれたケア
から患者の意向を尊重することや実習指導者・教員からの
助言，学生間でのカンファレンスから終末期ケアについて
学び，終末期ケアの在り方を学生なりに考えるに至ったと
推測される。これらの経験から看護学生は，患者の死に対
する考え方や患者の死に触れることで死から逃げるのでは
なく，自分の死の固定概念の変化に気づき，死を受容した
患者との関わりの中で死を前向きに捉えるという新たな考
えが生まれ，死生観の形成に繋がったと考えられる。看護
学生は臨地実習で終末期患者を受け持つことに戸惑いなが
ら実習に望み，実際見て考えて終末期ケアについて学ぶこ
とができたことで終末期ケアの在り方について考え，死生
観を培っていたと考えられる。

【目的】
2011年に新人看護師研修の教育体制が整備された。しか
し，いまだ新人看護師の実践能力育成方法には課題があ
る。特に，注射技術は看護基礎教育で習得することが難
しい（峰村他，2011）にもかかわらず，新人看護師は就職
後早期に習得を求められる現状がある（三宅他，2008；野
口他，2011）。看護教員と新人看護師研修担当者は，学生
から新人看護師として成長する過程において技術教育を担
う。そこで，看護基礎教育卒業時に学生が習得すべき注射
技術について，対象別（モデル人形，学生，患者）にみた
注射の実施に対する両者の認識の相違を明らかにしたので
報告する。
【方法】
研究方法：郵送質問紙調査（無記名自記式質問紙）。研究
対象者：全国の３年課程看護専門学校計148校と200床以
上の一般病院計180施設に協力を依頼し，承諾を得られた
施設の看護教員と新人看護師研修担当者に質問紙を配付
した。調査内容：基礎看護技術のテキストから抽出した。
看護基礎教育卒業時に学生が習得すべきと考える注射方
法（計90項目）について，「４．かなり思う」，「３．やや
思う」，「２．あまり思わない」，「１．まったく思わない」
の選択肢から回答を得た。データ収集期間：平成28年９

月～11月。分析方法：統計解析ソフト IBM SPSS Statistics 
24を用いた。看護教員と新人看護師研修担当者の認識の相
違をMann-WhitneyＵ検定（有意水準は５％未満）にて分
析した。倫理的配慮：質問紙は無記名であり，研究に協力
しなくても不利益を受けることはないことを文書にて説明
した。
【結果】
59校の看護専門学校と70施設の病院から調査協力の承諾を
得た。回収率は看護教員64.4％，新人看護師研修担当者は
51.8％であった。有効回答数は，看護教員131名，新人看
護師研修担当者183名であった。両者ともに習得すべきと
考える技術は，モデル人形を使用した「誤薬防止のための
確認」，「中臀筋の注射部位の選定」などの技術であり，患
者を対象とした「点滴静脈内注射の穿刺」などの侵襲性の
高い技術は習得しなくてもよいとの認識であった。学生を
対象とした「皮下への刺入」，「筋肉内への刺入」などの穿
刺・刺入の技術については，５項目全てにおいて有意差
（ p＜．01）がみられた。新人看護師研修担当者の方が看
護教員よりも学生間で穿刺・刺入の技術を習得すべきと認
識する傾向にあった。
【考察】
患者を対象とする穿刺・刺入の技術の習得は，卒業後の臨
床現場に委ねられることが確認できた。学生間で注射を実
施する体験は，疑似患者体験となり，看護師に必要な態度
の習得などが期待できる。しかし，倫理面や安全上の課題
を伴う。そのため，慎重な検討や教育方法の工夫が必要で
ある。
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309）看護学生の死生観形成プロセスに関する研究　－臨
地実習を終えた看護学生に焦点をあてて－

○前田のぞみ１，赤司千波２

１JCHO埼玉メディカルセンター，２福岡県立大学看護学
部・看護学研究科看護学科・成人看護学教授

310）看護基礎教育における注射の実施に対する看護教員
と新人看護師研修担当者の認識の相違

○大西幸恵１，山田聡子２，中島佳緒里２

１独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター附属名
古屋看護助産学校，２日本赤十字豊田看護大学



【目的】
Ａ大学では急性期看護実習において，受け持ち患者の手
術・麻酔侵襲について理解を深め術後の看護に活かすとと
もに，チーム医療および継続看護の実際を学ぶことを目的
として手術部見学実習を行っている。そこで本研究では，
手術部見学実習での学生の学びを把握し今後の教授活動へ
の示唆を得るために，見学実習レポートから学習内容を明
らかにすることを目的とした。
【方法】
急性期看護実習を終えた看護学科３年生（47名）のうち，
同意が得られた44名の学生の実習レポートを分析対象と
し，実習レポートから学びに関する文脈を抽出した。学び
に関する文脈は「～と理解した」「～に気がついた」「～
を実施した」と同等に表現されているものとし，「理解」
「気づき」「実施」の３つに分類した。分類毎に抽出した文
脈を，意味内容を損なわないように１次要約，２次要約を
行った。２次要約は類似性に基づき，サブカテゴリー，カ
テゴリーに集約した。この過程は複数の研究者で行い真実
性の確保に務めた。なお，本研究は研究者所属施設の倫理
審査委員会の承認を得ている。
【結果】
分析の結果，「理解」は【円滑な手術進行と安全を考慮し
た医療者間の連携】【手術室看護師に必要な合併症予防の
実践】【患者の不安緩和を目的とした手術室看護師が行う
心理的援助】など５のカテゴリーに集約された。「気づき」
は【他職種連携におけるコミュニケーションの重要性】【手
術室看護師に求められる役割と能力】【手術を受ける患者
の心理的状態】【全ての看護に共通する患者を尊重した姿
勢】など10のカテゴリーに集約された。「実施」は【受け
持ち患者の緊張の緩和を目的とした看護援助】のカテゴ
リーに集約された。
【考察】
手術部見学実習を通して，学生は実習の目的である手術・
麻酔侵襲の影響や他職種連携，継続看護を学んでいたこと
が伺える。具体的には既習の知識を想起して手術室看護を
理解していたことが推察された。また，手術室という一般
病棟とは異なる看護の専門性や独自性だけでなく，全ての
看護に共通する看護師としての在り方についても気づくこ
とができたと考えられる。さらに，見学が主の手術室実習
ではあるが，学生は受け持ち患者に対して可能な看護援助
を行っていたことが示された。学生は，一つの見学した事
象や体験した内容について，３つの「理解」「気づき」「実
施」を表出し，一側面の学習にとどまらず，学びの内在化
がなされた可能性がある。さらに，実習後にレポートとし
て実習体験を振り返り，学びを詳細に記述したことで，実
習で得られた知識や現象を意味づけし解釈していると考え
られる。今後は，既知との関連に基づいて学生の学びを深
められるような方略を検討していく必要がある。

【目的】
在宅ケアに向けた継続看護の効果的な教育方法を退院調整
看護師による授業で試みた。
【研究方法】
１年次授業２時間，退院調整看護師による講義と演習で
構成した。講義は医療の動向，地域連携室および退院調
整，演習は事例を３つの視点（患者・家族が「どうありた
いか」，医療上の問題，生活上の問題）から情報を分類し，
グループ発表を行い，実際の支援を説明した。調査時期は
2015年11月，対象者は１年生84名である。終了後自己記入
式の調査票を配布した。調査項目は，学習目標の到達度９

項目，授業の効果８項目，教育方法の有用性１項目，講義
からの学び５項目であり，４件法でたずねた。分析方法
は，それぞれの基本統計量を求めた。倫理的な配慮は，研
究参加は任意であること，成績には関係しないこと，匿名
性の保持を口頭と書面で説明し，文書による同意を得た。
【結果】
同意が得られた79名（有効回答率94％）を分析対象とした。
女性97.5％，男性2.5％，平均年齢18.7（±0.51）歳であっ
た。学習目標の到達度では，退院調整看護師の活動を通じ
て継続看護の重要性，退院支援を看護師が行う必要性，退
院調整看護師の役割，事例を通して退院後の生活上の問題
について考える必要性，事例を通して退院後に患者・家族
がどうありたいか考える必要性，事例を通して退院支援の
実際，事例を通して退院後の医療上の問題について考える
必要性，地域連携室の役割，地域連携室の設置の背景につ
いての理解のすべてにおいて，回答者の96～100％が「よ
く・まあまあ」できたと回答していた。授業の効果では，
退院後の生活を視野に入れた支援の必要性，事例により具
体的にイメージできた，患者だけでなく家族を支援する重
要性，退院調整看護師の役割，地域連携の役割の重要性，
退院支援における家族・患者の問題，保健医療福祉の連携
の大切さ，退院支援における病棟看護師の役割のすべての
項目で回答者の96.2～100％が「よく・まあまあ」わかっ
たと回答していた。教育方法の有用性は，とても84.8％，
まあまあ15.2％であった。講義からの学びでは，看護師が
退院支援において重要な存在，実際に行われている地域医
療連携室の活動を聞いてよかった，退院支援が必要な患者
の看護に興味が持てた，地域連携室で行われている看護が
イメージできた，自宅での生活を可能にする看護について
イメージできたで98.7～100％と回答していた。
【考察】
基礎教育１年次から在宅ケアの実際を段階的に教授するこ
とが重要である。地域連携室の事例を情報分類する授業に
対する学生の評価は高く，本教育方法は有用としていた。
この学びが今後の教育実践である演習や実習にどのように
影響していくのか検証していく必要がある。
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311）急性期看護実習における手術部見学実習の看護学生
の学び

○大塚知子１，牧野夏子１，城丸瑞恵１，澄川真珠子１，
　仲田みぎわ１

１札幌医科大学保健医療学部看護学科

312）在宅ケアに向けた継続看護の効果的な教育方法の試み

○岩脇陽子１，山本容子１，滝下幸栄１，室田昌子１，
　柴田明美１，松岡知子１，光本かおり２

１京都府立医科大学医学部看護学科，
２京都府立医科大学附属病院



【目的】
実習指導者が直面する問題の全容を解明し，その特徴の考
察を通して指導者としてのより良い役割遂行に向けた示唆
を得る。
【研究方法】
病院の看護管理責任者に調査協力を依頼し，合計1,406部
の質問紙を配付した。測定用具には，内容的妥当性を確
保した問題を問う質問紙と特性調査紙を用いた。分析に
は，看護教育学における内容分析１）を用いた。カテゴリ
の信頼性は，２名の研究者によるカテゴリ分類への一致率
をScott, W.A.の式に基づき算出し検討した。なお，本研究
は，千葉大学大学院看護学研究科倫理審査委員会の承認を
得て実施した。
【結果および考察】
回収された質問紙は804（回収率57.2％）であった。
１）指導上の問題の有無：問題が「ある」と回答した者は
641名（79.7％），「ない」と回答した者は161名（20.0％）
であった。「ある」と回答した者の問題を表す記述584を分
析した。
２）対象者の特性：年齢は平均37.4歳（SD7.0）であり，
臨床経験年数は平均14.7年（SD6.6），実習指導者としての
経験年数は平均4.6年（SD4.4）であった。また，実習指導
に関する講習会等の受講者は463名（79.3％），未受講者は
121名（20.7％）であった。
３）実習指導者が直面する問題：584名の記述は853記録単
位に分割でき，このうち問題が具体的に記述されていた
467記録単位を分析した。その結果，実習指導者が直面す
る問題を表す35カテゴリが形成された。カテゴリ分類への
一致率は70％以上であり，カテゴリが信頼性を確保してい
ることを示した。考察の結果は，実習指導者の問題35カテ
ゴリが，問題の生じる原因別に８種類に大別されること
を示した。〈知識不足での指導実施〉，〈的確かつ学生が理
解し易い助言・説明・発問困難〉を含む９カテゴリは，指
導に必要な知識・技術や経験の不足により生じる問題であ
る。また，〈業務と指導の並進による学生指導と患者援助
への両役割遂行不全〉，〈学生の学習状況把握不可下での指
導と評価〉を含む４カテゴリは，業務と指導の並進により
生じる問題である。さらに，〈学生指導に向けたスタッフ
との協力困難〉，〈教員との協議不可による指導方針決定不
可〉を含む５カテゴリは，指導者間の相互行為の必要性に
より生じる問題である。加えて，〈教育機関・看護部の指
導方針への懐疑と方針への追従不可避による指導困難〉を
含む５カテゴリは，教育機関の指導方針遵守により生じる
問題である。これらは，実習指導者が多様な問題に直面し
ながらその役割を遂行している状況を表す。本研究の結果
は，実習指導者自身が，どのような問題に直面しているの
かを客観的に理解したり，解決に向けた方策を検討したり
するために活用できる。　
本研究は，科研費（26463229）の助成を受け実施した。
【引用文献】
１）舟島なをみ：看護教育学研究　第２版，医学書院，
223-261，2010．

【目的】
看護職による新人看護師等への指導力向上が重要な課題と
なっている。そこで研究者らは看護職のコーチングおよび
コンサルテーション能力の向上を目的とした研修会を開催
した。本研究はその研修会の教育成果と学習活動の関連を
検討し，効果的な研修会の在り方の示唆を得ることを目的
とした。
【方法】
平成28年10月から11月にかけて看護職を対象に１回５時間
からなるコーチングとコンサルテーションに関する２回連
続講座を開催し，全研修終了後，独自のアンケート調査を
行った。調査内容は，（1）所属施設，（2）研修満足度（５

件法），（3）学習成果（コーチングの理解の深まり（５件
法），コンサルテーションの理解の深まり（５件法），実
践への自信の変化（５件法）），（4）研修中に経験した学
習方法（次回までの実践計画宣言，演習，臨床での実践紹
介，グループワーク前の個人の意見整理）の効果の実感
（５件法）である。なお，研究者の所属大学の研究倫理審
査委員会で承認を得た上で，研究目的，匿名性等について
文章で説明し同意書を作成して実施した。
【結果】
受講者16名に調査を依頼し13名から回答を得，全てを分析
対象とした（有効回答率81.3％）。１．所属施設について
医療施設が多数を占めていた（13名）。２．研修満足度は
「とても満足」９名，「やや満足」４名であった。３．コー
チングの理解について「とても深まった」９名，「少し深
まった」４名であった。４．コンサルテーションの理解に
ついて「とても深まった」１名，「少し深まった」10名，「あ
まり深まらない」２名であった。５．実践への自信につい
て「ある程度高まった」３名，「少し高まった」６名，「あ
まり変わらない」３名などであった。６．学習方法につい
て「とても効果的」と認識する者の最多項目は「臨床での
実践紹介」12名であった。７．項目間の関連では，研修
満足度と実践への自信の変化（r＝ .653，p＝ .015），コン
サルテーションの理解の深まり（r＝ .595，p＝ .032），学
習活動ではグループワーク前の個人の意見整理（r＝ .640，
p＝ .025）間に正の有意な相関関係が認められた。
【考察】
研修満足度には，プリセプティとプリセプターの両者の関
係性に働きかけるコンサルテーションの理解の向上と実践
活用への自信の獲得が鍵となることが示唆された。また理
解や自信を高める活動としてグループワーク等を行う際に
は，事前に個人の意見をまとめる時間を確保してから行う
ことが効果的であることが示唆された。
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313）実習指導者が直面する問題の解明

○中山登志子１，舟島なをみ２

１千葉大学大学院看護学研究科，２新潟県立看護大学

314）看護職向けコーチング・コンサルテーション研修の
満足度に影響する学習成果と学習活動

○遠藤良仁１，渡辺幸枝１，アンガホッファ司寿子１，
　鈴木美代子１，伊藤　收１

１岩手県立大学看護学部

　
第７群　看護教育（継続教育）　14：45 ～ 15：35



【目的】
自己教育力を高める機会として，今日では院内教育のみな
らず多くの学会・研修会が開催されており，これらの研修
会への参加は主体的な学習モチベーションを高めている。
今回，クリティカルケア看護に関する研修会参加者に対
し，院外研修参加のサポート体制とモチベーションについ
て調査を行った。
【方法】
研究期間：2014年～2016年。研究対象：クリティカルケ
ア看護に関する研修会（全８回）に参加した延べ778名の
うち質問紙の提出があった688名（回収率88.4％）で，欠
損値のない476名（有効回答：69.2％）を分析対象とした。
研究方法：クリティカルケア看護についての研修会開始時
に配布資料とともに，独自に作成した属性（年齢・家庭内
状況など３項目）と院外研修に対するサポート体制（７

項目），自身の研修会参加のモチベーション（８項目）に
ついて，５（かなりそう思う）～１（そう思わない）のリッ
カート方式の質問紙を配布し，研修会終了時に任意による
提出を依頼した。分析方法：各項目単純集計を行った。倫
理的配慮：岐阜大学大学院医学系研究科医学研究倫理等審
査委員会の審査・承認を得て行った（承認番号26-279）。
【結果】
対象の年齢層で一番多かったのは24歳以下で85名であっ
た。同居人がいる人は366名，家庭内での家事労働につい
ては，ほとんどすべてを行っているものが160名であった。
院外研修に対するサポート体制で最も得点が高かったのは
「職場に研修の案内などの情報提供がある」4.1（±0.87）
点で，「仕事をすることに対して家庭内でサポート・協力
が得られる」3.9（±0.86）点，「自分の時間で院外研修等
に参加することに対して家庭内でサポート・協力が得られ
る」3.9（±0.91）点であった。最も低かったのは，「院外
研修は出張扱いで参加する」2.4（±1.16）点であった。自
身の院外研修会参加のモチベーションで最も高かったのは
「仕事の上でわからないことは自分で調べて学習している」
3.9（±0.68）点と「院外研修は自分の休みで参加している」
3.9（±1.02）点で，最も低かったのは「認定看護師・専門
看護師の習得を考えている」2.6（±1.25）点であった。
【考察】
今回の調査はクリティカルケア領域の院外研修会参加者を
対象にしており，参加者が主体的に参加している。職場で
の研修の案内などの情報提供や家庭内サポート・協力につ
いての得点が高いことから，院外研修会参加について，職
場や家庭でのサポート体制が整えられていることが推察で
きる。また，自分で調べて学習している項目が高かったこ
とから，院外研修会参加者の学習モチベーションが高く
なっていることが考えられる。しかし，「認定看護師・専
門看護師の習得」については2.6点であったことから資格
取得についてのモチベーションは低いことが示唆された。

【目的】
ピア・コーチングとは，ピアの関係にある者同士が互いに
成長していく方法であり，同期との関係性がより深まって
いく卒後２・３年目の時期において意義のある教育方法と
いえる。本研究は卒後２・３年目の初期キャリア形成期の
看護師間でなされるピア・コーチングの様相を明らかにす
る。
【方法】
卒後３年目看護師15名を１グループ５名の３グループに分
けて，同期とのピア・コーチングの経験についてフォーカ
スグループインタビューを行い，逐語録を作成後，コード
化，カテゴリー化を行った。研究協力者にメンバーチェッ
クを依頼し実施した。本研究は，研究者が所属する施設の
倫理委員会の承認を受け，協力者に参加の自由意思，プラ
イバシーの保護等を説明し同意を得た。
【結果】
ピア・コーチングの様相として，５つの上位カテゴリー，
22のカテゴリー，64のサブカテゴリー，99のコードが抽出
された。以下，上位カテゴリーを〈　〉，カテゴリーを
［　］とする。〈ともに学び合う機会をもつ〉は，［同期と
一緒にケアについて考える］［目の前の問題に一緒に取り
組む］［集まって学習する機会を同期ともつ］から構成さ
れた。〈絆が深まる行為〉は，［同期と精神的に支え合う］
［仕事以外でも気軽に集まる］［同期と力を合わせる］［同
期を当てにする］［同期の前で自分らしく振る舞う］から
構成された。〈同期を身近な目標とする行為〉は，［同期に
関心を寄せる］［同期の存在を認める］［同期をいい意味で
ライバル視する］から構成された。〈同期との関わりから
生じる自発的な行為〉は，［同期を通じて自分の現状を自
覚する］［同期から刺激を受けて前向きな気持ちへと切り
替える］［同期の存在が刺激となり自ら行動を起こす］か
ら構成された。〈同期を通じた自分なりのケアの模索〉は，
［同期と互いのもつ情報を共有する］［自分に必要な情報を
同期から入手する］［自分とは異なる同期の視点から意見
をもらう］［同期に自分の視点を確かめる］［同期の動きか
ら自分の動きをイメージする］［より良いケアの方法を模
倣し合う］［同期との関わりをきっかけにケアについて考
える］［同期から得た情報を活用する］から構成された。
【考察】
初期キャリア形成期看護師は同期と一緒に学びにつながる
経験をもち，協働しながら同期との関係性を深めて信頼関
係を築いていた。また，同期の言動や看護に対する姿勢を
自分の目標としたり，同期との関わりをきっかけとして自
ら行動を起こしたりしていた。同期との関わりを通して自
分なりのケアの方法を探し求める行為を行っており，互恵
的な関係にある者同士による協同的な行為が明らかになっ
た。
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315）院外研修会に関するサポート体制と参加モチベー
ション

○高橋由起子１，臼井かおり１，林久美子２，西本　裕１

１岐阜大学医学部看護学科，
２朝日大学保健医療学部看護学科

316）初期キャリア形成期看護師におけるピア・コーチン
グの様相：フォーカスグループインタビューによる
分析

○冨田亮三１，細田泰子２

１大阪府立大学大学院看護学研究科博士後期課程，
２大阪府立大学地域保健学域看護学類



【目的】
看護職のコーチング・コンサルテーション実践活用への自
信を高めることを目指したコーチング・コンサルテーショ
ンに関する研修（以下，研修）を昨年実施した。研究目的
は，研修受講後の参加者のコーチング・コンサルテーショ
ンの実践への自信の自覚（以下，自信の自覚）を明らかに
することである。
【方法】
平成28年10月と11月，Ａ県内の看護職を対象に月１回５時
間のコーチング・コンサルテーションに関する連続講座を
開催し，11月の研修終了後にアンケート調査を行った。調
査内容は，職種，コーチング・コンサルテーション学習経
験，自信の獲得，受講後の周囲の変化，現実場面での活用
等である。アンケート結果の自由記述より，研修受講後の
自信の自覚に関する内容を抽出し，類似している内容を共
通性に沿ってまとめた。倫理的配慮として，研究者の所属
大学の研究倫理審査委員会で承認を得た後，研究目的や匿
名性等について文章で説明し同意を得た。
【結果】
受講者16名に調査を依頼し13名から回答があり，全てを分
析対象とした。職種は，看護職10名，教員１名，その他１

名，無回答１名。コーチング学習経験は，無い８名，有る
４名，無回答１名。コンサルテーション学習経験は，無い
９名，有る３名，無回答１名。実践への自信は，「ある程
度高まった」３名，「少し高まった」６名，「あまり変わら
ない」３名，「全く変わらない」１名。実践への自信の変
化として〈コーチングを意識した関わりに変化〉〈実践で
きる気持ちに変化〉〈知識を得た〉，受講後の周囲の変化と
して〈相手の肯定的変化〉〈自分の関わりによる相手の変
化〉〈自分の考え方の変化〉，現実場面での活用として〈学
生，新人職員，スタッフ，患者との関わり〉〈意識したい〉
〈コーチング場面を増やす〉〈日常での関わり〉のカテゴ
リーが抽出された。
【考察】
対象者の約６割は，本研修受講前にコーチングやコンサル
テーションの学習は無いと回答していたが，研修受講後に
は，コーチングを意識した関わりや実践できそうな気持ち
に変化していた。このことから，研修内容は受講者にとっ
て単に知識を獲得することのみならず，行動変容にもつな
がり得る内容であったと考えられた。また，実際に研修受
講後にコーチング・コンサルテーションの姿勢で相手に関
わり，相手から肯定的な反応を得られたことも，実践への
自信となったと考えられる。反して，実践への自信につい
て，「あまり変わらない」「全く変わらない」との意見もあ
り，僅か２回の研修では十分とはいえず継続的研修を行
い，コーチング・コンサルテーションの姿勢を継続できる
ようなフォローアップ研修や研修受講経験者が集い，情報
交換できる場の設定の必要性も考えられた。

【目的】
新卒看護師の早期離職を軽減するために，新人看護師が直
面しているリアリティショックの構造とそれに対してどの
ような卒後教育や関わりがより効果的なのかを検討した。
【方法】
研究対象は，スノボール・サンプリング法で対象となる新
卒看護師を抽出し，面接調査に協力可能な新卒看護師２名
を対象とした。データ収集は，インタビューガイドを用い
た半構成的面接を行った。データ分析は，半構成的面接法
で得られた逐語録より，Colaizziの分析段階を用いて新卒
看護師のリアリティショックと効果的な教育と関わりのあ
り方に関連する語りを分析した。（1）逐語録を読みながら
録音を聴き，インタビュー全体の意味を理解，（2）逐語録
から新卒看護師のリアリティショックに関係する重要な発
言の抽出，（3）抽出した重要な言葉に意味づけ，（4）佐居
らのリアリティショックのカテゴリーに沿って，テーマの
意味に適したクラスターに分類して分析，（5）新卒看護師
のリアリティショックについて新卒看護師が必要としてい
る教育と関わりについて分析，（6）分析段階として（5）
までの分析を研究目的に沿って文章化，（7）最終段階とし
て，この研究で得られた結果を研究対象者へフィードバッ
クし内容の正確さの検証を行った。倫理的配慮は，対象者
に研究の趣旨，研究方法，自由意志による参加，中途辞退
の保障，プライバシーの保護，研究成果の公表について文
章と口頭で説明して同意を得た。新潟医療福祉大学倫理委
員会で承認を得ている。
【結果】
１．リアリティショックのカテゴリーの分類をし，その内
容をみたところ〈看護知識・技術の未熟さによる自己の能
力に対するショック〉，〈看護をする上での理想と現実の違
い〉，〈環境の変化による身体的・精神的疲労〉がリアリ
ティショックの要因としてあがった。２．新卒看護師が必
要としている教育や関わりは，（1）採用３か月をすぎると
看護の知識・技術を学ぶ場が減ってくるため，定期的な勉
強会が必要，（2）グッジョブカードのような先輩看護師か
らの評価は非常に嬉しい，（3）先輩看護師の行動をみるこ
とやアドバイスをもらう中で看護業務を覚えていた。
【考察】
リアリティショックの要因に対しては，実践的なシミュ
レーション教育を強化することで学生時代に経験しなかっ
た技術や対患者をイメージした実践能力，ハイリスクケア
や高度医療機器の操作等の能力向上を図ることができると
考える。先輩看護師の行動や関わりは新卒看護師に大きな
影響を与えるため，互いにみられる立場にありみられてい
く立場になるということを頭に置きながら看護業務に取り
組む必要性が示唆された。
【文献】
佐居由美ら（2007）：新卒看護師のリアリティショック
の構造と教育プログラムのあり方，聖路加看護学会誌，
11（1），100-108．
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317）看護職向けコーチング・コンサルテーション研修受
講後の実践活用への自信の自覚

○渡辺幸枝１，遠藤良仁１，伊藤　收１，
　アンガホッファ司寿子１，鈴木美代子１

１岩手県立大学看護学部

318）新卒看護師のリアリティショックの構造と効果的な
教育と関わりのあり方

○川原麻佳１，川崎久子２

１新潟大学医歯学総合病院，２新潟医療福祉大学



【目的】
目的は，東北・北海道圏で勤務する助産師への継続教育状
況を把握し課題を明らかにすることであった。
【研究方法】
１．調査期間：2016年３月から６月。２．調査対象：東
北・北海道圏の産科施設539か所。３．調査方法：施設長
へ，施設内助産師への調査協力依頼の書類を郵送し，協力
の是非を返信用はがきで回答を求めた。承諾を得られた施
設へは継続教育状況を，助産師へは調査用紙を郵送した。
４．調査項目：施設長へ，施設のクロックミップレベル３

認証制度活用状況・助産師対象の継続教育の取り組み・勤
務助産師数を，助産師へ，現任教育歴・施設外継続教育受
講状況を尋ねた。５．倫理的配慮：札幌市立大学の倫理審
査承認後に調査を実施した（No.1134-1）。
【結果】
539施設中258施設から回答を得（回収率47.7％），83施設
（32.1％）の協力を得た。83施設の総助産師数は1,074名で，
平均勤務助産師数は12.9名（SD10.8）で，回答が得られた
助産師は390名であった。１．CLoCMiPレベル３認証制
度活用状況：認証制度活用施設数は29施設（34.9％），個
人に任せる施設は42施設（50.6％），無回答12施設（14.5％）
であった。アドバンス助産師は88名（22.6％）であっ
た。２．継続教育：１）新人助産師への実施が13施設
（17.7％），看護師と合同が45施設（54.2％）で合計58施設
（69.9％），未実施５施設（6.0％），その他が６施設（7.25），
無回答14施設（16.9％）であった。２）助産師経験に準じ
実施する施設は，助産師へが19施設（22.9％），看護師と
合同が33施設（39.8％）で，計52施設（62.7％）あり，未
実施は６施設（7.25％），その他は８施設（9.6％），無回
答は17施設（20.5％）であった。３）継続教育の有無：特
別な継続教育はない施設が28か所（33.7％），必要なしは
０施設（０％），その他が12施設（14.5％），無回答40施設
（48.2％）であった。助産師は316名（81.0％）が現任教育
を受け，施設外継続教育利用は300名（76.9％）であった。
【考察】
就労後，助産師が助産基礎教育終了の積み重ねとして助産
師に必須な能力である助産実践能力の向上を目的に継続教
育を受けることは重要である。施設では新人助産師への継
続教育を７割弱，助産師へは２割弱，看護師と合同が５割
強取り組み，必要なしとする施設はなかった。平成24年度
の結果では，助産師４％，看護師と合同が50％で計54％，
また，継続教育は必要ないとする施設が22％であった（山
内ら，2013）ことと比較すると，新人助産師への継続教育
実施率は増加し，助産師のキャリア支援環境が向上してい
ると判断した。だが，看護師と合同による実施割合は同様
であったことから，助産師に対する看護実践能力向上の支
援に理解はあるものの，助産実践能力向上のための支援を
開始する必要性の理解や，クロックミップ認証制度の施設
としての活用には課題があると判断した。

【目的】
１．病院に勤務する主任以上の看護管理者が認識してい
る，管理役割や管理業務の遂行状況の自己評価の実態を把
握する
２．看護管理活動のうち，教育能力に関連する因子を明ら
かにする
３．以上の結果から看護管理学教育，および現場の看護管
理へのサポートのあり方について検討する
【方法】
対象は首都圏の病院に勤務する部門や課の看護管理者150

名であった。調査方法は2008年８月～2008年９月に無記名
自記式質問紙を井部ら（2007）のMaINなどを参考に作成
し調査を実施した。なお，看護マネジメントは井部らの先
行研究を引用して，計画，動機づけの力，教育，コミュニ
ケーション，組織，安全のカテゴリで構成される管理実践
と定義した。また，管理実践のうち，教育能力の影響要因
を文献検討から導き，年齢，所属年数，職務への満足感，
動機づけなど７つの要因を挙げ概念図を作成した。調査用
質問紙は，概念図に含む内容をも網羅するよう既存の尺度
も参照して作成した。 分析は，SPSSver23による記述統計
と変数減少法による重回帰分析を行った。倫理的配慮とし
て，研究者の所属機関の倫理委員会の承認を得て調査施設
への依頼を開始し，対象のプライバシー厳守と研究協力が
強制されないよう配慮した。
【結果】
看護マネジメントの自己評価結果，構成する６カテゴリ
別の得点の割合は，安全が71.8％と顕著に高く，組織は
47.6％と顕著に低く，コミュニケーション56.9％，教育
56.1％，計画55.4％，動機づけ53.5％は50％で近い値であっ
た。合計得点に占める割合は56.9％だった。教育能力に関
連する要因は，７つの変数，年齢，現施設所属年数，職務
満足感，動機づけ，教育背景，ストレス対処能力，サポー
トをかけた際の重相関係数は0.40であり，７変数によりマ
ネジメントの教育能力は40％説明することができた。さら
に変数減少法により解析をすすめると，最終的に，年齢，
教育背景及びサポートの３変数により教育は38％説明でき
ることが明らかとなった。
【考察】
以上の結果から，自己の能力や目前の業務だけでなく組織
づくりや周囲への教育能力を育む教育の必要性が考えられ
た。また施設内の実践的な管理活動のサポート体制の確保
や，地域の大学などの身近な教育機関で管理学教育を受け
られる継続教育体制の整備が求められる。施設内で実践的
な管理活動の悩みを相談できるサポート体制の確立もまた
急務であると考えられた。
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319）東北・北海道圏にある産科関連施設の助産師への継
続教育状況　－平成28年度調査報告－

○山内まゆみ１，中村惠子１

１札幌市立大学看護学部

320）看護管理者の看護マネジメントの自己評価と教育能
力に関連する要因

○庄村雅子１，岡部春香１，岩本敏志１

１東海大学健康科学部看護学科



【目的】
本研究は，中堅看護師の職業的アイデンティティに影響し
ている要因を明らかにすることを目的とした。
【方法】
調査対象はＫ府・Ｓ県内の300床以上の病院で一般病棟に
勤務している臨床経験５年から19年以内の中堅看護師とし
た。調査方法は無記名自記式質問紙調査とし，調査項目と
して，基本属性は性別・年齢・最終学歴・取得免許・臨床
経験年数・同一病院での勤続年数・役職の有無・結婚歴・
家族構成・キャリアアップの支援体制・病床数・所属部署
の12項目とした。職業アイデンティティ尺度（Professional 
Identity Scale for Nurses：以下PISN）は，臨床経験５年以
上の看護師を対象とした職業的アイデンティティを測定す
る尺度であり，５つの下位尺度20項目で構成されている。
回答は，５段階「ほとんどあてはまらない１点～かなりあ
てはまる５点」で求める。逆転項目は数を反転させて算出
した。看護実践の卓越性自己評価尺度－病棟看護師用－
（以下「看護実践の卓越性尺度」とする）は，自己の実践
の質を査定する尺度であり，７下位尺度35質問項目から構
成されており，各下位尺度の得点は５点から25点の範囲，
総得点は35点から175点の範囲となる。両尺度は，測定用
具開発者に許諾を得た。一般性セルフ・エフィカシー（自
己効力感）尺度は「行動の積極性」７項目「失敗に対する
不安」５項目「能力の社会的位置づけ」４項目の計16項目
で構成されている。回答は「はい」「いいえ」の２件法で
求める。分析方法は職業的アイデンティティ尺度との影
響要因を検討するため，PISNの合計得点を従属変数とし，
看護実践の卓越性尺度の総得点，自己効力感の合計得点，
相関係数で正の相関がみられた結婚癧，臨床経験年数，同
一病院での勤務年数，役職，支援体制の有無，結婚歴を独
立変数として重回帰分析を行った。年齢，性別は強制投入
し，他の独立変数はステップワイズ法で分析を行った。倫
理的配慮としてS大学倫理委員会で倫理審査を受け承認さ
れ実施した。
【結果】
回収率51.2％。有効回答は303部（有効回答率65.7％）で
あり，これを分析対象とした。重回帰分析の結果は説明
力を示す，R２＝ .501，調整済みR２＝ .491であった。偏回
帰係数は，看護実践の卓越性尺度（.286），自己効力感尺
度（.598），支援体制（3.28）であった。標準偏回帰係数
（β）は看護実践の卓越性尺度（β＝ .521），自己効力感尺
度（β＝ .242），支援体制（β＝ .169）であった。PISNに
影響する因子として，看護実践の卓越性尺度の点数，自己
効力感尺度，支援体制の有無であった。
【考察】
本研究で，５年から19年の中堅看護師は，自己の臨床実践
能力を承認し，職業的アイデンティティに影響を与えてい
た。自己効力感尺度得点，支援体制の有無が自己の職業的
アイデンティティ尺度得点への要因の一つであることが示
された。

【目的】
緩和ケアチームを持たない一般病棟の看護師は，緩和ケア
のどのような点で困難を感じているのか，スピリチュアル
ケアをどのように捉えているのかを明らかにする。
【方法】
対象：Ａ県・B県の緩和ケアチームを持たないベッド数
300床以上の急性期一般病院に勤務する看護師120名。調査
方法：緩和ケアの現状とスピリチュアルケアに関する質問
紙調査。調査内容：属性，笹原（2003）による「一般病棟
の看護師の終末期がん患者のケアに対する困難感尺度（以
下，ケア困難感尺度）」，スピリチュアルケアの現状につい
ての自由記述。分析方法：属性とスピリチュアルケアの現
状は単純集計。ケア困難感尺度はリッカート尺度に基づく
記述統計量を算出。倫理的配慮：対象者に研究の趣旨，研
究参加の自由と拒否の権利，無記名によるプライバシーの
保護，研究参加辞退による不利益を受けないこと，結果の
公表について，文書で説明し質問箱への投函による研究参
加への同意を得た。本研究はＡ大学大学院倫理審査委員会
の承認を得た。
【結果】
111名から回答を得た（有効回答率92.5％）。年齢は30歳
未満の看護師が63名（55.3％），看護経験年数10年未満
の看護師は76名（68.5％）であった。ホスピス・緩和ケ
ア勤務経験者は３名，緩和ケアに関する研修参加は13名
（11.7％），身近な人の死別体験は78名（70.3％）であっ
た。ケア困難感尺度については，「患者・家族とのコミュ
ニケーション」，「看護職の知識・技術」，「自分自身の問
題」の順で困難度が高かった。さらに，患者の看取りを行
う上でのつらさと対処について，89名（80.2％）がつらい
と感じており，同僚や上司に相談する対処法をとってい
た。しかし，つらいと感じていても26名（19.1％）の看護
師は誰にも相談していなかった。スピリチュアルケアは13

名（11.7％）が実践しており，実践内容は「傾聴」が多かっ
た。看護師がスピリチュアルケアで学びたいと回答した内
容は，「コミュニケーション方法」や「スピリチュアルケ
アの具体的な方法」が多かった。
【考察】
一般病棟の看護師は終末期にある患者のケアやコミュニ
ケーションに対し，つらさと困難を感じていることがわ
かった。スピリチュアルケアでは，患者が抱くスピリチュ
アルペインが「死」に対するペインである場合が多く，患
者の死の不安に看護師が対峙するには十分なコミュニケー
ション能力が必要とされる。本調査でコミュニケーション
に難しさを感じていると回答した看護師が多かったこと
は，一般病棟の終末期患者へのスピリチュアルケアが，実
践されにくいことと関係していると思われる。今後，一般
病棟においてスピリチュアルケアを普及させるには，一般
病棟の看護師や看護学生へのスピリチュアルケアについて
の研修と教育の必要性が示唆された。
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321）中堅看護師の職業的アイデンティティに影響してい
る要因

○畠中易子１，遠藤善裕２

１兵庫県立大学看護学部，２滋賀医科大学医学部看護学科

322）緩和ケアチームを持たない一般病棟看護師によるス
ピリチュアルケアに対する現状認識の基礎的調査

○狩谷恭子１

１いわき明星大学看護学部



【目的】
看護研究は看護師にとって，日々の疑問の解決や看護の質
向上，自己啓発のために必要不可欠なものである。しか
し，多くの病院で毎年，研究が行われているにも関わらず，
その研究結果の活用には至っていないケースが多い。そこ
で，研究成果が活用できない理由を探り，結果活用のため
の要因を検討することを目的とする。
【方法】
１．対象：看護研究の経験があり，インタビューへの同意
が得られた看護師８名。
２．データ収集方法：看護研究経験とその活用について30

分程度のインタビューを実施した。了解を得て録音，メモ
を作成し，メモ，および逐語録から，研究結果が活用でき
ない理由，活用できた理由に関する内容を整理した。
３．倫理的配慮：研究はＡ大学倫理審査委員会の承認を得
て実施した。対象はＡ病院看護部の了承を得て選択し，対
象へは研究の目的，方法，および参加の任意性，途中撤回
が可能であること，匿名性について説明し，同意書への署
名により同意を確認した。
【結果】
活用できない理由は「後を引き継ぐひとがいない」「結果
が日々の業務での活用できる段階までに至らない」「病棟
を異動してしまうと活用できない」「個別性が強すぎて一
般化できない」などであった。活用できた理由は，「病院
全体で必要性を認識してもらえた」「立場上，自分の采配
で活用が可能であった」「研究期間内に評価ができ，マニュ
アルとして脚気を組み入れられた」などであった。
研究を活用するための提案は，「病棟師長の研究成果を活
用する姿勢をつくる」「研究仲間を育てる」「研究成果を活
用できるよう業務改善をする」「研究成果を周知し，病院
全体で成果を活用する」などであった。
【考察】
活用に結びつく要因として「看護師個人の成果活用への意
識」に加えて，「研究の継続性がある」「研究成果の具体的
活用方法が明確である」「問題意識や研究結果が共有でき
る」「病院全体としての取り組みある」などが考えられた。
これを受けて，研究成果を活用するためには，病院全体で
問題意識を共有することや，研究内容及び研究成果活用へ
の看護職全員への周知を図ることで，研究成果を活用する
雰囲気をつくり，組織としての取り組み改善を検討する必
要がある。また，病棟移動により研究が中断し，成果活用
ができる段階まで研究を進められない現状から病棟移動時
期についても検討する必要がある。

【目的】
我々は，継続勤務する看護師への研究着手の効果的支援に
関する検討を2012年から実施した。質問紙調査，インタ
ビューデータの分析，介入調査から得られたデータより，
Web会議を用いた（導入期：計画書作成まで）効果につい
て評価検討する。
【方法】
研究対象：中部地区にある中小規模病院に勤務する看護師
３名とした。研究支援プログラム：研究参加者１名に指導
教員１－２名を配置した。支援内容は集合プログラムと個
人プログラムで構成され，集合プログラムは指導教員の直
接指導及び研究参加者同士の学びの共有を目的に対面型集
合プログラム（１回／６カ月）とWeb型集合プログラム
（１回／月）とした。個人プログラムは，各集合プログラ
ムの間に，指導教員がWeb会議システムを用いて個人指
導を行った。本研究では，第１回対面型集合プログラム
から第５回Web型集合プログラムまでの導入期を研究対
象とした。研究期間：2016年８月から2017年２月とした。
調査方法：対面型セミナーの前後，Web型セミナー（第１

回・第３回）終了後に研究の理解度を問う質問紙調査を実
施した。また，対面型集合プログラム終了後に研究への思
いと課題についてフォーカスグループインタビュー（以下
FGI）を行った。分析方法：質問紙調査は単純集計を行っ
た。FGIの結果は逐語録を作成した後，コード化し，意味
のまとまりのあるデータをコード化した。倫理的配慮：Ａ
大学研究倫理委員会の承認を得た。
【結果・考察】
研究参加者は３名。平均年齢32歳。経験年数10.7年。いず
れもスタッフであった。自身の研究の課題について，「研
究疑問から，関連した文献を探し出すことができる」と回
答したのは開始前「思う」２名，「思わない」１名であった。
６か月後の１名は「研究テーマ，研究方法を考えることが
できる」を「思う」と答えていたが，２名は「思わない」
であった。一方，個人プログラムでの「研究課題に対して
次回までの方向性や計画を明確にできた」「個人プログラ
ムは自身が研究を進めるうえで役に立った」は全員が「思
う」と回答していた。また，集合Webの自由記載で，「他
の方の発表を聞くと，進んでいるので焦ってしまう一方刺
激になると思う」とあった。以上のことから，業務を抱え
ながら研究に取り組んでいることもあり，計画立案につい
ては個人差があり，６か月間では計画を立案できるまで
には至っていないことと，遠隔地でもWebがあることで，
随時，個人プログラムで支援できるため，研究の遂行には
役立てっていることが推察された。今後，継続的にプログ
ラムを評価する予定である。
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323）病院での看護研究の結果を活用に結びつく要因　
－看護師インタビューからの検討－

○今川詢子１，長谷川真美１，市原千里１，佐々木純子１

１東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科

324）Web会議を導入した研究支援プログラムの導入期に
おける効果の検討

○東野督子１，杉村鮎美２，大野晶子３，石黒千映子１，
　水谷聖子３，柿原加代子４，三河内憲子５

１日本赤十字豊田看護大学看護学部，２前岐阜大学医学部
看護学科，３日本福祉大学看護学部，４中京学院大学看
護学部，５元日本赤十字豊田看護大学看護学部
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